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平成23年６月22日（水曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成23年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号）

○議案第３号 平成23年度宮崎県山林基本財産

特別会計補正予算（第１号）

○議案第15号 農政水産関係建設事業執行に伴

う市町村負担金徴収について

○議案第18号 第６次宮崎県農業・農村振興長

期計画の変更について

○議案第19号 宮崎県水産業・漁村振興長期計

画の変更について

○報告第１号 専決処分の承認を求めることに

ついて（平成22年度宮崎県一般

会計補正予算（第12号 ））

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・平成22年度宮崎県繰越明許費繰越計算書（別

紙３）

・平成22年度宮崎県事故繰越し繰越計算書（別

紙４）

○環境対策及び農林漁業振興対策に関する調査

○その他報告事項

・ みやざき県民の住みよい環境の保全等に関す「

る条例」の一部改正について

・公の施設の指定管理者制度の第二期・第三期

指定について

・平成22年度「大気及び水質の測定結果」等に

ついて

・口蹄疫に係る埋却地周辺の水質調査について

・海水浴場における放射能濃度の調査について

・乾しいたけ品評会等について

・口蹄疫からの経営再開状況調査の概要につい

て

・６月の大雨による農業関係被害について
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総務課主任主事 押 川 康 成

ただいまから環境農林水産常任○田口委員長

委員会を開会いたします。

まず、委員会日程についてであります。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

ありますが、本日は、環境森林部関係議案及び

その他の報告事項について行い、あしたは農政

水産部関係議案等について行うこととしており

ます。採決については、すべての審査が終了し

た後に行うこととしております。

今回から、議案、報告事項、その他の報告事

項、その他に分けて審査を行います。委員の質

疑は、執行部のそれぞれの説明が終了した後に

お願いいたします。また、あすの農政水産部の

補正予算に関する審査は、４課と６課に分けて

説明を受けたいと考えておりますが、異議ござ

いませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○田口委員長

します。

、 。執行部入室のため しばらく休憩いたします

午前10時２分休憩

午前10時５分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

今回から、議案、報告事項、その他の報告事

項、その他に分けて説明を受け、その都度質疑

を行うこととなりました。よろしくお願いいた

します。

それでは、今回、当委員会に付託されました

補正予算関連議案等について、部長の説明を求

めます。

環境森林部です。よろし○加藤環境森林部長

くお願いいたします。

それでは、お手元に配付しております環境農

。林水産常任委員会資料の表紙をごらんください

今回提案しております議案は、まず、Ⅰの予算

議案といたしまして、議案第１号「平成23年度

宮崎県一般会計補正予算 、議案第３号「平成23」

年度宮崎県山林基本財産特別会計補正予算」の

、 、 、２件 次に Ⅱの報告承認事項といたしまして

「森林環境税基金積立金の執行に伴う補正」及

「 」び 産業廃棄物税基金積立金の執行に伴う補正

につきまして、専決処分の承認をお願いするも

のであります。次に、Ⅲの報告事項は、平成22

年度繰越明許費と平成22年度事故繰越しについ

て御報告するものであります。Ⅳのその他の報

告事項は、ここに記載してあります「 みやざき「

県民の住みよい環境の保全等に関する条例」の

一部改正について」などの６項目と、この表紙

には記載しておりませんが 「平成23年６月の大、

雨による山地等の被害状況について」をあわせ

て御報告いたします。

ページめくっていただきまして、１ページを

。 、ごらんください Ⅰの予算議案につきましては

平成23年度環境森林部歳出予算（課別）の表で

御説明いたします。23年度の６月補正は、政策

的な事業や危機事象への対応を盛り込んだ肉付

け予算として編成しております。環境森林部全

体の補正予算額としましては、表の中段の網か

けしてある欄にありますとおり、一般会計で75

億7,313万3,000円の増額、また、表の下から２

段目の網かけしてある欄にありますとおり、特

別会計で1,474万9,000円の増額、その下になり
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ますが、一般会計と特別会計を合わせまして75

。億8,788万2,000円の増額をお願いしております

この結果、補正後の予算総額は、その右の欄に

ありますとおり252億1,008万7,000円となりま

す。

、 。次に ２ページと３ページをごらんください

平成23年度環境森林部の重点推進事業について

取りまとめたものです。まず （１）の危機事象、

への対応と再生・復興プログラムにつきまして

は、①危機事象への対応強化、②口蹄疫からの

再生・経済復興、③高病原性鳥インフルエンザ

対策、④活動火山対策、⑤東日本大震災対策の

５つの項目を柱に、また （２）の環境・新エネ、

、ルギー先進地づくりプログラムにつきましては

①低炭素・循環型社会づくりへの挑戦、②次代

へ継承する持続可能な森・川・海づくり 右ペー、

ジですが、③持続可能な森林・林業・木材産業

の振興の３項目を柱に、そして（３）の持続可

能な地域づくりプログラムにつきましては、①

中山間地域の活性化を柱に、それぞれ施策を展

開していくこととしております。

私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましてはそれぞれ担当課長・室長が御説明申

し上げますので、御審議のほどよろしくお願い

いたします。

部長の概要説明が終了いたしま○田口委員長

した。

初めに、議案に関する説明を求めます。

それでは、環境森林課の○山内環境森林課長

補正予算につきまして御説明いたします。

お手元の平成23年度６月補正歳出予算説明資

料の「環境森林課」のインデックスのあるとこ

ろをお願いします。107ページになります。環境

森林課の補正額は、左から２列目の補正額の欄

にありますように 一般会計で18億1,499万1,000、

円、４つ下の特別会計で1,474万9,000円の増額

補正となっております。この結果、補正後の額

は、一番上の行の右から３列目にありますよう

に47億5,596万9,000円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

109ページをお願いします 上から５段目の 事。 （

項）エネルギー対策推進費２億566万7,000円で

あります。下の説明欄１の新エネルギー普及啓

発推進事業400万円でありますが、これは、太陽

光発電など新エネルギー導入に対する県民意識

の醸成を図るため、新エネルギーに関する情報

の提供やアドバイスを行うとともに、グリーン

電力証書のイベントでの活用等を通じ、普及啓

発を行うものであります。

２つ目の太陽光発電システム導入促進事業に

つきましては、後ほど常任委員会資料で御説明

をいたします。

次に、110ページをお願いいたします。一番下

の（事項）水と緑の森林づくり推進事業費884万
も り

円であります。その下、111ページの一番上にな

りますが、１の県民参加の森林づくり普及啓発

推進事業304万円は、森林の重要性や森林環境税

の制度について県民への周知、理解を促進する

ために、イベント等での普及・ＰＲ活動やパン

フレットの作成等を行うものであります。

３のがんばろう宮崎「口蹄疫復興祈念の森」

整備事業につきましても、後ほど常任委員会資

料で御説明いたします。

次に、同じページ、下から２段目の（事項）

わが町のいきいき森林づくり推進事業費1,600万

円であります。この事業は、水源地の上流等公

益上重要な森林を市町村が公有林化する際に支

援を行うもので、森林環境税を活用して行うも

のであります。
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次に、その下の（事項）ひなもり台県民ふれ

あいの森等管理費128万3,000円であります。こ

の事業は、今後も断続的な噴火が予想される新

燃岳の降灰対策として、園内施設への降灰の除

去を行おうとするものであります。

続きまして、112ページをお開きください。上

から２つ目の（事項）林業公社費11億7,328

万5,000円であります。これは、林業公社の償還

金に係る貸し付け等に要する経費であります。

林業公社につきましては、平成20年の世界金融

不況以降の木材価格の低迷等によりまして厳し

い経営状況にありますことから、経営計画の見

直しも含め経営改善に取り組んでいるところで

あります。

次に、113ページをごらんください。山林基本

財産特別会計でありますが 上から５段目の 事、 （

項）県有林造成事業費1,474万9,000円でありま

す。これは、県有林の間伐を進めるため、間伐

材を売り払いするために必要な搬出等の経費で

あります。

次に、お手元に配付しております常任委員会

資料のほうをお願いいたします。４ページをお

願いいたします。太陽光発電システム導入促進

事業についてであります。

この事業は、２の事業概要の（４）の①にあ

りますように、県内の住宅に太陽光発電システ

ム等を設置する場合に、その経費の一部を補助

するものであります。

予算額は２億166万7,000円をお願いしており

ます。

補助金額は （４）の②にありますとおり、発、

電システム１キロワット当たり３万円、上限８

万円を基本とし、県産材を使用した新築木造住

宅に太陽光発電システムを設置する場合及び県

内産の太陽光パネルを設置する場合には、それ

ぞれ上限額を２万円増額することとしておりま

す。具体的な補助金額の例につきましては、そ

の表のとおりであります。

。右のページをごらんいただきたいと思います

補助の条件といたしましては、①として、設置

する太陽光発電システムは国の補助金の対象で

あること、②としまして、その住宅にＬＥＤ照

明器具を１カ所以上設置することを要件として

おります。

補助金の募集開始は、現在のところ７月末の

予定で、申請窓口は委託団体において行うこと

としております。

資料には記載しておりませんが、補助件数と

して2,300件程度を見込んでおります。

次の６ページの事業につきましては、みやざ

きの森林づくり推進室長のほうから御説明いた
も り

します。

６ペー○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

ジをごらんください。がんばろう宮崎「口蹄疫

復興祈念の森」整備事業であります。

まず、一番下の点線の枠組みをごらんくださ

い。県では 「水と緑の森林づくり条例」で定め、
も り

た10月から11月の「森林づくり推進期間」に、
も り

県民等の参加による森づくり活動を実施してお

ります。今年度は、上のほうの１の事業の目的

にありますとおり、昨年、口蹄疫により甚大な

被害が発生しました児湯管内において、被災さ

れた畜産農家や地域が、木々の成長とともに復

興へ向けて力強く前進することを願い 「口蹄疫、

」 。復興祈念の森 を整備することとしております

２の事業の概要の（１）にありますように、

予算額は400万円をお願いしております。

復興祈念の森は （４）の事業内容にあります、

ように、川南町の1.3ヘクタールの町有林におい

て、畜産農家や県民ボランティア、緑の少年団
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など約500人の参加によりまして、ヤマザクラや

カシなど広葉樹約4,000本を植栽する予定であり

ます。また、植栽する苗木につきましては、右

のページの④に記載していますように、東京の

認定ＮＰＯ法人が行っております、全国からの

義援金を苗木として提供する「プレゼントツ

リー」制度を活用する予定であります。

環境森林課の説明は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。

環境管理課から御説明申○橋本環境管理課長

し上げます。

歳出予算説明資料の115ページをお開きくださ

い。環境管理課の補正額は、左から２列目の補

正額の欄にありますように、一般会計で２

億8,426万9,000円の増額であります。補正後の

額は、右側から３列目にありますように６

億2,077万2,000円となります。

それでは、主なものにつきまして御説明いた

します。

117ページをお開きください。まず、上から６

行目の（事項）大気保全費で2,509万2,000円の

増額であります。下の説明の欄をごらんくださ

い。１大気汚染常時監視2,167万3,000円であり

ますが、内訳といたしまして２つございます。

まず （１）の機器整備事業1,202万7,000円であ、

りますが、これは、測定局に整備しております

各種測定機器の更新に係るものであります。

次に （２）の新規事業、新燃岳周辺大気環境、

測定局設置事業964万6,000円でありますが、こ

の事業につきましては、後ほど常任委員会資料

で御説明させていただきます。

次に、２大気汚染移動監視341万9,000円であ

ります。これは、新規事業、新燃岳の噴火に関

する大気環境移動測定事業であります。１月の

噴火以降、大気環境測定車「さわやか号」を高

原町に常駐させまして大気の測定を行っており

ますが、今年度も引き続き、常駐により測定す

ることといたしております。これは、そのため

に必要な機器の保守点検を行いますとともに、

測定局のない地域において、通常はさわやか号

によって行っております移動監視を委託によっ

て行うものでございます。

恐れ入りますが、常任委員会資料のほうをご

。 。 、らんください ８ページでございます 事業名

新燃岳周辺大気環境測定局設置事業について御

説明いたします。

まず、１の事業の目的でございますが、新燃

、岳の活動の影響が広範囲にわたりますことから

大気環境測定局を新たに設置し、監視を強化す

るものでございます。

次に、２の事業の概要ですが、予算額は964

万6,000円をお願いしております。

次に、事業の内容についてですが、小林保健

所に測定局を設置いたしまして、二酸化硫黄や

浮遊粒子状物質等を測定し、そのデータを中央

監視局に送信して火山活動の影響を常時監視す

るものであります。これによりまして、異常値

が測定された場合には直ちに注意報を発令する

など、住民の健康への影響を未然に防止するこ

とができるものと考えております。

、 、 、なお 参考といたしまして 右側９ページに

大気環境測定局及び測定機器の写真を掲載して

おります。この局舎につきましては、写真では

、鉄筋コンクリート製になっておりますけれども

今回の小林市のものはスチール製の家庭用物置

タイプの局舎を計画しているところでございま

す。

説明は以上でございます。

それでは、循環社会○福田循環社会推進課長

推進課の補正予算について御説明いたします。
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歳出予算説明資料の119ページをお開きくださ

い。補正額は、左から２列目の補正額の欄にあ

りますように、一般会計で３億1,914万8,000円

の増額であります。補正後の額は、右から３列

目にありますように14億8,069万6,000円となり

ます。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

121ページをお開きください。まず、上から６

行目の（事項）一般廃棄物処理対策推進費が300

万円の増額であります。これは、説明の欄の１

宮崎県ごみ処理広域化推進支援事業300万円で、

都城市が行う一般廃棄物焼却施設の整備事業に

対して県交付金を交付するものであります。

次に、その下の行 （事項）産業廃棄物処理対、

策推進費が２億8,252万8,000円の増額でありま

す。このうち、説明の欄の２産業廃棄物税基金

積立金２億2,577万円でありますが、これは、23

年度の産業廃棄物税の税収から徴税経費を除い

たものを基金に積み立てるものであります。

４の産業廃棄物トラックスケール設置支援事

業1,400万円でありますが、これは、産業廃棄物

税の課税の適正化及び公正化を図るため、処理

業者が整備するトラックスケール、これは廃棄

、物を積んだ車両ごとに重量をはかる設備ですが

。その設置費用の一部を補助するものであります

次に、５の新規事業、みやざきの循環資源利

用促進事業1,050万円でありますが、この事業に

つきましては、後ほど委員会資料で説明させて

いただきます。

次に、その下の行 （事項）廃棄物減量化・リ、

サイクル推進費が3,362万円の増額であります。

これは、説明の欄の１循環型社会形成のための

総合対策推進事業の（１）産業廃棄物リサイク

ル推進事業3,362万円で、産業廃棄物のリサイク

ル施設整備に対する支援などを行うものであり

ます。

次に、恐れ入りますが、委員会資料の10ペー

ジをお開きください。みやざきの循環資源利用

促進事業について御説明いたします。

この事業は、１の事業の目的にありますよう

に、地域に賦存する循環資源の有効活用システ

ムを構築する取り組みを支援し、循環資源の利

用促進を図ることによりまして、本県らしい循

環型社会の形成を推進しようとするものであり

ます。

予算額は1,050万円をお願いしております。

事業の内容は （４）にありますように、市町、

村を対象とする事業と民間事業者とを対象とす

る事業の２つに分かれておりまして、どちらも

公募いたします。

①の循環圏構築市町村モデル支援事業は、市

町村が住民や事業者と連携し、地域内で発生す

る循環資源をその地域内で有効に活用する取り

組みを支援するものであります。②の循環資源

活用モデル支援事業は、県内の民間事業者など

に対しまして、本県にある低利用の循環資源に

ついて、より一層の有効活用を図るための取り

組みを支援するものであります。

両事業でイメージしている取り組みの例とし

ましては、右側11ページの上段「取組」のとこ

ろに例示しておりますような、地域で発生する

生ごみや食品廃棄物を堆肥化して、その地域の

農業で活用する地域循環システムの構築や、焼

酎メーカー等が行う焼酎瓶のリユースの取り組

み、産廃の中間処理で排出される廃棄物等を活

。用した商品開発等への支援などが考えられます

これらの取り組みによりまして、本県らしい循

環型社会の形成を図ってまいりたいと考えてお

ります。
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補正予算の説明は以上でございます。

自然環境課の６月補正予算○森自然環境課長

について御説明をさせていただきます。

お手元の歳出予算説明資料123ページをお開き

ください。今回の補正予算は、左から２列目の

補正額にありますように、一般会計で９億7,725

万5,000円をお願いしております。この結果、補

正後の予算額は、右から３列目にありますよう

に39億3,934万7,000円となります。

それでは、主な事業について御説明をいたし

ます。

126ページをおあけください。上から２番目の

事項 荒廃渓流等流木流出防止対策事業費1,500（ ）

万円であります。これは、渓流沿いにある不安

、定な流木や土砂等を除去することによりまして

集中豪雨などに伴う河川や海岸への立木の流出

を防止するものでございます。

次に、その下の（事項）山地治山事業費２

億5,507万7,000円であります。これは、山地崩

壊地の復旧や災害の未然防止を図るため、復旧

治山事業や予防治山事業などを実施するもので

あります。

次に、127ページをごらんください。下から２

番目の（事項）保安林整備事業費１億7,173

万8,000円であります。これは、保安林の機能強

化を図るために、植栽や本数調整伐などの森林

整備を行うものでございます。

次に、その下の（事項）県単治山事業費であ

りますが、めくっていただきまして、128ページ

をお願いいたします。説明欄の１の臨時県単治

山事業8,661万7,000円であります。これは口蹄

疫復興対策に伴うもので、宮崎市高岡町の尾頭

地区など県内５カ所において、小規模な治山ダ

ムの設置や山腹工などによりまして崩壊斜面の

早期安定を図るものでございます。

次に、４の新規事業、治山施設機能回復事

業2,100万円であります。これは、経年変化によ

り機能が低下している既存の治山施設を補修・

改修することによりまして、その機能回復及び

機能強化を図るものでございます。

、 （ ） 、次に その下の 事項 県単補助治山事業費

説明欄の３の新規事業、いきいき山村集落機能

強化事業1,080万円であります。これは、荒廃渓

流の復旧や集落防災施設の整備などを支援する

ことによりまして、山村地域における集落機能

の強化を図るものでございます。

次に、その下の段の（事項）鳥獣保護費、説

明欄の２新規事業、高病原性鳥インフルエンザ

野鳥対策事業につきましては、後ほど委員会資

料で御説明いたします。

次に、129ページをごらんください。上から２

番目の（事項）自然公園事業費3,608万8,000円

であります。これは、自然公園を県民が安全か

つ快適に利用できますように、トイレや橋梁な

どの施設の維持補修、バリアフリー化を行うも

のでございます。

最後に、一番下の（事項）治山施設災害復旧

費２億550万円であります。これは、治山ダムや

海岸松林などの施設が台風等により被災した場

合、早急な復旧を図るために必要な経費でござ

います。

続きまして、説明を後回しにした事業の説明

でございます。お手元の常任委員会資料12ペー

ジをごらんください。高病原性鳥インフルエン

ザ野鳥対策事業についてでございます。

この事業は、防疫体制の強化を図るため、ウ

イルスを媒介するおそれのあるカモなどの野鳥

の生息状況等を調査し、その情報を県民等に速

やかに提供するものであります。

予算額は、事業の概要の（１）にありますよ
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うに、607万1,000円をお願いしております。

次に （４）の事業内容でございます。アの野、

鳥生息状況等調査は、一ツ瀬川、大淀川、五ヶ

瀬川の周辺におきまして、野鳥の生息状況や渡

り鳥の飛来状況などの調査を実施するものであ

ります。

イのウイルス保有状況モニタリングは、昨年

度、野鳥や家禽で鳥インフルエンザが確認され

ました地域周辺の10カ所、下の全県図に示して

おります四角の番号につきまして、渡り鳥の飛

来状況を踏まえながらふん便調査を実施するも

のでございます。

ウの野鳥の監視パトロール強化は、主要な河

川沿い、あるいは昨年度発生が確認されました

地域の周辺におきまして監視パトロールを強化

し、衰弱した野鳥の回収に加えまして、地域住

民等からの情報収集にも努めるものでございま

す。

これらの事業によって得られたさまざまな情

報を県民や家禽農家の皆様へリアルタイムで提

供することによりまして、防疫体制を強化して

いただき、鳥インフルエンザの発生抑制につな

げたいと考えております。

なお、本事業につきましては、国に対して、

助成が得られるよう強く要望しているところで

ございます。

自然環境課からは以上でございます。

それでは続きまして、森○佐藤森林経営課長

林経営課の補正予算につきまして御説明いたし

ます。

歳出予算説明資料の131ページをお願いいたし

ます。森林経営課の補正額は、左から２番目の

補正額の欄にありますように、一般会計で35

億3,641万9,000円の増額となっております。こ

の結果、補正後の額は、一番上の行、右から３

番目にありますように105億1,773万2,000円とな

ります。

それでは、主な内容につきまして御説明いた

します。

133ページをお願いいたします。まず、上から

５段目の（事項）森林計画樹立費1,761万1,000

円の増額であります。まず、１の地域森林計画

編成費でありますが、これは、森林法に基づく

地域森林計画の樹立や森林施業計画の認定等を

行うための経費であります。

（１）にあります地域森林資源情報整備事業

でありますが、この事業は、森林資源調査の基

礎資料とするため、空中写真からデジタル画像

を作成するものであります。

（２）の持続可能な森林経営具現化実践事業

でありますが、この事業は、森林認証の取得促

進や伐採現場のパトロールの実施等に支援する

ものでございます。

次に、ページの中ほど （事項）森林整備地域、

活動支援交付金事業費７億2,707万9,000円の増

額でございます。この事業は、森林施業計画の

認定を受けた森林所有者に対しまして、森林施

業に必要な作業道の改良等に対して支援を行う

ものでございます。

次に、ページの下のほうから134ページにかけ

てになりますけれども （事項）林業普及指導、

費709万7,000円の増額でございます。134ページ

に移っていただきまして、１つ目の巡回指導施

設整備は、林業普及指導員が巡回指導に必要な

公用車の更新を行うものでございます。

２つ目の新規事業でございますが、宮崎森林

のプロフェッショナル養成事業は、森林・林業

再生プランの推進のため、林家や森林組合等林

業事業体、市町村、林業普及指導員を対象に、

本県の特性に応じた林業経営の知識や技術を習
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得する研修を総合的に実施するものでございま

す。

次に、同じページの２段目の（事項）林業担

い手総合対策基金事業費360万円の増額でありま

す。この事業は、林業後継者等で組織する林業

研究グループの林業経営等に関する自主研修な

どの活動を支援するものでございます。

次に、ページの中ほど （事項）森林整備事業、

費５億6,737万6,000円の増額でございます。１

つ目の奥地共同間伐促進事業でございますけれ

ども、これは、集約化を進めながら、奥地林な

、どの地理的条件の悪い森林の間伐経費を支援し

高齢級間伐の促進と間伐材の有効利用を図るも

のでございます。

２つ目の森林環境保全直接支援事業でありま

すが、森林資源の循環利用や森林の持つ多面的

機能を将来にわたって健全に発揮させていくた

め、集約化し計画的な森林整備を行う者を対象

に、造林、下刈り、間伐等の森林施業に対しま

して支援するものでございます。

次に （事項）林木育種事業費176万円の増額、

であります。これは、優良な種苗の供給を確保

するため、県が管理する母樹林を管理して穂木

や種子の採取等を行うものでございます。

次に、一番下の段から135ページにかけてにな

りますけれども （事項）森林機能保全対策総合、

整備事業費７億30万円の増額でございます。こ

れは、森林整備加速化・林業再生基金を活用し

。た間伐や作業路の開設を行うものでございます

次に、135ページの上のほう （事項）水を貯、

え、災害に強い森林づくり事業費につきまして

、 。は 後ほど常任委員会資料で御説明いたします

次に、ページの中ほど （事項）花粉の少ない、

森づくり事業費300万円の増額でございます。こ

れは、花粉の少ない杉林へと転換するため、植

栽するための苗木代を助成するものでございま

す。

次に （事項）道整備交付金事業費３億1,730、

万円の増額でございます。これは、地域再生計

画に基づき、市町村道や農道と一体となって山

村地域の交通ネットワーク化を図るため、日之

影町の竹の原諸和久線外２路線を整備するもの

でございます。

次に、136ページをお開きください （事項）。

山のみち地域づくり交付金事業費5,000万円の増

額でございます。これは、奥地森林資源の骨格

的な「山のみち」の整備を図るために、西米良

村の小川棚倉峠線で林道開設を実施するもので

あります。

次に、ページの中ほど （事項）県単林道事業、

費4,000万円の増額でございます。これは、口蹄

疫復興対策基金を活用して、東臼杵管内におき

まして「ひむか神話街道」の整備を行うもので

ございます。

次に、ページの一番下になりますけれども、

（事項）林道災害復旧費９億4,129万6,000円の

増額であります。これは林道施設災害復旧に要

するものでございます。

続きまして、先ほど説明を後回しにいたしま

した事業について説明いたします。常任委員会

資料になりますけれども、14ページをお願いい

たします。水を貯え、災害に強い森林づくり事

業についてでございます。

まず、１の事業目的でありますけれども、こ

の事業は、公益上重要な森林におきまして、荒

廃林等の再造林や間伐等を行い、公益的機能を

重視した森林づくりを推進するものです。

２の事業の概要でありますけれども （１）に、

あります予算額は１億6,000万円で、森林環境税

を活用した事業の一つでございます。



- 10 -

（４）の事業内容でございますけれども、①

の広葉樹造林等推進事業は２つに分かれており

まして、アの広葉樹の造林につきましては、水

源林等の上流域で放置された森林を対象に広葉

樹造林を行うものでございます。イの広葉樹林

への転換につきましては、人工林を伐採する際

に、右のほうのページの①の写真にございます

ように、林内に生育している広葉樹を残すこと

で、早期に広葉樹林への転換を図るものでござ

います。

②の針広混交林等造成事業は、15ページの右

上の写真②にございますように、長期間間伐が

行われない森林を対象に強度の間伐を行いまし

て、植生豊かな森林に誘導するものです。

③の里山人工林等再生事業は、竹が進入し機

能が低下している里山の人工林を対象に、竹の

除去を行うものでございます。

④の水路保全の森林づくり事業は、人工林伐

採後の裸地化による表土の流出を防ぐために、

伐採後速やかに植栽を行うものでございます。

なお、事業対象といたします森林につきまし

ては、15ページの上段のほうに枠で囲ってござ

いますけれども、取水源やダム等の上流域の森

林などに限定するほか、事業の採択に当たって

は、森林所有者と市町村及び事業者とで伐採規

制等に関する協定を結ぶことを要件とすること

としております。

森林経営課は以上でございます。

山村・木材振興課○水垂山村・木材振興課長

の補正予算につきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の137ページをお開きくださ

い。当課の補正額は、左から２列目の補正額の

欄にありますように、一般会計で６億4,105

万1,000円の増額であります。この結果、補正後

の予算額は、右から３列目にありますように、

一般会計、特別会計合わせまして38億9,557

万1,000円となります。

それでは、主な補正内容について御説明いた

します。

。 （ ）139ページをお開きください 一番下の 事項

林業・木材産業構造改革事業費1,169万8,000円

の増額であります。説明欄の２新規事業、大き

なみやざきスギ生産・加工サポート事業250万円

についてでありますが、この事業は、森林資源

の充実に伴い、年々大径化する県産杉の有効活

用を図るため、大径材の製材や加工技術の開発

、などのモデル的な取り組みを支援するとともに

施設整備のあり方等を検討するものでございま

す。

ページをめくっていただきまして、140ページ

をごらんください （事項）木材産業振興対策費。

４億5,410万9,000円でございます。説明欄の１

の木材産業等高度化推進資金４億5,218万7,000

円は、素材生産を進めるための運転資金などを

生産業者等に低利で貸し付けるための経費でご

ざいます。

その下の４の新規事業、森林バイオマス利活

用普及促進事業100万円は、間伐を行う際に発生

します林地残材など、未利用の森林バイオマス

資源のより一層の利用拡大を図るため、温泉や

給食施設などの公共施設等において木質ボイ

ラーを導入した場合のシミュレーション等を実

施し、森林バイオマスの利用施設の整備に向け

た普及啓発を図るものでございます。

次に、下のページ、141ページをごらんくださ

い。（事項）木材需要拡大推進対策費6,994万1,000

円でございます。説明の欄の改善事業３の杉コ

レde木育プロジェクト推進事業632万6,000円に

ついてでございます。この事業は、杉の素材を

生かしたさまざまなデザインのコンテストを行
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う「杉コレクション」を中心に、木づかい啓発

や木育実践の活動を通じまして県産材の利用拡

大を図りますとともに、木材利用の意義や重要

性を県民に普及する「木育」への取り組みを支

援するものでございます。

次の新規事業４のみやざきスギ震災復興支援

事業2,325万8,000円につきましては、後ほど、

みやざきスギ活用推進室長より委員会資料で説

明させていただきます。

それでは、ページをめくっていただきまし

て、142ページをごらんください （事項）林業。

担い手総合対策基金事業費4,086万2,000円の増

額であります。説明欄の３新規事業、就労環境

改善施設整備事業1,096万7,000円につきまして

は、委員会資料で御説明させていただきます。

委員会資料の16ページをお開きいただきたい

と思います。初めに、１の事業目的でございま

すが、この事業は、林業就業者のための福利厚

生施設の整備と新燃岳の降灰対策機器の導入を

支援することにより、他産業に比べておくれて

おります林業の就労環境の改善を図り、林業担

い手の確保と定着を促進するものであります。

予算額は1,096万7,000円をお願いしており、

事業期間は３カ年でございます。

（４）の事業内容でございますが、①の福利

厚生施設の整備につきましては、右のページの

写真にありますような休憩室のついた自動車や

仮設トイレなど、就労環境の改善につながる施

設の整備を支援するものでございます。

また、②の新燃岳降灰対策機器の整備につき

ましては、高性能林業機械やチェーンソー等に

入り込んだ火山灰を効率的に除去し、作業効率

や労働負担を改善するため、エンジンブロワや

コンプレッサー等の整備を支援するものであり

ます。

これらの取り組みによりまして就労環境の改

善や労働負担の軽減が図られ、林業就業者の定

着が促進されるものと考えております。

私からの説明は以上であります。

みやざきス○武田みやざきスギ活用推進室長

。ギ震災復興支援事業について御説明いたします

委員会資料の18ページをごらんください。１

の事業目的でございますけれど、この事業は、

東日本大震災において津波による壊滅的な被害

を受けた地域の学校で学童用の机 いすが流出・、

損壊し不足している状況があります。このこと

から 「みやざき感謝プロジェクト」の一環とし、

て、宮城県の山元町教育委員会から支援要請が

あった小学校２校に対して、宮崎県産杉材で製

作した学童机・いすを230組寄贈することとした

ところであります。このように、各被災自治体

において不測の事態が生じ、小中学校における

学童用の机、いすが不足している状況にあるこ

とから、被災県の要望に対して支援を行うもの

でございます。

次に、２の事業概要をごらんください。予算

額につきましては2,325万8,000円をお願いして

おります。

次に （４）対象地域でございますけれど、東、

日本大震災に関連して災害救助法の適用を受け

た地域、太平洋側中心でございますけれど、そ

れらの地域としておるところでございます。

（５）の事業内容であります。先ほど申しま

したとおり、災害救助法の適用を受けた地域、

複数の県でございますので、これらに対応でき

、 、るよう 被災県からの要望に対して学童用の机

いす1,000組の購入支援を考えております。

。山村・木材振興課の説明は以上でございます

御審議のほどよろしくお願いいたします。

報告承○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り
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認事項について御説明いたします。

資料の20ページをお開きください。１専決処

分の承認を求めることについての（１）森林環

境税基金積立金の執行に伴う補正であります。

森林環境税基金積立金につきましては、３月末

時点での税収額の増加に伴いまして、①の補正

額のとおり209万3,000円を補正したもので、こ

の結果、平成22年度の同基金への積立金は２

億8,024万7,000円となっております。

環境森林課からは以上であります。

同じく、循環社会推○福田循環社会推進課長

進課から、報告承認事項、専決処分の承認を求

めることについて御説明いたします。

ただいまお開きの20ページの（２）の産業廃

棄物税基金積立金の執行に伴う補正でありま

す。22年度の産業廃棄物税の税収等が確定した

ことから、積立金2,467万6,000円を増額補正し

たものであります。この結果、22年度の産業廃

棄物税基金の積立金は２億4,977万3,000円とな

ります。

説明は以上であります。

以上で議案に関する執行部の説○田口委員長

明が終了いたしました。

議案についての質疑はございませんか。

。○福田委員 委員会資料４ページでございます

太陽光発電システム導入促進事業、まさに時期

を得て継続されるわけでありますが、昨年のこ

の委員会等で要望出ましたね 「県産パネルの設、

置については上乗せをすべきではないか 。これ」

。も委員会の意見を反映して上乗せされたですね

事業となっておりまして、大変私は敬意を表す

るところであります。

ところで、金額的には、財政的に非常に厳し

い県でありますから、２億という制約があるん

ですが、今の状況を考えますと、電源、再生エ

ネルギーでありますが、それともう一つ、本県

のいわゆる企業立地、富士通が撤退した後の穴

を埋めてくれたソーラーフロンティア、ここの

雇用の拡大等も考えますと、もう少し事業を拡

大してもいいんではないか。

それからもう一つ、モデルケースでよろしい

んですが、国の補助金と県単の補助金と合わせ

てやった場合、モデルケースの試算として3.5キ

ロぐらいが出ているようですが、どれくらいで

標準的なものが設置できるのか。この辺ちょっ

とお聞きをいたしたいんでありますが。

まず第１点目のさらに追○山内環境森林課長

加を、将来的なお話、今年度ということもある

のでしょうけれども、今のところは７月末の募

集開始を予定しておりまして、その状況もあろ

うかというふうに思っております。ただ、委員

おっしゃるように財源的に非常に厳しい状態に

はあります。

それから、モデルケースでございますけれど

も 上限値というのが国の補助金では実は定まっ、

ておりまして、今年度は上限値60万円というこ

とですので、3.5キロ、上限値200万。市場価格

は当然それより下だというふうには思っており

ます。ただ、試算できませんので、200万を上限

として考えさせていただきますと、国の補助金

は１キロワット当たり４万8,000円の3.5で16

万8,000円、それから県が１キロワット当たり３

万円で、上限値がありますので、８万円で、補

助額としては24万8,000円。ですから、200万に

対して残り25万というふうにはしょってしまい

ますと、175万が自己の持ち出しということにな

ると思います。それから市町村さまざま補助が

ありますけれども、あるところもありますし、

現在まだ措置されていないところもございます

ので、とりあえずは国と県の補助ということで
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すとそういうことになると思います。以上であ

ります。

実勢価格はもう少し安いように報○福田委員

じられておりますが、150万前後かなというふう

にも見るんですが、本県は太陽光発電の元祖で

すから、さらなる努力をお願いします。

続きまして、これも昨年の委員会でお尋ねを

いたしましたが、太陽光を有効利用するという

ことで、各部いろんな取り組みをしていただい

ております。農業試験場のほうにも昨年視察を

しました。三鷹光器の太陽光集熱装置が設置さ

れていまして見てまいりましたが、まだ実用化

にはほど遠いような品物でありました。それか

らまた、三鷹の太陽光集熱のビームも宮崎大学

に来るということで、これもまだ実用化にはほ

ど遠いと思います。当面、実用化されたものと

して有効なものは、太陽光発電と太陽熱を直接

利用する方向だと思っています。

先般、興味があったものですから、太陽光の

電気変換率がカロリーベースで20％ぐらい、太

陽熱のほうは50％ぐらいだそうです。太陽熱に

詳しいあるメーカーをお訪ねしてお聞きをしま

したら、今、行政として太陽光発電に大きくシ

フトしておる状況の中で、本来であればもっと

熱効率のいい太陽熱利用の機器が忘れられよう

。としておるということをおっしゃっていました

実は私も、自分が関係しています福祉団体のお

ふろを沸かすために、太陽熱を利用した業務用

のものを設置してみたんですが、非常に効率が

いいです。70名の高齢者のおふろを使っている

んですが。それを考えますと、本県は、どちら

も太陽にまつわるわけでありますが、太陽光発

電と太陽熱両方を、これから再生エネルギーの

環境関連として推し進めてもらう必要があるん

ではないかと考えておるところであります。お

考えをお聞きしたいと思います。前回お尋ねし

てましたから。

委員おっしゃるとおり、○山内環境森林課長

まさしく太陽光、太陽熱というのは、宮崎県の

快晴日数とか、逆に言うと雨もよく降って太陽

光パネルを時々洗い流すということでは非常に

いい環境にあると考えております。

それで、太陽熱の利用については、確かに太

陽熱温水器というのは、宮崎県は非常に普及率

も高くて、今後ともそういう利用はどんどん図

られていくんだろうというふうに思っておりま

す。そのために私どもとしては、その効果、太

陽熱、太陽光の具体的なシミュレーションとい

うんでしょうか、そういう情報の提供をまずや

るべきではないかと思っております。後は経費

というところにどうしても行き着くだろうと

。 、思っております 太陽熱温水器につきましては

イニシャルコストという部分でどんどん普及し

ていくだろう 太陽光発電は 先ほど委員がおっ。 、

しゃいましたように上限値として200万ぐらい、

そういうところからするとちょっとした買い物

なのかなと思っております。車を買うというイ

メージからするとですね。それで、先ほど申し

上げましたように、まずはよさというものを積

極的にＰＲしていきたい。後はどうしても資金

的な都合というのはあろうかと思います。そこ

については、支援できるものできないものとい

うのはあるのかな。ですから、現時点において

は、そのよさを売りにどんどんＰＲ、いわゆる

情報提供を主にやっていくことかなというふう

に思っております。以上であります。

前回もお話ししましたが、従前の○福田委員

太陽熱温水器じゃないんですね。新たなメカを

搭載したものでして、違うなということがはっ

きりわかる。その辺もさらに検討していただき
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たいんです。

もう一点、最後に、先ほどいろんな環境税関

連の説明をいただきましたが、その中で徴税費

という言葉が出ましたが、これはどれくらい徴

税する場合にかかっているんでしょうか 「徴税。

」 。費を除外しての積み立て という表現でしたが

産業廃棄物税基金の○福田循環社会推進課長

ほうで申し上げますと、徴税関係は総務部税務

課のほうにお願いしておりますけれども、年間

の徴税費が1,600～1,700万、そのあたりの金額

というふうに聞いております。

森林環○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

境税の場合につきましては、市町村での徴税費

用としまして1,400万円ほどがかかっていると

伺っております。

がんばろう宮崎ということで、口○押川委員

蹄疫復興祈念の森のことについてお尋ねいたし

ます。川南町の町有林ということで、植栽予定

地が多賀小学校の近くということでありますけ

れども ここの今の状況はどのようなものになっ、

ているんでしょうか。

現地に○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

つきましては川南町の町有林ということで、

約2.0ヘクタールあるんですけれども、そのう

ち1.3ヘクタールを予定しております。これにつ

きましては竹が進入しておりまして、竹林の荒

廃地になっておる状況でございます。

書いてあるとおり、復興の森づく○押川委員

りでありますから、私も賛成ではあるんですけ

れども、ここにこういう森をつくられて、後、

ここの活用をどのような形でされていこうとさ

れているのか、もし考え方があればお聞きをし

たいと思います。例えば、児湯郡だけがここを

復興の森として今後何らかのものを活用される

のか、あるいは県がここをそういう復興の森と

しての何か位置づけがあるのか。

現地の○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

選定に当たりましては、57％ぐらいということ

で被災の頭数が多かった川南町のほうに御相談

をしたところでございます。川南町のほうから

ぜひともということで依頼がありまして、この

地を決めたわけです。町有林ということでござ

いますので、もちろん口蹄疫を復興していこう

、というみんなを元気づけるためのモニュメント

シンボルといったものになることは当然だと思

いますけれども、そのほかに、ここが集落に近

いということで、地域の方々を中心とした森林

レクリエーションの場にも活用できるんじゃな

いか そしてまた多賀小学校 ここに写真も写っ。 、

ておりますけれども、200メートルぐらいの距離

なものですから 小学校の森林環境教育のフィー、

ルドという活用の仕方も考えられると思ってお

ります。いずれにしましても川南町と御協議し

ながら進めていきたいと思っております。

一般質問等々でも大分出たわけで○押川委員

ありますけれども、１年が過ぎ、ちょうど昨年

の今ごろは殺処分、埋却が行われた時期であり

ますし、やはり殺処分、埋却というのが一番だ

ということで、畜産農家の今後の復興について

も、個人で埋却地を準備しなさいよ、そういっ

たこともあるわけでありまして、町有林の活用

がある中で、町もそういったものを準備してほ

しいという要望もあるわけでありますから賛成

、 、 、ですけれども 今後 埋却地の確保については

農政あたりとも十分議論をしていただいて、町

有林のそういった場所あたりも確保していただ

くような議論もやっていっていただければあり

がたいと。これは要望にしますけれども、そう

いったことも関連しながらまたお願いをしてお

きたいと思います。
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それから、新燃岳周辺の大気環境測定局設置

事業についてでありますけれども、今ちょっと

新燃岳も音静かといいますか、静かにしてくれ

ていますけれども、確かに書いてあるとおり、

二酸化硫黄や浮遊粒子あたり、我々大変心配を

するところでありますけれども、どういうこと

で我々人体に影響が来るのかちょっとはかり知

れないところがあるんですけれども、小林保健

所にこういうものを設置して、ここにそういう

詳しい方なりがいらっしゃって、今後、これが

導入されれば監視を強めながら衛生環境研究所

に送信をして、そこから県内至るところに情報

を提供されるということになるんでしょうか。

先ほど御説明いたしまし○橋本環境管理課長

たように、このデータにつきましては、中央監

視局のあります衛生環境研究所のほうに送るこ

ととしております。もし浮遊粒子状物質などの

値が高くなって、例えば注意報基準などに達す

るようなことがありました場合には、直ちに私

どものほうに連絡が来ることとなっております

ので、その場合には、連絡網ができております

から、市町村、保健所等に連絡いたしまして、

住民の皆さんの注意をいただくように広報する

こととしております。

わかりました。自治体あたりから○押川委員

ここに連絡が来るというような方向でいいとい

うことですね。

それから、水を貯え、災害に強い森林づくり

ということでありますけれども、１億6,000万と

いうことで、23～25年度の３年間ということで

ありますけれども、できれば①～④の予算あた

りがわかればお願いしたいと思いますし、モデ

ルになるんだろうと思いますけれども、どこら

あたりを考えていらっしゃるのか、もしあれば

お聞きをしておきたいと思います。

①～④別の事業費といい○佐藤森林経営課長

ますか金額は、①の広葉樹造林等推進事業

が7,100万、針広混交林等造成事業が4,500万、

里山人工林等再生事業が00万、水路保全の森林

づくり事業が4,000万ということになっておりま

す。ただ、どこをやるのかということに関しま

しては、先ほどちょっと市町村の関係が出まし

たけれども、市町村の申請に基づいてやること

となっておりますので、現在のところ箇所づけ

というのはできておりませんけれども、先ほど

申しましたとおり、奥地水源林等を中心に選定

していきたいということを考えております。

現在もし見れるものがあるとした○押川委員

ら、書いてありますから今までもやっていらっ

しゃると思いますので、こういう４つの今まで

やっていらっしゃる中で、我々が見られるとい

うところはどこ辺がありますか。

済みません。今の場所に○佐藤森林経営課長

つきましては、後からにしていただきたいと思

います。

一応最後にしますけれども、就労○押川委員

環境改善施設整備事業で、事業内容の①の福利

厚生施設でありますけれども、果たしてこうい

うもので本当に林家というものが後継者も多く

なってよくなってくるものかなというふうに考

えるんですけれども、例えば、休憩室のついた

自動車あたりをどこあたりに持っていって、ど

。 、ういう活動をされるのか 仮設トイレあたりも

どこかまとまった大きなところであればそうで

すけど、トイレまで行くのに相当時間もかかる

んじゃないかと思うんですが、もう少し詳しく

お願いしたいと思います。

林業の現場といい○水垂山村・木材振興課長

ますのは急峻で、作業するにも難儀を伴うとい

うようなこと、なおかつ同じ場所での長期間の
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作業というのがなくて移動して回るというよう

なことで、他産業と比較しますと就労環境の改

善がおくれておるということから、こういった

ものを計画したわけでございます。写真にあり

ますような休憩室つき自動車あるいは仮設トイ

レにつきましては、作業現場の近くに持ってい

きまして、作業が終わり次第汗を流していただ

くといったことを考えております。整備台数に

つきましては、森林組合とか伐採の業者等から

要望を聞いておりまして、それに基づいて積算

しております。

、○押川委員 特に休憩室のついた自動車あたり

どのくらいするんですか、申しわけありません

が。

これは軽のワゴン○水垂山村・木材振興課長

車を改造したものでございますけれども、車内

で休息が可能な施設でございまして、予算上は

１台当たり200万円、これを５台要求させていた

だいております。

予算が1,096万7,000円ということ○押川委員

で、23～25年度３年間の予算がこれ、あるいは

単年度で1,000万でいいんですか。

単年度の予算○水垂山村・木材振興課長

が1,000万ということでございます。

２番目の新燃岳降灰対策機器の整○押川委員

備ということで、これも本当に必要だろうとい

うふうに私たちも思いますけれども、本年度予

算の中でこれはどのくらいを見ていらっしゃる

んでしょうか。何台分ということで。

、○水垂山村・木材振興課長 ２つございますが

、 、ブロワにつきましては 予算上１セット10万円

これを40台予定しております。それからコンプ

レッサー、これが１セット20万円でございます

が、20台要求させていただいております。

これは、申し込みがあった段階で○押川委員

やるのか、あるいは抽せんになるのか。選定の

仕方もあるんですか 要望があればそのままやっ。

ていくということで、予算がなくなれば打ち切

りなのか。

事業主体から要望○水垂山村・木材振興課長

をとりまして、予算上上限がございますので、

審査の上決定したいというふうに考えておりま

す。

２点、説明資料の２ページ （１）○中野委員 、

の②口蹄疫からの再生・経済復興、私は口蹄疫

からの再生・復興というのはしっかりせんとい

かんと思うんです。それで、県のほうも今、再

生・復興工程表というのをつくっていますね。

復興と復旧が東北大震災でいろいろ議論があっ

たけど、本当に復旧、復興ちゃんとせんといか

んと思うんですけど、計画の中身を見ると、復

興財源をふやすような感じで、何でというよう

なのが復興財源に入っておるわけね。農政であ

れば、西都に野菜加工施設を経済連がつくりま

したね。これなんか口蹄疫が発生する前からつ

くり出しておるわけです。その国の補助金を口

蹄疫復興財源か何かに入れておるわけです。そ

れと今、林務で出ている県単治山事業、県単林

道事業、口蹄疫関係で何でこんなのが関係ある

のかなと思うんだけど、復興、復旧と考えた場

合。別にここに入れんでも、ほかの治山事業と

かに入るのを、わざわざ口蹄疫のところに持っ

ていっているのか。口蹄疫の復興財源を膨らま

そうとしているのか。この事業が何で口蹄疫の

再生関係に入るのか、ちょっと説明してくださ

い。

２ページの県単治山事業で○森自然環境課長

ございます。臨時県単治山事業として実施する

ものでございまして、委員おっしゃるように、

口蹄疫の復興地域とは関係ないところで実施す
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るというようなことになっておりますが、県内

５カ所で事業費8,300万円で実施するということ

になっております。ただ、これにつきましては

幅広い意味で経済復興していくということで、

雇用効果を期待しまして、経済の回っていくよ

うなことを考えまして、口蹄疫復興対策という

ことでお願いしているところでございます。

口蹄疫の再生・復興がなると、何○中野委員

か正確じゃないですね すべてがね もうちょっ、 。

。としっかり検証してやるべきだと思いますけど

それから説明資料の112ページ、林業公社、償

還金80年計画、いつもどうなっているのかなと

思うんですけど、計画ではまだ県から貸付金と

か一般会計から持ち出しせんといかん状況です

か。予定はどうなっておるか、貸付金も含めて

説明をお願いします。

林業公○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

社につきましては、存続を決定した後、平成19

年度に第３期経営計画を策定しまして、それに

基づきまして経営を実行しているわけですけれ

ども、多額の貸付金が経営を圧迫しているとい

う状況は、委員御指摘のとおりでございます。

今のところ、日本政策金融公庫の借り入れが60

億2,500万ほど、それから市中銀行（宮銀ほか）

が67億8,000万ほどありまして、外部資金が128

億入ってございます。片や、それを県の無利子

の貸し付けということで補っておるわけですけ

れども、それの残高が平成22年度末で211億と

なってございます。林業公社につきましては、

他県に先駆けて主伐が開始されておるわけです

けれども、まだまだ償還するということになら

ないということで、外部資金の償還につきまし

て、県の貸付金で肩がわりしながら償還に充て

ているというような実態でございます。

私が聞きたいのは、何年か前に80○中野委員

年計画をつくったでしょう。その中で県から貸

付金なりが計画どおりいっているか。県の貸付

金、無利子貸し付け、そういうのが減っている

かふえているか。要は県の持ち出しがどうなっ

ているかというのを聞きたいわけ。そこだけで

いい。

現在の○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

ところ、先ほどの予算の説明でもありましたよ

うに、11億ほど本年度も貸し付けまして、漸次

償還に伴いまして県の貸し付けは減ることには

なってございますけれども、平成66年までは県

の貸し付けはまだふえるというような格好に

なっております。

私が聞きたいのは、あの計画どお○中野委員

りいって、県の貸付金が予定よりかふえている

か減っているかだけ、イエスかノーでもいい。

よざんなことを答えんでいい。

19年度○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

に立てました計画からいきますと、計画どおり

貸し付けをしております。

計画どおりということでいいわけ○中野委員

ですね。

現在の○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

ところは計画どおりでございます。

貸し付けがふえておるという話が○中野委員

あるが、そういうことはないですね。

現在の○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

ところは、第３期経営計画、19年度に立てた計

画どおりの貸し付けを実行しているということ

でございます。

先ほどの口蹄疫からの復○山内環境森林課長

興の関係で補足をさせていただきたいと思いま

す。ここに計上した理由としましては、この資

金、口蹄疫復興対策基金を活用しての公共事業

でございます。以上であります。
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６ページ、桜とカシで坪１本ぐら○坂口委員

いの検討になりますよね 4,000本 1.3ヘクター。 、

ル。

復興祈○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

念の森につきましては1.3ヘクタールで4,000本

ということで、広葉樹でございますので、ヘク

タール当たりに直しますと約3,000本という形で

植える計画でございます。

坪１本の検討でいいわけですね。○坂口委員

坪１本の検討でいって、将来的には地域との触

れ合いとか何らかの公的な場として地域で生か

したいという目標は持たれている。当然またそ

、 、れじゃないといかん思うんですけど 一つには

、 、 、 、坪１本で 将来 10年後 20年後を見たときは

それこそ有害鳥獣の生息の場とか病害虫の生息

の場以外の何ものでもない思うんです。カシと

桜。桜は将来枯れていくと思うんです。管理を

しなかった場合ですよ。何十年という管理費を

見込んでいってこの計画を組まないと、植えま

した、さあ後はどうしましょう、地元に任せま

すでは、地元が果たしてそれを生かし切るのか

どうかというのが一つ心配です。

それと、400万で4,000本となると１本1,000円

ですよね。民間が木を植えるときの経費にした

ら10倍ぐらいの経費がついています。膨大な経

費。しかも苗木はただでしょう。植える人はボ

ランティアでしょう。書いてあるのは看板が１

基、式典があるから式典経費が幾らか要る思う

んですけど、積み上げた内容、その積み上げは

どんなことでの400万を見込まれているのか。

６ペー○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

ジの資料にございますように、予算額は400万円

ということで高く思えるんですけれども、先ほ

どもちょっと現状の説明を申し上げましたとき

に、竹林となって竹が進入しているということ

で、その地ごしらえにちょっと経費がかかると

いうことで、それに100万ほど余計にかかること

を見込んでおります。それと、県民ボランティ

ア等も募集しますので、そういう募集経費だと

か植樹用の道具等、それからボランティアある

いは住民の方を運ぶバスの借り上げとかに経費

がかかっております。それと、復興祈念の森と

いうことで、看板の設置とかも30数万見ており

まして、きちんと残る形で実行したいと思って

おります。それと苗木の経費につきましては、

この400万には実は含まれておりません。

これは寄附行為だから入らないで○坂口委員

。 。しょう 苗木は寄附だから入らないわけですよ

だから、ただでもらって400万というのは民間

じゃ考えられない経費ですよということです。

そして例えば、400万を竹林の竹の伐採とか伐

根のためにかかるというんですけど、竹の根と

いうのはどんどん光を目指して地下を進んでく

るから、毎年水際作戦が要りますよね、竹の根

を進入させない。竹なんて２～３年したらまた

、 、もとの状態に返りますよ これだけの竹山だと

造成しても。だから、管理を考えないと絶対だ

めだと思うんです。

それから、ＮＰＯから木をもらうのはすごく

いいことみたいだけど、今、川南は口蹄疫でさ

らに元気がなくなるんですけど、あそこは苗木

生産者がたくさんいる町でもあるんです。そこ

が植樹用の苗をいっぱい持っている。寄附して

でもいいからそれを何とか処理したい、管理だ

けで大変だという状況なんです。そういう成木

を持ってきて、みんなで木を出し合ったり、そ

。ういう知恵が出せなかったのかということです

ＮＰＯからじゃないといけなかったのかという

ことです。ちょっとうがった見方すれば、ＮＰ

Ｏの今年度の実績づくりのために、宮崎県でこ
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れだけ喜ばれましたということで、本当に喜ぶ

。のはＮＰＯじゃないかなという気がしてですね

、 。もうちょっとこれ工夫できないか 今からでも

本当に地元の協力で。苗木屋さんは今、金かけ

て木を倒しているわけですから、畑に戻すため

に。口蹄疫から復興と考えるのなら、地域に400

万が生かせる形を、せっかく400万という金を持

ち出すならですね。今からでも一考できないか

という気がするんです。これはお願いで終わっ

ておきます。

苗木の○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

確保を「プレゼントツリー」制度で活用すると

いうことを申し上げましたけれども、これは全

国からインターネットを通じて苗木代を寄附金

、という形で募集するというものでございまして

実際は地元のほうに苗木と維持管理費も含めて

現金が寄附されるということになっております

ので、その制度をうまく活用して全国からの支

援を受けたいと考えております。

プレゼントツリーにかかわるＮＰ○坂口委員

Ｏ団体があって、そこが仲介してくれるという

のじゃなくて、県が義援金集めて、それを苗木

代として払うということですか。

ＮＰＯ○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

が募ることは間違いないんですけれども、ＮＰ

Ｏと地元の川南町が協定を結んだ形で支援金が

入る、そして川南町がそれをどういうぐあいに

使うかという形で利用できるというふうに伺っ

ております。

苗木は町の判断で購入できるとい○坂口委員

うことですか。それならなおさら修正しやすい

と思うんです。坪１本といったら大変な本数で

すよ。５年もたたないうちに、広葉樹とか桜な

んていうのは間伐やっていかなきゃだめです。

桜なんか特に枯れていきます。そういうことを

見据えて、地域で困っている苗木屋さんの苗を

買ってあげて、4,000本も植えなくても1,000本

。 。でもいいじゃないですか 義援金が集まるなら

義援金だから、400万と今限られているけど、こ

の中に入らないところで、上限ないわけでしょ

う。集まった金を使えるわけでしょう。計画的

に何カ年かでやってもいいし、思ったとおり集

。まれば１年間で購入してもいいじゃないですか

苗木は川南町が買えるのなら。そういうことを

ぜひ努力していただきたいということです。で

ないと後の管理が大変だということです。4,000

本と書いてあるから、常識的には、１年木が２

年木の小さい苗を4,000本、1.3ヘクタールに植

えるんじゃないかという心配したからです。管

理が必ず、来年から下刈りだ何だしないとだめ

だ。特に竹がそれだけあった場所なら必ず１～

２年で進入してくるという心配があったから。

これはもうここで終わりましょう。要望にとめ

ておきます。

次は鳥インフルエンザ 12ページです ちょっ、 。

と教えていただきたいんですけど、幾つかやら

れましたよね、届け出のあった野鳥なんか。現

在のところ野外感染はどんな状況なんですか。

死亡野鳥のチェックだと思○森自然環境課長

うんですけれども、昨年の10月28日から死亡野

鳥回収を始めておりまして、昨年度末まで、３

月31日までに421件で531羽回収しております。

それから 今年になりまして４月１日から６月20、

日までのデータでございますけれども 70件の78、

。 、羽というような状況になっております 最近は

６月１日からは全国的にレベル１に落ちており

まして、回収については主要な鳥のみというこ

とになっておりますので、回収の件数がぐっと

減ってきているような状況でございます。以上

です。
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、○坂口委員 感染状況というのはどんなですか

実際感染しているしてないというのは。

本県で野鳥の感染が見られ○森自然環境課長

ましたのは、昨年度で７件発生しました。家禽

では13件ということになっておりますけど、野

鳥では７件ということでございます。

現在のところどういう状況にある○坂口委員

かというのは、どんなぐあいに推測すればいい

ですか、野外での感染状況。

この回収したものにつきま○森自然環境課長

しては、すべて家畜保健所のほうで感染状況を

確認していただいておりますけれども、今のと

ころすべて陰性になっております。

ありがとうございました。○坂口委員

次に14ページ、これを最後にしますけど、水

を貯え、災害に強い森林づくりです。これは必

要でいいことだと思うんです。中身なんですけ

れども、事業内容の①の広葉樹造林、放置森林

に広葉樹造林を行うと。場所は適地と言わざる

を得んなということ。それから次の人工林から

天然林転換、広葉樹を残すことでとか、伐採後

の裸地化による保全の低下とか、こういったと

ころがあるんですけど、場所はそこが優先され

るとして、樹種、どういった樹木をどういう観

点から選定していかれるのかということを教え

ていただきたい。

今御質問のございました○佐藤森林経営課長

広葉樹への転換につきましては、先ほど申し上

げましたように、既に生えている木を残すとい

うことで、樹種につきましてはシイ、カシ等が

主になってくると思われます。今、現実を見ま

すと、例えば山を１ヘクタール買いました業者

さんが、出してもそんなにもうかるはずはない

んですけれども 全部切ってしまって丸裸になっ、

ているというのもあるものですから、そこ辺は

カシ等を中心に残していきたいということで考

えております。

それから４番の水土保全の森林づくりですけ

れども、先ほど説明がまずかったかもしれませ

んけど、事業内容の（４）の①のアにつきまし

ては広葉樹ということになっておるんですけれ

ども、広葉樹は、先ほど復興祈念の森の話もご

ざいましたが、手入れも大変だということで、

広葉樹だけでは理解が得られないということも

ございまして、今回新たに④のところで、それ

以外の針葉樹等につきましても選択肢を広げる

ような形でやっていこうということで、④は主

に杉、ヒノキ等になると考えております。

現実的にはなかなか難しいのかな○坂口委員

と思うんですけれども、こういったように目的

を持って、水を蓄えるとか、災害に強い土砂の

流出を防止させるという目的を前面に出した森

林整備というのは、おのずと場所と樹種が特定

されるべきだと思うんです。この場所は水源を

涵養するために、下にダムとか水源があるから

とか、地下水を絶対ここで蓄えなきゃだめなん

だとかいう目的を持つ。水を蓄えて何のための

水か、それは暮らしのための水であり、安全の

ための水です。水が多い時期には少なく、少な

い時期には多く、水を公的に貢献してくれる森

をつくるという一つの大きい目標がなければだ

めだと思うんです。

宮崎の場合は、夏場になるだけ水を蓄えて冬

場に水を出してくれる。となると落葉樹になっ

てくると思うんです。夏は水を蓄えるわけです

から、ブナみたいなものです。１本で６トンも

蓄えると言われます 冬場に蓄えたものを 葉っ。 、

ぱを落として今度は逆に水を出していく、地中

にですね。そういったものをずっと詰めていっ

て公有化を図るべきだと思うんです。
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理解が得られないから、本当は広葉樹なんだ

けれども、針葉樹なんですよ、杉なんですよ、

。 。ヒノキなんですよ やっぱりもとに戻りますよ

将来は杉のために間伐をしなきゃだめですよ、

広葉樹を切っていきますよ、混交林にしていて

も。だから、地道にでもいいから、まずは山全

体の、将来どうあるべきか、年間にどれだけ経

済林として宮崎は山に杉なりヒノキをストック

すべきなのか。余剰した面積がどれだけあるの

か、余剰した面積を税金で管理していくとした

ら、納税者に何を還元するのか。安全ですよ、

災害からの防止ですよ、水をしっかり蓄えさせ

ますよ、感動するようなきれいな景観をちゃん

と保全していきますよという、納税者還元が何

があるか。そこを一番発揮させるためには、こ

こは水を蓄えさせる森として公有林化していこ

う、これは景観を楽しんでもらう森としてもみ

じを楽しむ、あるいは青葉を楽しむ。さらには

、 、そこに入って歩いて散策 森林浴なりを楽しむ

セラピー効果を楽しむ。そういった大きい構想

を立てなきゃこれはだめだと思うんです。毎年

毎年投入していっても同じことの繰り返し。投

入して成果が見られるところまでいけないと思

うんです。だから、そういった費用対効果とい

うものを一定のルールのもとで試算されて、公

有林化を図る。結果的には、森林アメニティと

言ってもいいと思うんですけど、本当に快適な

山を宮崎は抱えて、もっと喜ばれる形で税がそ

こに毎年投入できる。効果はこういうものがあ

りますというふうに、適地適木という一つの、

山に対してアメニティ的にとらえて計画を組ん

でいく必要があるんじゃないかと思うんです。

今までどれだけ山に、国土保全のためだ、災

害防止のためだ、水源涵養のためだと投資され

てきているかわからないけど、イタチごっこの

ような気がするんです。しっかり土地まで公的

、に確保して 時代の流れと逆行と思うんです―

。公的な土地を抱えていくなんていうのはですね

でも、山に関しては、言われるように、山はみ

んなのためなんですよ、中山間地対策はみんな

のためなんですよ、多目的機能を持っているん

ですよと一生懸命訴えられるけど、堂々と実践

されてみたらどうですかということです。それ

はそうだったでしょうというのを明かされたら

どうですかと思うんです。これは雲をつかむみ

たいな話かもわからないけど、何かそこらの考

えはないですか。地道にでもいいですよ、公有

化をしていこうという。

税事業を含めた全体の森○佐藤森林経営課長

、林の構想みたいなお話だと思うんですけれども

今お話の内容は十分理解しているつもりでござ

います。現実的にはなかなか難しい面もござい

ますが、ことしから、森林・林業再生プランの

関係もございまして森林全体のゾーニングを見

直すということになっております。その中で、

例えば、土壌の関係、路網の配置の関係等含め

て、本当に経済林としてやっていけるのかどう

か、それ以外の公的な役割が強いということを

導入部の中で検討することとしております。１

～２年で云々という話はなかなかできないんで

すけれども、長い目で、先ほどの公有化も森林

環境税のメニューにございますので、その辺を

含めて検討してまいりたいと考えております。

絶対それが必要だと思うんです。○坂口委員

理解もとれると思うんです。繰り返しになりま

すけど、道路の上のほうの山を、治山上あるい

は災害防止上必要だから、④ですか、やってい

くんだというようなことを言われる。でも、理

解が得られんから杉になるでしょうと言われる

ですよね。そういうところに杉の木を植えて、
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風で揺れれば危ない。それよりか、そこを買い

上げて 上に伸びないような 根をしっかり張っ、 、

てアンカー効果が出るような そこにアン―

カー工事を将来災害防止のために入れようと

思ったら、１つで何千万でしょう。そんなもの

より、背の伸びない灌木みたいなものを自然に

張りつけさせて、そこは自然のアンカーを据え

つけていく。草１本だって抜けないじゃないで

すか、根が入ったらなかなか。あれだけ植物の

アンカー効果はすごいですよね。山を少し買っ

て木を植えれば、場所によっては、正式な土木

工事でアンカーなんかをぼんぼん入れていくよ

りもぐんと安く、そして将来もずっと、そんな

の老朽化もしないです。金属なんていうのは老

朽化して何十年かしたら壊れますけど。そうい

うのを一回本格的に、行政だからいろんな知恵

も持っておられるし、いろんな情報だって幾ら

でも集まるでしょうしですね。遠過ぎるかもわ

からないけど、それの４～５年版というのは可

能だと思うんです。ぜひこれは検討していただ

きたい。以上です。

今おっしゃいましたとお○佐藤森林経営課長

り、例えばアンカー工法するところにでも、森

林を造成したほうが将来的にはずっと安いとは

思うんですけれども。先ほど公有化の話が出ま

、 、した 全部が全部ということじゃないんですが

集落上部の公有化というのは今までもやってお

りますし、その辺を含めた検討はぜひ必要だと

思っております。

それから、先ほどの押川委員の保留しており

。ましたところを今言ってもよろしいでしょうか

先ほど、水を貯えの森林はどんなところにやら

れているのかということでした。詳しい箇所表

まではないんですけれども、今までかなりの箇

所をやっておりまして、メニューにより異なり

ますけれども、児湯地域におきましてもかなり

の場所をやっているようです。市町村と森林組

合と絡んでいますので、その辺もし御要望があ

れば御案内できる箇所があるんじゃないかと

思っておりますので、また御相談いただきたい

と思っています。

環境管理課長にお尋ねしたいんで○新見委員

すけれども、資料の８ページ、新燃岳周辺の大

気環境測定局の設置についてですが、それと関

連して、歳出予算説明資料の117ページを見てみ

ますと、要するに測定局を小林保健所に設置す

るということなんですが、新燃岳の噴火の影響

をもっときちっと正確にはかるためには、もう

ちょっと場所の選定を考えたほうがよかったの

ではないかというふうに思いますが、小林保健

所に設置されるようになった経緯について教え

ていただきたいと思います。

新燃岳によります大気の○橋本環境管理課長

測定につきましては、現在のところ、南東の場

所になりますけれども、都城に都城高専局と都

城自排局という２つの常時監視測定局がござい

ます。それから東側、高原町には大気環境測定

車を噴火後常駐させております。新燃岳周辺の

風向きを見ますと、年間通じまして全方位的に

風が吹いているということでございまして、南

側のほうは鹿児島県でございますので、測定を

できないところは北側の小林、えびのというこ

とになるかと思います。どちらにも置けるのが

もちろん望ましいところでございますが、今回

は小林市のほうに設置することを考えたところ

でございます。

なお、もし必要でありましたら、臨時的に大

気測定車などによりまして測定できないところ

の測定も行うことを考えております。以上でご

ざいます。
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それは、さわやか号でしたかね。○新見委員

このさわやか号を委託するということでしたけ

ど、どこに委託されるんでしょうか。

さわやか号を高原町に常○橋本環境管理課長

駐させておりますので、これまでさわやか号に

よって行っておりました、それ以外の測定局の

ない地域での測定が行えなくなるということで

ございます したがいまして さわやか号でやっ。 、

ておりました測定につきましては 測定車を持っ、

ております民間の測定機関にお願いしたいと考

えております。

18ページのみやざきスギ震災復興○新見委員

支援事業についてですが、これは要するに、被

災県から要望があって宮崎県がそれに反応する

ような形の事業みたいですけれども、被災県の

要望の上げ方と、それに宮崎県が反応する、要

するにマッチングの状況がよくわからないもの

ですから、教えていただきたいと思います。ど

ういう形で要望が上がってくるのか。

この事業の○武田みやざきスギ活用推進室長

要望なんですけれど 今後 被災県の要望をとっ、 、

ていきたいと思っておりまして、その中で支援

の量とか決まっていくものと考えております。

被災県は、先ほど申しましたとおり太平洋側の

被災県を中心にということですけれど、宮崎と

、 、宮城県 宮宮というふうにやっておりますので

まずは宮城県のほうを優先してやっていきたい

と考えているところです。

今回は宮城県と宮崎県という間で○新見委員

すけれども、将来的に、ほかの被災県からの要

望等が上がってきたときは、またそれに別途対

応できる状況なんでしょうか。

予算の中で○武田みやざきスギ活用推進室長

対応できる場合は対応していきたいと考えてお

ります。まずは宮城県の要望を聞いてから、予

算の範囲内で余裕があれば、ほかの県も対応し

ていきたいと考えているところです。

今回の補正の75億8,700万の中で、○押川委員

肉付け予算として県単公共事業124％か125％だ

というふうに記憶しておりますけれども、環境

森林部でどのくらい県単公共の予算というもの

はあるんでしょうか。

環境森林部全体で、６月○山内環境森林課長

補正後で県単公共事業は７億3,855万2,000円で

あります。今回の補正はそのうちの２億4,352

万6,000円であります。

どの課あたりでできますか、予算○押川委員

のあれがわかりますか。

今回の補正では、林道と○山内環境森林課長

治山になりますので、課としましては自然環境

課と森林経営課でございます。

その中で、例えば128ページ、口蹄○押川委員

疫復興対策に伴う補正とかいうことで箇所数が

上げてあるんですが、箇所あたりについて、全

部とは言いませんけれども、主なところあたり

を述べていただくとわかるのかなという気がい

たしますので、なければ一覧表を後でもまた出

していただければありがたいと思います。２億

幾らかの金額の箇所がわかるのと事業の一覧表

をください。

箇所表をお出ししたほうが○森自然環境課長

よろしいですか。今、わかりますけれども。

一覧表ができたら。○押川委員

わかりました。後で御報告○森自然環境課長

します。

先ほどの新見先生のお話を○二見副委員長

伺っていて、18ページのみやざきスギ震災復興

支援事業についてですけれども、これはどこの

学校にお送りするかということはまだ決まって

。いらっしゃらないということでよろしいですか
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要望自体は○武田みやざきスギ活用推進室長

今後とろうかと思っておりますけれど、現在の

ところ、先ほど申しました山元町の小学校に230

組送るような話が要望として上がってきており

ます。

この1,000組に対して280組が○二見副委員長

今決まっているということで、今後そういう要

望が出てきたときに、いす、机を順次送ってい

くというような形になるんですか。

今のとこ○武田みやざきスギ活用推進室長

ろ230組、山元町のほうから要望がありまして、

二見副委員長がおっしゃったとおり、要望が来

。た段階で順次送っていきたいと思っております

最後に、この230組は、向こう○二見副委員長

にすぐ届けられるような現状にあるのか、そこ

。のところの工程についてお伺いしたいんですが

現在、230組○武田みやざきスギ活用推進室長

について製作中ということで、７月に入ってか

らになるかと思いますけれど、でき上がること

になっております。その後、山元町のほうと調

整いたしまして向こうのほうに持っていきたい

と考えているところです。

地元の林業関係、何人か人を使っ○岩下委員

て伐採事業をされているんですけれども、いろ

んな事業の中で、入札関係にすると、宮崎県内

ではなくて東北地方のほうから、他県から入札

に加わって勝負をしなきゃならんという声を聞

いていて、できれば県の事業関係では地元の業

者に何とかさせてほしいという声を聞いている

ものですから、他県の業者に依頼するというの

はあるんでしょうか。

自然環境課が所管しており○森自然環境課長

ます保安林整備事業関係で、下刈りとか植栽、

伐採を発注する場合がありますけれども、すべ

て県内の指定業者にお願いしております。他県

の業者を入れるということはございません。

県が発注します関係は、○佐藤森林経営課長

今、自然環境課長が申したとおりでございます

けれども、一般に、この山を売りたいというこ

とで伐採の入札をかけるときには、純経済的な

。行為ですので県は関与できない面もございます

ひょっとしたらそういうところで県外の山買い

の方が入っているという状況かもしれません。

そこはうちのほうは把握しておりません。

結局は、民間の山を入札でいろい○岩下委員

ろやるということですかね。宮崎県の南部です

けれども、東北地方から入札でとって、とても

勝負にならんという状況がありますので、機会

がありましたら、地元活用という点で地元林業

者をお願いしたいというぐあいに、要望でお願

いします。

先ほどの林業公社の貸付○山内環境森林課長

金の件で少し補足をさせていただきたいと思い

ます。現在、平成19年度に経営計画を立てまし

て、委員おっしゃるように80年後と。ただ、そ

うは言いましても、経営計画自体は10年でとり

あえずつくっています。５年ごとに検証すると

いうことで計画しておりますけれども、最近、

非常に木材価格が低迷をしておりまして、貸付

金自体は計画どおり実施していただいているん

ですけれども、そのときに見込んだ収支が計画

どおりにいっていない状況であります。わかり

やすく言うと、回転資金、運転資金が少し厳し

いんじゃないかというような状況、可能性を危

惧しております。そういうことで、現在、その

経営計画自体は少し前倒して見直しをすべきで

はないかと考えております。以上です。

ほかにございませんか。○田口委員長

暫時休憩いたします。

午前11時56分休憩
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午後１時３分再開

ただいまより委員会を再開いた○田口委員長

します。

次に、報告事項に関する説明を求めます。

それでは、報告事項、常○山内環境森林課長

任委員会資料の21ページをお願いいたします。

まず、１の平成22年度宮崎県繰越明許費繰越計

算書についてであります。これは、平成22年度

の議会において承認をいただきました繰越事業

につきまして繰越額が確定いたしましたので、

今回報告を行うものであります。表の一番上の

環境管理課の大気保全事業、その下の自然環境

課の７つの事業、森林経営課９事業、22ページ

になりますが、上段の山村・木材振興課の２事

業の合わせて、合計の欄ですが、19事業、179カ

所、37億8,885万6,000円の繰越額となったとこ

ろであります。

続きまして、同じ22ページ中段の平成22年度

宮崎県事故繰越し繰越計算書についてでありま

す。環境森林課の県営林機能強化促進事業につ

きまして、新燃岳噴火により工事が中断し、事

故繰越しとなったもので、繰越額は１カ所

の3,485万2,000円であります。なお、本事業は

６月10日に完了しております。

繰越明許費及び事故繰越しの説明は以上であ

ります。

報告事項に関する執行部の説明○田口委員長

が終了いたしました。

報告事項についての質疑はございませんか。

、 、○坂口委員 まず説明からですけど 明許繰越

事故繰越し、１年、２年の違いというのが、そ

こらのところの使い分けになるのが現実かなと

思うんですけど、その定義の説明を。

繰越明許費、事故繰越し○山内環境森林課長

の定義でございますけれども、これは地方自治

法繰越明許費のところから引用しております。

まず基本的に単年度予算なので、歳出予算を翌

年度に使えるようにするためには、繰越明許費

というのは、あらかじめ承認を得て翌年度に繰

り越して使用することができるというのが繰越

明許費であります。あらかじめ議会の承認を得

て翌年度に使うということです。それから事故

繰越しは、避けがたい事故のために年度内に支

出が終わらなかったもの、議会が開会中で提案

するいとまがなかったとか、それ以後に事故が

起こって年度内に支出が終わらないものを翌年

度に繰り越した場合は事故繰越し。ただ、事故

繰越しについては、一たん明許で繰り越したも

のを翌年度に繰り越す、さらに繰り越すという

ときにもやっぱり事故繰越しという表現をして

おります。以上です。

ほとんどが明許までで終わるのが○坂口委員

当たり前で、事故となると例外的で、やむを得

ない事情ということになるんでしょうけど、テ

クニック的に使われる。それはそれでいたし方

ないかなと思うんです。

問題は、入札制度が変わって総合評価になっ

たということが一つあるんですけど、ここに現

場代理人を出しますよね。現場の担当というん

でしょうか技術者。その技術者の点数が総合評

価の中で評価されての入札になっていくじゃな

いですか。受注者側としては、最初これが予定

されて半年なり１年の工期の中で、うちの何点

持っているナンバー１を出してこう、ナンバー

２を出してこう。そしてこれが何月には工事が

終わるから、次の入札の際にこの社員を有効に

使おうという、一応経営上の計画があると思う

んです。そこで、明許なり事故なりで繰り越さ

れたときに、いたし方ない事情、発注者でも受
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注者の責任でもなくて、いたし方ない事情があ

るときに繰り越していくとなると、その点数持

ちの人が使えなくなる。例えば、その後予定し

ていた、何年何月にこの工事が終わって、その

次は入札に参加していって受注を目指そうとい

うときに、それがエントリーできないというこ

とが出てきますよね。特に明許繰越についてな

んですけれども、今年度予算をとって繰り越さ

ざるを得ないようなものについては 本来な―

ら予算１円でも欲しいですよ。でも、今までと

ちょっと違ってきたんだということを熟慮して

いかないと、誤算が出てくるんじゃないかとい

うのが一つ。

それから、だんだん公共事業とか、個人の権

利とか責任を問われることが厳しくなってきた

ときに、現場の安全管理というのが要ると思う

んです。この林道についてはことしの10月末ま

でに工事が終わりますとなって、それを来年の

、 、６月までに延ばしましたというときに その間

そこは片側通行ででも通さざるを得ない。そこ

で事故が起こったときに、明許繰越の中に安全

管理のための現場管理費というものがあえて契

約変更で相手方に支払われるなら、ここには防

、 、護フェンスを置きなさい 人を張りつけなさい

どうしなさい、そして公衆災害を防止しなさい

というような指示書が切られてお金が支払われ

ていくならまだしもだ思うんです。ただ、工期

が延ばされました。事故があったらだれの責任

か、発注者側なのか受注者側なのかということ

もあいまい。まして、そこで１人現場代理人が

塩漬けにされて、次のときに 高い給料出し―

て、自分ところで教育をして、いい点数を持っ

ているんです。80点、85点、90点というような

点数を取れるようなのを塩漬けしておかざるを

得ないということで、今、とにかく競争の激化

で経費が出ない中でなかなか大変だと思うんで

す。だから、ここらに対して、本当にあるべき

繰り越し、いたし方ないもののみを繰り越して

いるという姿勢での発注に努められているかど

うかというのが気になるんですけど、そこらは

感覚的に変わりましたか。

委員おっしゃるように、総○森自然環境課長

合評価落札方式になりまして、企業の技術力、

、 、それから現場代理人の技術力 高く評価されて

それが入札に反映されるという評価になってま

いりまして、我々としても、技術者はできるだ

け早く現場から離れて次の現場に行くというこ

とが、企業努力として十分重要なことだと認識

しております。先ほどおっしゃったように、林

道事業にしても治山事業についても、安易な繰

り越しはしないという前提で繰り越しをさせて

いただいています。具体的には、治山事業の中

では、工法の検討に要するというふうに書いて

おりますけれども、地すべり、山腹崩壊等々が

あるところは地質がもろいものですから、そこ

に治山施設を入れる、床堀りをする。やってみ

ると地質が軟弱で置き換えをしなければいけな

いとか、どうしても手間取り、それから工法の

検討等々に時間を要しているというのが現状で

ございます。

それから県単事業につきましては、１月、２

月の経済緊急対策のもので、発注に当たっても

当初から工期が不足しているようなものもござ

います。ただ、現在、６月末の進捗で箇所ベー

スでは37％が完了しておりますので、なるべく

早く前倒しで完了させていきたいと思っており

ます。

それから安全対策費の面についても、これは

業者の方とも十分相談しなきゃいけない部分で

すけれども、予算が限られて繰越額というのが
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限られていますので、その中で泳ぐしかないと

いうことですけれども、できるだけその辺につ

いても今後検討していきたいと思っています。

特に林務の場合は、切ってみてそ○坂口委員

の地質なりを見て、それから設計をさらにやっ

ていくという、県土整備部の工事と違った性格

だから、繰り越しなんか工法の検討で出てくる

と。その中で37％と言われたですか、それは努

力されている数字と理解すべきかなと思うんで

す。

その後の安全管理ですけど、一たん工事が始

まる、看板を立てて現場事務所を置いて。今度

は完成するまで受注者側は責任が出てくるわけ

です。その間の安全管理は、間違いなく受注者

側で、労働災害だろうと公衆災害だろうと責任

を問われると思うんです。そこで、工法の検討

なりいろんな調整事なり、発注者側の責任にお

いて工事をとめて、一たん工事を休んでくれな

いかということになる。次にまた工事を進めて

くれという指示を出すまでの間が、１週間、10

日、あるいは数カ月に及ぶ場合もあるわけです

けど、ここで安全管理のためのものという経費

が現場で間違いなく要っているということと、

それから代理人のように、先ほどのように人件

費が大きく要っているということ。こういうも

のはとめた側の責任でしっかり責任持ちなさい

よということでの契約は、約束事はちゃんと基

本になっていると思うんです。それが共通歩掛

かり、標準歩掛かりの中にちゃんとうたわれて

いて、発注者側の都合によって工事を一時中止

するときは、一時中止の指示書を出して、その

間、最低限必要な現場管理のための指示をしな

さい。だから代理人は要らないよ、機械は持っ

ていっていいよ、何はどうやっていいよという

のを、一たん指示しなきゃだめになっているん

です。それを撤去したりするための経費も設計

変更しなさいとなっているわけです。何月何日

から現場に入ってくれ、機械を持ってくる、人

を張りつける 場合によってはクローラークレー、

ンなんていうのは分解、組み立てまでやらんな

らん。そのための経費もしっかり支払いしなさ

、 。いというのが これはバイブルにあるわけです

共通歩掛書の中の第10章か11章にあります。そ

ういったものが、さっき言われたように１つの

事業費の中でじゃないと設計変更できないから

という理屈は合わないと思うんです。そこの経

費はしっかり出せると思うんです またそういっ。

たものを出していかないと、さっき言いました

ようにぎりぎりの勝負をやっているんです。工

期が１日でも延びたら、その分は経費からとて

もじゃないけど捻出できないような受注の仕方

をやっているんです。そこが違ってきていると

いうのをぜひ頭に置いて、今の安全管理とか工

期の延伸というのと、あるべき姿での甲乙対等

の契約をやってほしい。それは僕は業者のため

に言っているんじゃないんです そういったしっ。

かりしたいい仕事をできる業者が、次の仕事も

いい仕事をやって、そして県民にいい公共資本

、 、を提供してほしいという 納税者の立場からも

正規の契約をしっかり担保してあげるべきだと

いう気がするものですから、ぜひここは一層心

がけてほしいということで これは要望で終わっ、

ておきます。

関連ですけど、前年度公共工事等○中野委員

で補正減の金額がわかれば。大体。

委員、申しわけないんで○山内環境森林課長

すけど、今すぐはわからないようです。

後で報告いただくようにいたし○田口委員長

まして、ほかに質疑ございますか。よろしいで

すか。
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次に、その他の報告事項に関する説明を求め

ます。

それでは、その他の報告○山内環境森林課長

、 、 、事項 まず 別途配付をしております１枚紙で

真ん中に「平成23年６月の大雨による山地等の

被害状況について」というペーパーを御用意い

ただきたいと思います。

６月７日以降の大雨によります山地等の被害

状況についてであります。今回の大雨では、６

月21日現在の取りまとめ状況でありますけれど

も、上の表の計の欄にありますように、９市町

村、34カ所、３億990万円の被害が発生しており

ます。その内訳は、表の区分の一番上、山地災

害が、日南市など５市町で、山腹崩壊などで24

カ所の２億2,550万円の被害が、また林道施設災

害では、小林市など４市町村において、林道の

り面の崩壊など８カ所、8,240万円の被害が発生

しております。今後は、まずは被害の早期把握

に努めてまいりたいと考えております。被害状

況につきましては以上であります。

続きまして、常任委員会資料23ページをお開

きいただきたいと思います 「みやざき県民の住。

みよい環境の保全等に関する条例」の一部改正

についてであります。

本条例は、現在、地球温暖化防止対策の推進

を図るため、一定量以上の温室効果ガスを排出

する事業者に対して 「温室効果ガスの排出抑制、

計画書」及び「状況報告書」の提出を義務づけ

ております。今回、より多くの事業者において

省エネ等の取り組みを進めていただくため、条

例の一部見直しを行うものであります。

（１）条例の改正の理由でありますが、１点

目といたしまして、①にありますように、本県

の温室効果ガスの排出量は、平成２年度と比較

して、平成20年度で約42％削減されております

が、ことし３月に策定いたしました宮崎県環境

計画では、平成32年度までに52％削減するとの

目標を掲げておりまして、この目標を達成する

ために取り組みの強化が必要であること。２点

目といたしまして、左側の図１にお示ししてお

りますように、本県の二酸化炭素総排出量のう

ち、産業部門46.8％、業務部門12.6％、運輸部

門のうちマイカーを含む排出量22.9％、そのう

ちマイカーは約10％と言われております。これ

らの合計である約７割が事業活動に伴うもので

あります。中でも、右側のほうの図２にお示し

しておりますように、基準年に比べて排出量の

増加が著しい業務部門や、減少傾向にあるもの

の、基準年に比べて依然として排出量がふえて

いる運輸部門に対して取り組みの強化が必要で

あると考えております。

、（ ） 、次に ２ の条例改正の方向性でありますが

対象事業者の拡大等、ごらんの４点を掲げてお

ります。これは５月の予算の関係で御説明をし

たところですので、省きます。

次に （３）の検討すべき主な課題であります、

が、①の対象となる事業者の基準、②の「計画

書」等の記載事項や公表内容、③の目標達成す

る手段として活用を認める環境価値の種類など

につきまして、具体的に検討しているところで

あります。

（４）の改正のスケジュールでありますが、

、去る３月に環境審議会に諮問をしますとともに

条例改正検討専門部会を設置したところであり

ます。ことし４月から６月にかけまして、関係

団体や事業者の皆様への概要説明や県内８会場

における事前説明会を開催し、御意見をいただ

いてきたところであります。

今後の予定でありますが、７月に専門部会で

の審議・検討を経た後、常任委員会への報告、
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その後パブリックコメント、環境審議会を経

て、11月の定例県議会で条例改正案を提出する

予定であります。

説明は以上であります。

続きま○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

して、常任委員会資料の25ページをお開きくだ

さい。２公の施設の指定管理者制度の第二期・

第三期指定についてでございます。

環境森林部では、４つの公の施設について指

定管理者制度を導入しておりますが、今年度で

現在の指定期間の３年を終了することから、引

き続き、４施設の指定管理者を募集することと

しております。

初めに環境森林課関係の３施設につきまして

御説明し、１施設を森林経営課から御説明いた

します。４施設ありますので、２つ目以降の施

設につきましては重複部分を省略させていただ

きますので、御了解いただきたいと思います。

まず （１）の宮崎県川南遊学の森についてで、

ございます。当施設は、川南町の北西部の村上

地区にあり、自然体験のできる森林23ヘクター

ルと林間歩道や展望施設、トイレ等で構成され

ております。

、 、まず ①の第一期の管理運営実績についての

ア指定管理業務の概要でありますが、子供たち

の森林環境教育の実践の場を提供することを目

的としております。第一期の指定管理者は、社

団法人宮崎県緑化推進機構であります。

イの施設利用状況につきましては、表の中ほ

ど、平成21年度の利用者は前年度を上回りまし

たが、22年度は、口蹄疫の影響から主催事業の

回数が減り、前年の３分の２まで減少しており

ます。

ウの施設収支状況につきましては、収入は指

定管理料のみで、施設の管理運営及び研修経費

に充当しております。

次に、エの管理運営状況であります。指定管

理者制度を初めて導入し、参加者へのアンケー

トはもとより、マスコミによる広報や、指定管

理者が事務局であるボランティア協議会を通じ

て各団体へチラシ配布するなど、利用者の利便

性やサービス向上、利用者の増に取り組んでお

ります。

オの評価でありますが、昨年度は口蹄疫の影

響等に伴い参加者数が減少しておりますが、ア

ンケート調査に基づく県民ニーズに対応した講

座内容などの対応により、利用者満足度調査に

おいて良好な評価を得るとともに、参加者の安

全確保等の管理運営がなされております。

次に、26ページをごらんください。②の第二

期の募集要領（案）についてであります。アの

、業務の範囲等は第一期と変更はございませんが

施設の利用及び維持保全に関する業務と森林環

境教育の実践に関する業務であります。

イの指定期間につきましては、第一期と同じ

く３年間で、ほかの３施設も同じであります。

ウの基準価格につきましては年額610万4,000

円とし、第一期の基準価格や管理運営費の実績

等を踏まえて積算しております。

エの利用料金につきましては、施設の利用料

。を徴収しておりませんので設定しておりません

オの募集につきましては、７月８日から９月

９日までを募集期間とし 県の公報やホームペー、

ジ、新聞等を利用して広報するとともに、応募

予定者には現地での募集説明会等を予定してお

ります。

カの応募資格につきましては、第一期と同様

に、県内に事業所等を有し、一番下の丸にあり

ます、当該施設の管理運営業務仕様書に掲げる

免許等を有するなど、契約を着実に履行できる
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能力を有する団体であること等を要件としてお

ります。

次に、27ページをお開きください。キの選定

に当たりましては、括弧にありますように、ほ

かの３施設も含め施設の事業目的や内容が類似

しておりますことから、効率的な運営を図るた

め、部内で１つの選定委員会を設置しておりま

。 、 、す 選定方法は １番目の丸にありますように

事務局による書類審査（一次審査）の後、選定

委員会において応募者に対するヒアリングを実

施し最終審査を行います。選定委員会は、２番

目の丸の表にありますように、遠山税理士を委

員長として、外部委員３名、部内委員２名の５

名構成となっております。

クの選定基準・審査項目・配点につきまして

は、左の表の欄にあります「住民の平等な利用

の確保」など５つの選定基準ごとに、右の「施

」 、設の管理運営の基本方針 等の審査項目を設け

右端の欄の配点に基づき評価することとしてお

ります。今回、行政経営課の指導に基づきまし

て、新たな審査項目として、中ほどの「経費の

縮減等」の２段目「業務遂行のための適切な経

費の積算」を追加し、過度な人件費抑制等によ

る過当競争に偏らないよう審査対象に加えてお

ります また 下の欄外にありますように サー。 、 、

ビスの質や適正な管理運営を確保するため、前

期と同様、採点の最低基準点を設定しておりま

す。

。 、28ページをごらんください ケのリスク管理

責任分担につきましては 「消耗品の購入」など、

の項目ごとに県と指定管理者の負担区分をあら

かじめ明確化しております。

最後に、③のスケジュールについてでありま

。 、す ６月８日に第１回目の選定委員会を開催し

第二期の募集要領等の検討を行っております。

今後の予定としましては、２カ月間の募集期間

の後、応募者から提出された書類の一次審査を

経て、10月上旬に第２回目の選定委員会を開催

し、応募者のヒアリングをもとに指定管理者候

補者を選定いたします。そして11月議会におい

、て指定管理者指定の議案を提出させていただき

議決後、指定管理者が指定されることになりま

す。その後、24年の３月までに業務の引き継ぎ

が行われ、４月１日付で第二期指定管理者と協

定を締結いたします。

、 。（ ）続きまして 29ページをお開きください ２

の宮崎県ひなもり台県民ふれあいの森について

であります。

、 、当施設は 小林市と高原町にまたがっており

県民ふれあいの森306ヘクタールとオートキャン

プ場４ヘクタールで構成されております。

、 、まず ①の第二期の管理運営実績についての

、 、ア指定管理業務の概要でありますが 当施設は

県民の森林レクリエーションなどの場を提供す

ることを目的としており、指定管理者は社団法

人宮崎県林業協会となっております。

イの施設利用状況につきましては、利用者は

平成21年度は過去最高となりましたが、22年度

は、口蹄疫などの影響から前年度の約75％まで

減少しております。

ウの施設収支状況でありますが、収入は、指

定管理料のほかオートキャンプ場の利用料金が

あり、施設の管理運営及び研修経費に充当して

おります。収支は、口蹄疫などの影響から減収

減益となった平成22年度を除き黒字となってお

ります。

次に、エの管理運営状況であります。施設利

用時間の延長や利用料金の値下げ インターネッ、

ト予約、主催事業の充実、利用者からの苦情へ

の的確な対応など、利用者の利便性やサービス
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向上、利用者増に取り組んでおります。

オの評価でありますが、施設利用時間の延長

や利用料金の値下げなど 利用者の利便性やサー、

ビスの向上に加え、主催事業の研修内容等の充

実を図った結果、利用者満足度調査において良

好な評価を得ております。また、オートキャン

プ場の利用料金収入につきましては、平成22年

度は新燃岳の影響により県の設定額に達しな

かったものの、平成21年度は、通年営業等の努

力により利用者数、利用料金収入とも過去最高

となっております。

次に、30ページをごらんください。②の第三

期募集要領（案）についてであります。川南遊

学の森とほぼ同じ内容でありますので、異なっ

ている部分についてのみ御説明いたします。

アの業務の範囲等の上から３番目の丸をごら

んください。森林・林業に関する知識習得や自

然との触れ合いのための研修に関する業務を行

うこととしております。

ウの基準価格につきましては年額2,717万円、

エの利用料金は年額1,849万円に設定しておりま

す。

カの応募資格の下から２番目の丸をごらんく

ださい。無料施設部分と有料のオートキャンプ

場を一体的並びに適切で安全に管理運営するた

めの総括責任者の常勤を条件にしております。

次に、31ページをお開きください。中ほどの

ク選定基準・審査項目・配点につきましては、

当施設が利用料金制を採用しておりますことか

ら、経費の縮減等の配点を多くしたところであ

ります。

、 。（ ）続きまして 33ページをお開きください ３

の諸県県有林共に学ぶ森についてであります。

当施設は、宮崎市高岡町にあり、多目的管理

棟、林道等で構成されております。

、 、まず ①の第二期の管理運営実績についての

ア指定管理業務の概要にありますように、森林

との触れ合いの場を提供することなどを目的と

しております。指定管理者は、社団法人宮崎県

林業協会となっております。

イの施設利用状況につきましては、参加者は

年々減少してきておりますが、制度導入前、平

成17年度の270名の約1.5倍以上を維持しており

ます。

ウの施設収支状況につきましては、ほとんど

指定管理料のみで、施設の管理運営及び研修経

費に充当しております。

次に、エの管理運営状況につきましては、主

催事業参加者へのアンケートの実施やホーム

ページのリニューアル、マスコミを活用したＰ

Ｒの強化や教育機関等へのチラシの配布など、

利用者の利便性やサービス向上、利用者増に取

り組んでおります。

オの評価につきましては、県民ニーズを取り

入れた研修の実施等により、満足度調査で良好

な評価が得られておりますが、各年度の収支決

算がマイナスとなっているため、業務内容の効

率化を図る必要がございます。

次に、34ページをごらんください。②の第三

期の募集要領（案）についてでありますが、ウ

の基準価格は年額234万3,000円となっておりま

す。

その他につきましては、さきの２施設とほぼ

同じ内容でありますので、省略させていただき

ます。

環境森林課からは以上であります。

続きまして、森林経営課○佐藤森林経営課長

が所管いたします、宮崎県林業技術センター内

にございます「森とのふれあい施設」について

御説明申し上げます。
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資料につきましては37ページをお願いしたい

と思います。当施設は、美郷町西郷区にありま

、す森林技術センター内に設置されておりまして

森の科学館、研修寮、森林植物園、体験の森等

で構成されておるところでございます。

まず、①の第二期の管理運営実績についてで

ありますけれども、アの指定管理業務の概要に

つきましては、当施設は、県民に対する林業に

関する知識及び技術の習得、並びに森との触れ

合いの場を提供すること等を目的としておりま

して、現在の指定管理者は社団法人宮崎県林業

協会となっております。

イの施設利用状況につきましては、全体とい

たしましてはほぼ横ばいですが、研修寮だけを

見ますと増加しております。

ウの施設収支状況でありますけれども 平成21、

年度及び22年度とも若干の赤字となっておりま

す。

エの管理運営状況につきましては、利用者の

利便性やサービス向上、主催研修や自主研修等

の内容充実、ホームページのリニューアル、積

極的な広報活動に取り組んでいるところでござ

います。

オの評価でございますけれども、主催研修の

実施回数を増加させており、自主研修プログラ

ムの充実なども図られていますことから、利用

者アンケートの結果から見ましても 「研修内容、

」 、がよい などと高い評価が得られておりまして

リピーターも多くなっているところでございま

す。

次に、38ページをごらんください。②の第三

期の募集要領（案）についてでございます。ア

の業務の範囲につきましては第二期と変更あり

、 、ませんけれども イの指定期間につきましては

来年度、24年度から27年度までの３カ年として

おります。

ウの基準価格でございますが、年額2,299

万3,000円であります。

エの利用料金でありますけれども、指定管理

者にインセンティブを与えますとともに、施設

の利用者をふやし、広く県民に開かれた施設と

するため、第三期から利用料金制度を導入した

。 、いと考えております 利用料金につきましては

「 」関係の条例であります 公の施設に関する条例

の改正に関する議会の議決を得て施行すること

が条件となっておりまして、募集につきまして

は、条件をつけた上で募集を行わせていただき

たいと思っております。

カの応募資格以下の募集要領の内容やスケ

ジュールにつきましては、先ほど説明がありま

した３施設とほぼ同じ内容となっておりますの

で、説明を省略させていただきます。

説明は以上でございます。

それでは、環境管理課か○橋本環境管理課長

ら３つの項目につきまして御報告させていただ

きます。

。常任委員会資料の41ページをお開きください

平成22年度「大気及び水質の測定結果」等につ

いてであります。

大気や水質等につきましては、法律に基づき

まして毎年計画的に測定を行っております。平

、 、成22年度の結果につきましては これまで同様

一部におきまして環境基準等を達成していない

地点や項目がございましたが、おおむね良好な

状況となっております。本日は、その中で環境

基準を達成していないものを中心に御説明した

いと思います。

まず （２）大気の測定結果についてでありま、

す。恐れ入りますが、44ページをお開きくださ

い。黒い四角のところが大気の測定局でござい
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ます。19カ所ございます。ここにおきまして大

気の測定を行っているところでございます。

また41ページに戻っていただきまして、表１

をごらんください。大気汚染常時監視につきま

しては、二酸化硫黄等主要項目はすべての測定

局において環境基準を達成しておりましたが、

光化学オキシダントにつきましては、すべての

測定局で基準を達成しておらず、また、浮遊粒

子状物質につきましても、新燃岳の噴火により

基準を超えた日がございました。なお、光化学

オキシダントにつきましては、中国等の大気汚

染の影響も考えられておりますが、明確な原因

はわかっておりません。

次に、42ページ （３）水質の測定結果につい、

てであります。①の公共用水域についてでござ

います。恐れ入ります、次は45ページをごらん

ください。白い丸がつけてございますが、これ

が水質の主な測定地点でございます また42ペー。

ジにお戻りいただきまして、表３をごらんくだ

さい。健康項目につきましては、砒素が土呂久

川等で環境基準を達成しておりませんでした。

これは土質に由来するものでございますが、こ

れらの水域につきましては、水の利用状況等か

ら人の健康への影響がないことが確認されてお

ります。また、生活環境項目では、ＢＯＤが沖

。田川下流等で基準を達成しておりませんでした

次に、②の地下水の測定結果についてであり

ます。次の43ページの表４をごらんください。

概況調査におきまして、２本の井戸で硝酸性窒

素が環境基準を達成しておりませんでした。ま

た、モニタリング調査におきましては、砒素等

について基準を達成していない地点がありまし

た。

次に （４）のダイオキシン類の調査結果につ、

いてであります。表５をごらんください。環境

調査及び発生源立入検査につきましては、すべ

ての地点や施設で基準を達成しておりました。

また、発生源自主検査におきましては、廃棄物

焼却炉１施設で基準を超えておりましたが、自

主改善後の測定により改善が確認されておりま

す。

今後も引き続き監視を行いますとともに、事

業場等への指導を適切に行うなど 良好な大気・、

水質の保全に努めてまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、資料の46ページをお開きくださ

い。口蹄疫に係る埋却地周辺の水質調査につい

てであります。

まず、右側47ページで調査の概要について御

説明いたします。図にありますとおり調査は２

つございます。上のほう、１の定期モニタリン

グ調査でありますが、地下水の状況を定期的に

把握するためのもので、定点井戸等で３カ月に

１回程度、ｐＨや臭気などについて調査を行い

ます。また、下の２の水質異常時の詳細調査に

つきましては、モニタリング調査において異常

があった場合などに原因や異常の範囲等を把握

するためのもので、異常発生井戸及び周辺井戸

等を対象とし、検査の項目や回数をふやして行

います。

46ページにお戻りいただきまして、現在の調

査の状況についてでございます （１）のモニタ。

リング調査につきましては、現在、293地点にお

きまして実施しておりますが、より的確に地下

水の状況を把握するため、地点や回数につきま

しては状況に応じて見直しを行っているところ

でございます。

次に （２）の詳細調査につきましては、表に、

ありますとおり、都農町と川南町におきまして

それぞれ１カ所、埋却地の影響と考えられるに
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おいなどが確認され、現在、調査を行っている

ところでございます。経緯・経過等の欄にあり

ますとおり、これまでの調査では、どちらも周

。 、辺井戸には異常は確認されておりません また

表の下、米印にありますように、この２カ所に

つきましては飲み水としては利用されておりま

せん。

なお （３）にありますとおり、周辺住民へは、

状況を説明いたしますとともに、井戸等でにお

いなどがあった場合はすぐに連絡をいただくよ

うお願いしているところでございます。

続きまして、海水浴場における放射能濃度の

調査についてでありますが、資料といたしまし

ては別紙として１枚紙を御用意しております。

そちらをごらんください。

福島第一原子力発電所の事故に伴いまして、

主な海水浴場14カ所におきまして、６月14日か

ら放射性のヨウ素やセシウムにつきまして濃度

の調査を行っております。調査結果につきまし

ては、表にありますとおり、これまでのところ

放射性物質は検出されておりません。また、資

料にはございませんが、表の下から４つ目、５

つ目、高鍋海水浴場、高松海水浴場につきまし

ては、６月21日に行いました調査の結果がけさ

ほど出たところでございまして、この２つの海

水浴場ともすべての項目について検出はされて

おりません。

なお、参考といたしまして、裏面のほうに調

査を行っております海水浴場の透明度や大腸菌

など水質調査の結果を載せております。すべて

の海水浴場におきまして最高ランクの水質ＡＡ

というふうに評価されているところでございま

す。

環境管理課からの説明は以上でございます。

乾しいたけ品評会○水垂山村・木材振興課長

等について御報告いたします。

。 、資料の48ページをお願いいたします 初めに

（１）の第56回宮崎県乾しいたけ品評会につい

てでございます。乾しいたけは山村地域におけ

る主要な作物でございまして、貴重な収入源で

あるとともに、中山間地域の振興に大きく貢献

してきております。このような中、乾しいたけ

生産者の生産意欲の高揚と品質の向上を図るこ

とを目的としまして、昭和31年から毎年品評会

を開催しております。本年度は、去る４月13日

、 。に箱物を ５月25日に袋物を審査いたしました

②の表にありますとおり、品評会には県内全

域から、箱物で171点、袋物で413点の合計584点

の出品があり、その中から優等など166点の入賞

品を決定し、さらに個人の部と団体の部につい

て特別賞を決定いたしました。

その結果、③の表にありますとおり、アの個

人の部では、農林水産大臣賞を１点、林野庁長

官賞を計６点、知事賞を２点それぞれ決定いた

しました。また、イの団体の部では、優勝は五

ヶ瀬町、準優勝は椎葉村、第３位諸塚村を決定

したところでございます。

右側上段の写真、④が上位入賞品、⑤が審査

会の状況でございます。

次に （２）の第２回宮崎県乾しいたけ生産者、

大会についてでございます。本大会は、生産技

術の向上を図ることを目的に昨年度から開催し

ております。本年度は９月２日に高千穂町で開

催することとしており、ただいま説明いたしま

した品評会の入賞品の展示や入賞者の表彰を初

め、記念講演や生産現場での研修会等を予定し

ております。

最後に （３）の本県におけるシイタケの生産、

状況等でございます。平成21年次の県内の乾し

いたけ生産量は614トンで、大分県に次いで全国
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第２位の生産量となっております。近年は、消

費者の食の安全・安心への関心の高まりなどか

ら、価格についても高値で推移してきておりま

す。

説明は以上でございます。

その他の報告事項に関する執行○田口委員長

部の説明が終了いたしました。

その他の報告事項についての質疑はございま

せんか。

その他の報告事項の件で御説明い○福田委員

ただきましたが、指定管理者制度の問題です。

もう定着した感があります。各部局とも同じよ

うな傾向を見るんですが、指定管理者になって

おられる企業、団体というのは県とのかかわり

合いの深い団体が多いということ、またそこに

県庁ＯＢ等もおられると思います。この指定管

理者の要件を満たす企業というのが県内にはそ

うたくさんいないと私は見るんですが、いろん

な項目ごとの指定管理者制度に応募された企業

数はどんなものでしょうか。ここに列挙されて

います業務の。

環境森○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

林部で管理しておりますのは４施設になります

けれども、この応募につきましては、今のとこ

ろ 第一期・二期につきましては１者だけとなっ、

ております。ひなもり台につきましては、第一

期の平成18年度の募集のときには２者応募が

あったということでございます。

当初から余り変わっていないと思○福田委員

うんです。指定管理者制度の公募制度というの

は見た目には非常にいいんですが、内容的には

外郭団体に近いものがやっておられる。しかし

これは、立派な仕事をすれば問題はないと考え

ておりますが、その指定管理者になられた団体

に県庁のＯＢはどれくらい、第二の就職と申し

ますか、在籍しておられるんでしょうか。

当該施○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

設の指定管理者が宮崎県林業協会と県の緑化推

進機構になります。林業協会のほうが、県のＯ

Ｂが常務と総務課長として２名おります。そし

て県の派遣職員として１名がおります。そして

県の緑化推進機構につきましては、県のＯＢ職

員が１名と県の派遣職員が１名ということに

なってございます。

実質は県庁の別働隊が指定管理者○福田委員

になる傾向で、仕事が立派であれば私は問題は

ないと考えるんです。しかし、公募制度をとる

以上、いつの時点かはそこに競合する応募者が

あらわれてくる。現時点では即業務を受ける体

制を持っている企業というのは県内にほぼあり

、 、ませんからないと思いますが そうなった場合

、 、外郭団体 県のかかわりの深い団体の経営にも

もし指定管理者を外れた場合は影響が出ると考

えるんですが、その辺はどう考えておられます

か。

それと、現時点において黒字が出ている業務

だけではないようでありますが、これを外れた

場合に当該団体の運営は問題ないのか、その辺

もちょっとお聞きしたい。

現時点○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

で、林業協会等がこの４施設のうちの３施設を

指定管理者として管理しておりますけれども、

指定管理者制度ということで、一定の競争性が

確保されてサービスの向上等につながったとい

うことは事実でございます。実際の運営につき

ましては、現在のところほぼ収支的にはとんと

んで推移している状況でございます。緑化推進

機構につきましても、同じように収支的にはほ

ぼとんとんということでいってございます。

林業協会の場合につきましては、３施設の指
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定管理料等を合計しますとかなりの事業費、金

額になりますので、全くとれないということに

なれば、かなり厳しい面も出てくる可能性はご

ざいますけれども、現在のところでの運営状況

では、利用料収入を含めて運営していっている

状況でございますので、何とかなっていく状況

もあるのかなと思っております。

緑化推進機構につきましては、緑の募金法に

基づく緑の募金の管理団体ということで、募金

事業のほうが4,000万というような事業でやって

ございますので、指定管理料の規模から申しま

すとさほど影響はないのではないかと思ってお

ります。

安心をいたしました。もし指定管○福田委員

理者制度等から外れますと、そこに雇用されて

いる皆さん方の職場も不安定になるわけであり

、 、ますから ぜひ立派な仕事をしてもらうように

特に県との関係の深い団体ばかりでございます

から、よろしく御指導をお願いしておきたいと

思います。

もう一つ、乾しいたけの品評会についての御

説明をいただきましたが、現在614トン、それで

ランキングの数字がひとり歩きするんですね。

大分県が１位で宮崎県が第２位というのはずっ

と過去同じでございます。しかし、私は何回か

お聞きしましたが、生産金額というのは激減を

しているんです。だから、614トンで、価格が回

復をしましたからかなり改善はしていると思い

ますが、販売金額では幾らあるんだということ

は資料に示してほしいと思うんです。中山間地

の重要な所得源には間違いありませんが、私ど

もが以前記憶しております数字からしますと非

常に小さい数字でありますから、やればやるよ

うに、自然食に対する見直しが出ているのは今

ですから、本腰を入れてやるということが必要

ではないかと考えますが、その辺の近況をお聞

きしたい。この数字から。

ここに示しており○水垂山村・木材振興課長

ますのは、平成21年次の生産量614トンでござい

ます。農水省の大臣官房統計部が整理した数字

がございますが、本県は、614トンに見合う産出

額が24億3,000万円という数字になっておりま

す。

ただいま委員のほうからありましたが、本県

では乾しいたけがメーンではございますけれど

も、乾しいたけ、生シイタケ、どちらも貴重な

収入源であるということから、重点的に生産拡

大等に取り組んでいるところでございます。

乾しいたけのピーク時からすると○福田委員

どれくらいの比率になるんでしょうか。

、○水垂山村・木材振興課長 生産量及び産出額

、手元にあるのは近年のものだけでございまして

もうしばらく時間をいただきたいと思います。

結構ですが。○福田委員

それと、乾と生の原木の比率。

乾しいたけはほと○水垂山村・木材振興課長

んど原木シイタケ、原木による栽培でございま

す。生シイタケはその９割が菌床栽培によるも

。 。のでございます 原木は１割しかございません

林務の仕事としては非常に大事な○福田委員

仕事でありますが、現時点では中山間地域の農

林家の減少と相まちまして、当時のような意気

込みがないと見るんです、関係者を見ていまし

て。ぜひもう一回、宮崎県にある貴重な、中山

間地域あるいは平場でもできますよね、原木栽

。 、 。培 原木の生シイタケ 菌床じゃありませんよ

原木の生に対する需要が非常に今多いようであ

りますから、宮崎県は特に広葉樹、シイタケに

使える生木の生産ができるところでありますか

ら、その辺もあわせて取り組みを強めてほしい
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なと。この数字を見て 販売金額で従前の恐―

らく10分の１ぐらいになっていると思いますが

考えるわけでありまして、要望しておきた―

いと思います。以上です。

乾しいたけの本県○水垂山村・木材振興課長

の生産量でございます。近年は4,000トン前後で

推移してございますが、昭和55年は1,983トン生

産していた時期がございます。

ちょっと教えてください。23ペー○中野委員

ジ 温室効果ガスの排出量41.8％とか 目標を32、 、

、 、年に52％とか設定されておりますけど 例えば

鳩山さんがさらなる25％削減、あれでかなり経

済界とか、排出権の売り買いの問題、新興国、

後進国の問題、いろいろ数字については出てい

るんですけど、41％は国の基準ですか、県独自

で決める話ですか。

この41％というのは宮崎○山内環境森林課長

県の数字でございます。国のほうは、言われて

おります25％削減、それに相当するのは本県で

は52％として目標を定めております。ただ、本

、県は全国と比べて特殊な動きをしておりまして

実は平成２年を基準年としているんですけれど

も、当時、旭化成が温室効果ガスをかなり大量

に排出しておりまして、その後、製造過程の変

更により大きく下がったんです。それで、平成

２年と比較するとこんなに大きい、国が25％な

のに何で52％なのかというような結果に実は

なっております。そうすると比較が非常にしに

くいんですけれども、現在既に41.8％下がって

。いますよというのがこの速報値の値であります

ですから、逆に言うと、41から50、約10％下げ

、ますという目標値を定めているんですけれども

国の25％に比較すれば というふうに考えて―

いただければ結構だと思います。

県で条例つくるというのは、例え○中野委員

。ば対象となる企業なんか国とダブらんとですか

別につくる必要がある 必要があるからつく―

るんだろうけど、国の省令とかとはどんげなる

わけですか。

委員おっしゃるのは、法○山内環境森林課長

律的には省エネ法というのがございまして、省

エネ法で県内の企業も報告をしている部分があ

ります。ただ、省エネ法は日本全体を一つのも

のとして見ております。旭化成を例にとります

と、宮崎に工場があり大分に工場がある。それ

は１つとして出ていく。そうすると宮崎県全体

の旭化成の量というのがわからないということ

になります。それで、本県内の排出量を報告し

ていただこうと思っております ただ 委員おっ。 、

しゃるように省エネ法とのダブり感がございま

すので、できるだけ簡便な方法というんでしょ

うか、どうしてもそこには一定の事務量は発生

をするんですけれども、そこをある程度軽減で

きるような方策を、事業者の意見も聞きながら

検討してまいりたいと考えております。

。○中野委員 ゆっくり聞かせてもらいますけど

１つだけ代表して 指定管理業務について 29、 、

、 、ページのひなもり これが一番大きいんですが

もともと指定管理者というのは、いかに公費削

減するかというのが一つの大きな目標。そして

削減していかにサービスをよくするかとか。ひ

なもりだけは ４～５年前かな 県の繰出金8,000、 、

万ぐらいだったと思うんです。これで見ると指

。定管理料というのが入っているじゃないですか

県が幾らここに運営するために支出しているの

か。県の繰入金とか全然出ていないから、そこ

辺説明してください。

委員の○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

御要望の施設の収支状況を見ていただきたいと

思うんですけれども、21年度で御説明いたしま
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すと、収入が4,758万円となってございます。こ

の内数ですが、指定管理料が2,644万2,000円、

これが県の支出として出ていく指定管理料にな

ります。うち利用料金とある2,094万円がオート

キャンプ場の利用料金の収入でございます。そ

れとイベント参加料というのが若干ございます

けれども、それを合わせて4,758万円というのが

収入ということで、その下に支出（ｂ）とござ

いますように、その収入全体でもってこの運営

に当たっていることになります。

県の手出しというのはこの差でい○中野委員

いわけですか。

繰り返○福満みやざきの森林づくり推進室長
も り

しになりますけれども、指定管理料となりま

す2,644万2,000円、これが県の手出しというこ

とになります。

23ページの関連ですけれども、先○押川委員

ほど中野委員からもあったんですが、３月に条

例改正の検討専門部会が設置されたということ

でありますけれども、どういった方々が入って

おられて、何人でしょうか。

専門部会の委員は６名で○山内環境森林課長

構成をされております。大学教授が２名、市町

村代表、行政としてお１人、団体・企業として

お２人、ＮＰＯからお１人の６名で構成をされ

ております。

そして、４月から概要説明、ある○押川委員

いは個別事業者への事前説明会ということで

入っていて、４月のときの資料でもあったんで

すが、現行の条例の対象となっている大規模工

場等の産業部門にあわせて、今回プラスという

ことで、コンビニエンスストアあたりの業務部

門、トラックやバスの運輸部門も入るというこ

とでありますけれども、こういった説明会をさ

れた中で、この６名の方々の役割と参加された

方々の現状の意見あたりがもしあれば、聞かせ

ていただくとありがたいと思います。

まず、説明会での御意見○山内環境森林課長

でございますけれども、先ほどちょっと御説明

したように 「国に報告しないといけないのに県、

にも報告しないといけないのか 、逆に言うと、」

「今の状況として協力しないというわけではな

、 」いんだけれども できるだけ軽減をしてほしい

という意見。それから、例えば、１つの指標、

温室効果ガスをどれぐらい出していますかとい

うことを最終的に報告を求めるわけですけれど

も 「主要エネルギーの量だけを出すと、それの、

推移を見ると、どれぐらい営業として活動が活

」発だとかどうだとか見る人が見ればわかるんだ

というような御意見もございまして、ここで課

題として掲げております、公表をどこまででき

るのかというのは大きな一つの課題かなという

ふうに思っております。そういう御意見をいた

だいております。それから専門部会の役割でご

ざいますけれども、そういう御意見をいただい

たものを全部集約して、専門部会、このケース

でいきますと１回ぐらいしか開かないようなイ

メージになってしまっておりますけれども、ま

ず、専門部会を開催するに当たりましては、今

申し上げたような御意見を全部まとめて事前に

御説明をして、できるだけ議論がその場で直で

きるように、効率的な専門部会の運営をしたい

と考えております。以上です。

そういう流れを受けて、このスケ○押川委員

ジュールで見ていきますと、７月の常任委員会

への報告ということになるわけでありますけれ

ども、閉会中の委員会に提出をする。現状、７

月までの分を出すということなんでしょうか。

、○山内環境森林課長 この検討すべき主な課題

対象となる事業者の基準、それから「計画書」
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「報告書」の記載事項、公表内容、環境価値の

種類等について、一定の素案というものをお示

しできたらと思っております。

説明資料の43ページです。環境管○坂口委員

理課長のところだったですね。ちょっと教えて

ほしいんですけど、一番上の表の調査の中で地

下水です。まず新たな地点の調査というので、

新たな地点を選定されますよね、どこをやろう

ということ。それはどういったことに基づいて

新たな調査地点を決められるのか。

この概況調査につきまし○橋本環境管理課長

ては、県内を５キロメートルのメッシュ、四角

に切り取りまして、その中で順番に、毎年地域

ごとに何カ所か選びましてやるという方法で

行っているところでございます。

特定の根拠がなくて順番的に、こ○坂口委員

れまでここをやったから、この次はここという

ようなぐあいにやっていかれる。まず場所はそ

れで新たな場所を決めていく。

。○橋本環境管理課長 そのとおりでございます

その中で、まずこの測定結果です○坂口委員

けど、81の場所で２本の井戸から硝酸性窒素と

亜硝酸性窒素が未達成だった、オーバーしてい

たということなんですが、場所はどこらになり

ますか。

これは都城市でございま○橋本環境管理課長

す。

都城は随分前に、都城盆地の亜硝○坂口委員

酸塩の改善事業を何年かやったことがあったと

思ったんです。その後それがどうなったか全く

把握していないんですけれども、あれがどうい

う事業だったのかというのと、新たにまたメッ

シュで、やっていなかったところから出てきた

のか、そこと重複したところに順番が行ってし

まっての今回の未達成なのか。そこはどんなに

なっていますか、広がっているのかどうか。

委員おっしゃる改善事業○橋本環境管理課長

というものについては私、よく承知しておりま

せんけれども、都城地域につきましては、委員

おっしゃいましたように、以前から硝酸性窒素

の濃度が高いということが言われております。

都城市等におきましても独自に調査を行ってい

るところでございますが、やはりその傾向は見

られるようでございます。ただ、その低減を図

るために、施肥などを適正に行うとか、畜産業

、におきましても排水等に注意を払っていただく

さらに、生活排水につきましても生活排水をき

ちんと処理をして排出していただく、このよう

、な取り組みを行っているところでございまして

まだそれらの結果はっきりしたものはなかなか

出ないところではございますが、大きく汚染が

広がっているような状況は見られないというこ

とでございます。

地域的に今までやっていなかった○坂口委員

ところで出たのか、それともまた新たにという

ところが一つ気になるというのと、あのころか

ら特に畜産環境対策とか、言われたように下水

道とか施肥のあり方、あるいは土地還元の堆肥

でも完熟をして発酵させて戻していく、生堆肥

を使わないということで、かなり改善策は講じ

られてきていると思うんです。その中で広がり

つつあるのかというのが気になるのが一つ。

それと 「汚染されましたよ 「大変ですね」、 」

。 、で終わっちゃもったいない思うんです だから

今後どうあるべきだというのに結びつくための

モニタリングであってほしいのと、変化がどう

なってきているのか、質とか量とか範囲とか。

都城盆地で亜硝酸塩あるいは硝酸塩の濃度が上

がってきているということで心配するのは、直

接的な被害で農作物への影響とかですよね。こ
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れが毛細管現象で下に沈んでいたものが上に移

動してきていないか。耕作する、実際物を植え

つける部分まで上がってくる心配はないのかと

か、そういったところまで見れるような調査で

あってほしい。責任の範囲を超えると思うんで

。 、す 農政水産部の範囲だと思うんですけれども

基礎調査ですから、そこらにつながるように、

メッシュ的にやられるんではなくて、追跡的に

やるところで、下のほうに追跡調査というのが

ありますけど、そこらが分析できるような、組

み立てる追跡であってほしい。

、○橋本環境管理課長 都城盆地につきましては

先ほど来、硝酸性窒素が高いということでござ

いますが、県の各担当部局とも連携しまして、

もちろん都城市、三股町なども入っております

が、硝酸性窒素削減対策を行っているところで

ございます。そこにおきましては、モニタリン

グ調査、井戸水の調査などをもとにいたしまし

て、どのような対策を講じていったらいいかと

いうことをそれぞれが話し合ってやっていると

ころでございまして、その中では、先ほど申し

ましたように施肥対策、生活排水対策などそれ

ぞれ行っているということでございます。その

中で、先ほど申しましたように、新たな汚染、

著しい汚染とかいったものは見られていないと

ころでございますので、それらの取り組みの効

果が少しずつは出てきているのではないかと考

えているところでございます。

その下の追跡のほう54カ所、この○坂口委員

４本の井戸というのは、この前説明があった土

呂久、日之影、五ヶ瀬、小丸、４本の川の６地

点この近辺なんですか。この４つの砒素という

のは。

４本の井戸で砒素が出た○橋本環境管理課長

のは、場所としましては、青島が３カ所、日向

市の日向製錬所の跡地で１カ所でございます。

モニタリングですから 変化があっ○坂口委員 、

てきているのかどうかですね。少しずつでも軽

減されていっているのか。これは永久的に汚染

が直らないような水平、あるいはまだ上昇して

いるのか。変化はどんななんですか。

変化につきましては、少○橋本環境管理課長

しお待ちいただけますでしょうか。

13本の井戸の揮発性は、具体的に○坂口委員

はどんなもの。

13本の井戸につきまして○橋本環境管理課長

は、旭化成、あとはクリーニング事業者さんの

近くの井戸などでございます。

これもやっぱり変化はまだわから○坂口委員

ないですね。

はい、こちらも変化を見○橋本環境管理課長

ているところでございます。

先ほど御質問いただきました砒素の経過でご

ざいますが、ほとんど変化はないということで

ございます。

、 、○中野委員 46ページ 埋却地周辺の水質検査

今から予備埋却地を確保するに当たっては、こ

の検査の結果は非常に影響すると思うんです。

、 、 、ここに 何カ所か検査して 臭気の異常を確認

そして臭気の異常を確認とありますけど、この

臭気というのは、埋却地から出てきた臭気と断

定できるわけですか。それと、この臭気という

のは 分析して何のにおいとか ただ鼻でにおっ、 、

て臭いとかいう話。

資料46ページの表の中に○橋本環境管理課長

書いております臭気でございますが、これは地

下水等のにおいでございます。埋却地の臭気な

、のかどうかはわからないところでございますが

私がかいでみたところでは、下水のにおいに似

たような、若干違うような気はいたします。そ
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。れっぽいにおいがしたということでございます

その成分につきましては、そこまでは分析でき

ておりませんのでわかりません。申しわけござ

いません。

それは非常に大事なこと。そのに○中野委員

おいが埋却地から100％来ているという確証がな

いと、前からあったかもわからん。化学的にに

おいというのは分析できんとですか。

においにつきましては、○橋本環境管理課長

感度がいいのは人間の鼻だと言われておりまし

て、分析機によって分析できるにおいというの

も、かなり激しくないと分析はできないという

ふうなことを言われております。

埋却地の関連についてでございますが、表の

左から２番目の欄にありますように、埋却地か

らかなり近いということと、ここには表記して

おりませんけれども、高低差がございまして、

埋却地が上にありまして、下に地下水があると

いうことで、周囲全体を見回したときに、原因

は埋却地であろうということが考えられたとい

うことでございます。周辺の方々からも聞き取

りなども行っておりますが、埋却する以前は全

くにおいはなかったということなども聞き取っ

ておりまして、そういった全体の情報から、か

なり原因は埋却地であろうというふうに考えて

いるところでございます。

かなり正確なところでせんと、今○中野委員

後の対策、埋却地確保にかなり影響してくるか

ら、１回、埋却地そのものを穴をほがしてにお

いがしておるかどうか確認すればいいですね。

今の課長の答えはかなり正確と思○坂口委員

うんです。というのが、においというのは、見

たとおり、犬は人間よりにおいに強いですね。

ゾウなんてもっと強いですね。山の中の塩まで

探し当てる。嗅覚細胞の数です。大体人間の嗅

覚細胞は けた違いだったらごめんなさ―

い、500ぐらいの基礎しか持たないんです、嗅覚

細胞の形を。その500をいろんなのを組み合わせ

ながら何のにおいと。それは頭の中に記憶と一

緒に残るんです。それがおっぱいのお母さんの

胸のにおいとか記憶が行くわけです。だから、

近くで「こんげなにおいは初めてじゃ」とか、

「もともとどぶのにおい、うちへんのどぶはこ

んげなにおいじゃない」というのは、かなり精

度は高いと考えていいと思うんです。メカニズ

ムから。だから、今言われたようにその精度を

高めるために、そこらの人たちのいろんな意見

を伺って狭めていかれたらいいと思うんです。

かなりなところに行き当たると思うんです。間

違っていたらごめんなさいだけど、人間の嗅覚

細胞というのはすごいんです。人間はその中で

一番劣っているんですけどね。課長、今のはか

なり責任持てる資料として出されていいと思う

んです。

同じ埋め方しておって、何で何カ○中野委員

所もやってここだけにおいが出るか。もともと

牛が腐れておったという話か。そこ辺もあるの

、 。で もうちょっとしっかりそこ辺を確認せんと

要望しておきます。

においは独特な記憶の仕方、だか○坂口委員

ら、においというのは人間に対しての影響力が

物すごく大きいと思うんです。有害、無害、あ

るいは貢献する。そのとき実際あった映像とと

、 、もに残すから物すごく強くて １回のにおいは

思い出せないまでも、これは経験のあるにおい

だとか、経験がない初めてのにおいだとか、こ

れをかいだ後は嫌な目に遭ったとかで逃げたり

とか、本当なんですよ。においに詳しい人がい

たら調べられたらいいと思うんですけど、嗅覚

細胞はそれぐらいすぐれてますから。しかも今
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言われるように今後重大な問題ですよ。農家が

今後畜産を続けるためには埋却地を確保しろで

しょう。それで売る、売らないという話につな

がっていくから、そこはしっかりしていって精

度を高める必要があると思うんです。多分、特

、 。定できるところまで行くと思うんです 臭いは

これらの箇所につきまし○橋本環境管理課長

ては、現在、詳細調査を行っておりますが、今

後も継続して行っていくこととしておりますの

で、その中でさまざまなデータを収集して今後

に生かしていきたいと考えております。

先ほどの中野委員の公共○山内環境森林課長

事業の２月補正における補正減の金額、補助公

共事業と県単公共事業合わせまして２億3,708

万7,000円の減額となっております。

それから、押川委員の午前中の県単公共事業

の一覧表でございますけれども、きょうは厳し

いようなので、申しわけないんですけど、後日

ということでお願いをしたいと思います。

先ほど坂口委員から御質○橋本環境管理課長

問をいただきました、43ページの表４のところ

でございます モニタリング調査のところで 13。 、

本の井戸で揮発性有機化合物が基準を超えたと

いうところでございますが、これの箇所につき

ましては旭化成等というふうに申し上げており

ます。旭化成につきましては改善傾向にあると

いうことでございます。以上でございます。

大気汚染常時環境測定局につ○二見副委員長

いてですけれども、先ほどの新燃岳周辺の測定

局とは全く別のものになるんですか。

先ほど御説明いたしまし○橋本環境管理課長

た新燃岳周辺の調査でございますが、まさにこ

れも利用しているところでございます。先ほど

説明の中で都城市に２局測定局があると申しま

したが、都城市につけておりますこれのことで

ございます。

ということは、これが次から○二見副委員長

は、小林のところに１カ所測定局が記載される

ことになるということですね。

はい、そのようになると○橋本環境管理課長

思います。

その他、ございませんか。○田口委員長

歳出予算説明書の中でちょっと教○押川委員

えてください。128ページ、○でありますが、治新

山施設機能回復事業ということで2,100万円、12

カ所、これをちょっと教えてください。

この治山施設機能回復事業○森自然環境課長

といいますのは、既存の治山施設、いわゆる治

山ダムとか……。

砂防堰堤も入るわけですか。○押川委員

砂防堰堤は私どもの所管で○森自然環境課長

はありませんけど、治山ダムの谷どめ工とか山

腹工とか、県営の治山施設を長年整備してきて

おります。例えばわきのがけが抜けたり、長年

の経緯によって落石防護さくが腐食していると

か、昨年、山地災害危険地区の調査を徹底的に

やりました。その結果を踏まえまして、今回、

この事業を提案させていただいて治山機能の強

化を図ろうと、いわゆる修復、あるいは軽微な

修理、手当てをしていこうというものでござい

ます。

全体で県内何カ所あるんでしょう○押川委員

か。この改修事業は別としても、皆さん方が管

。理されている施設は何カ所ぐらいあるんですか

去年、山地災害危険地区○森自然環境課長

を4,600カ所程度調べたと思うんですけれども、

そのうちの100カ所程度が該当しているというふ

うに把握しております。それは、すぐに手当て

をしなければいけないものから大から小までご

ざいますので、緊急性の高いものから順次修復
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していこうと思っております。

わかりました。急を要するところ○押川委員

から本年度から始めて、次年度以降も随時、そ

ういう危険なところがあればどんどんやってい

くということですね。

砂防堰堤は土木なんですか。

砂防と治山というふうに分○森自然環境課長

かれておりまして、県土整備部が所管している

のが砂防ダム、堰堤となっております。

ほかにございませんか。○田口委員長

それでは、以上をもって環境森林部を終了い

たします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時34分休憩

午後２時38分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

農政水産部の審査は、あす23日の木曜日に行

いたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○田口委員長

す。午前10時の開会といたします。

その他、何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようですので、以上を○田口委員長

もちまして本日の委員会を終了いたします。

午後２時39分散会
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平成23年６月23日（木曜日）

午前10時０分再開

出席委員（８人）

委 員 長 田 口 雄 二

副 委 員 長 二 見 康 之

委 員 福 田 作 弥

委 員 坂 口 博 美

委 員 中 野  明

委 員 押 川 修一郎

委 員 新 見 昌 安

委 員 岩 下 斌 彦

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

緒 方 文 彦
農政水産部次長
（ 総 括 ）

押 川 延 夫
農政水産部次長
（ 農 政 担 当 ）

那 須 司
農政水産部次長
（ 水 産 担 当 ）

永 山 英 也
畜 産 ・ 口 蹄 疫
復 興 対 策 局 長

農 政 企 画 課 長 郡 司 行 敏

鈴 木 大 造
ブ ラ ン ド ・
流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 奥 野 信 利

連 携 推 進 室 長 工 藤 明 也

営 農 支 援 課 長 山 内 年

農 産 園 芸 課 長 加勇田 誠

農 村 計 画 課 長 三 好 亨 二

畑かん営農推進室長 宮 下 敦 典

農 村 整 備 課 長 宮 川 賢 治

水 産 政 策 課 長 鹿 田 敏 嗣

漁業・資源管理室長 成 原 淳 一

漁 村 振 興 課 長 神 田 美喜夫

農業改良対策監 戸 髙 憲 幸

消費安全企画監 上 山 伸 二

漁港整備対策監 与 儀 新 二

復興対策推進課長 日 高 正 裕

畜 産 課 長 児 玉 州 男

家畜防疫対策室長 岩 﨑 充 祐

工 事 検 査 監 中 尾 正 史

総合農業試験場長 串 間 秀 敏

県立農業大学校長 井 上 裕 一

畜 産 試 験 場 長 税 田 緑

水 産 試 験 場 長 山 田 卓 郎

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 阿 萬 慎 治

総務課主任主事 押 川 康 成

ただいまより委員会を再開いた○田口委員長

します。

今回から、議案、報告事項、その他の報告事

項、その他に分けて説明を受け、その都度質疑

を行うこととなりました。よろしくお願いいた

します。

それでは、今回、当委員会に付託されました

補正予算関連議案等について、部長の説明を求

めます。

。○岡村農政水産部長 農政水産部でございます

よろしくお願いいたします。

本日は、農政担当次長の押川が、県が出資し

ております畜産関係法人の株主総会に出席して

おります。午前中の委員会を欠席させていただ

きますが、どうかよろしくお願いいたします。

それでは、６月定例県議会に提出しておりま



- 45 -

す議案につきまして、全体の概要を説明させて

。 。いただきます 座って説明させていただきます

お手元の環境農林水産常任委員会資料を１枚

お開きください。左側の説明項目をごらんくだ

さい。本日、農政水産部からは、議会提出議案

が４件、議会提出報告が３件、それから説明項

目には記載されておりませんが、その他の報告

事項が２件ございます。

、 。まず 資料右側の１ページをごらんください

議案第１号「平成23年度宮崎県一般会計補正予

算（第１号 」についてであります。今回の補正）

は、政策的事業や新規事業に、口蹄疫・経済復

興対策や東日本大震災対策などの緊急的な課題

に対応するための事業を加えた、いわゆる肉付

け予算として編成しております。補正額につき

ましては、平成23年度歳出予算課別集計表の中

ほどの列、一般会計の合計の欄にありますよう

に98億1,563万9,000円の増額補正をお願いして

おります。この結果、補正後の予算額は、一般

会計で389億8,120万2,000円、特別会計を合わせ

た農政水産部全体の補正後の予算額は、一番下

にありますとおり393億6,659万6,000円となりま

す。

次に、下の表（２）の債務負担行為について

であります。これは、平成23年度漁業経営維持

安定資金利子補給及び平成23年度家畜疾病経営

維持資金利子補給の追加をお願いするものであ

ります。補正内容の詳細につきましては、後ほ

ど関係課長から説明させていただきます。

次に、飛びますけれども、資料の17ページを

お開きください。17ページに記載しております

議案第18号の「第六次宮崎県農業・農村振興長

期計画の変更について と 19ページの議案第19」 、

号「宮崎県水産業・漁村振興長期計画の変更に

」 。 、ついて でございます 両計画につきましては

県政運営の基本方針を示す宮崎県総合計画の農

、業及び水産業の部門別計画として位置づけられ

本県農業・農村及び漁業・漁村の持続的な発展

に向けた総合的かつ長期的な進行方向を示す基

本計画として策定したものでございます。両計

画につきましては、当初は23年２月の定例県議

会に上程予定でございましたが、１月21日の高

病原性鳥インフルエンザの発生、同27日の新燃

、岳の爆発的噴火などの危機事象の発生を踏まえ

所要の対応などについて長期計画に反映させる

ため検討を重ね、本議会への上程とさせていた

だいたところでございます。計画の詳細につき

ましては関係課長から説明させていただきます

が、機会あるたびに生産者や関係者の方々への

計画の周知や意見交換に努めますとともに、こ

の計画実現のために農政水産部一丸となりまし

て全力で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

本日は、このほかに、議案第15号の「農政水

産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収に

ついて 、及び議会提出報告として「損害賠償額」

」 、を定めたことについて や繰り越し関連の３件

そしてその他の報告事項として、追加で資料を

お配りしております「口蹄疫からの経営再開状

況調査の概要について」と「６月の大雨による

農業関係被害の概況について」の２件がござい

ます。あわせまして関係課長から説明させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。

最後に、資料には添付しておりませんが、１

。 、点報告をさせていただきたいと存じます 昨日

畜産農業試験場敷地内の電線が一部切断されな

くなっていることが判明いたしました。現在、

小林警察署の方に捜査をお願いしており、被害

届を出すこととしております。現時点では状況

、 、が判明しておりませんが 部といたしましては
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最大限の捜査協力をしますとともに捜査の推移

を見守っております。今後、このような事態が

起こらないよう施設管理に十分気をつけてまい

ります。

私のほうからは以上でございます。よろしく

お願いいたします。

部長の概要説明が終了いたしま○田口委員長

した。

初めに、議案第１号の一般会計補正予算の審

査を行います。まず、農政企画課、地域農業推

進課、営農支援課、農産園芸課の審査を行いま

すので、順次説明をお願いいたします。

。○郡司農政企画課長 農政企画課でございます

平成23年度６月補正予算について御説明いた

します。

お手元の歳出予算説明資料の179ページをお開

きください。農政企画課の６月補正額は、一般

会計で２億5,032万3,000円の増額補正をお願い

しております。この結果、６月補正後の予算額

は、右から３番目の欄でありますが、25億5,619

万円となります。

それでは、主な事業につきまして御説明申し

上げます。

181ページをお開きください。下から２つ目の

（事項）農業情報・技術対策費の433万2,000円

についてであります。新燃岳降灰対策営農技術

確立事業についてでありますが、本事業は、新

燃岳の火山活動が長期化する中で、総合農業試

験場、畜産試験場において、降灰が農作物や家

畜に与える影響の把握、農作物への影響緩和技

術の開発、降灰の影響の少ない新品目の選定な

ど、降灰に強い営農技術の確立に取り組むため

の事業であります。

次に、その下の（事項）新農業振興推進費

の1,548万3,000円についてであります。まず、

１の地球温暖化対応「みやざきモデル」確立事

業についてであります。この事業は、総合農業

試験場の農水産業温暖化研究センターを核にし

た産学連携を一層強化し、農水産業分野におけ

る新エネルギー技術の開発を加速させ、地球温

暖化の進行に対応した「みやざきモデル」と言

われるような新しい技術の確立を目指した事業

であります。

次に、２の第七次農業・農村振興長期計画推

進事業についてであります。長期計画の推進に

は、先ほど部長からもありましたが、生産者は

もとより、農業団体、市町村等県民の力を結集

していくことが重要であります。この事業は、

長期計画の県民への周知や、生産者等との意見

交換等を行うための事業でございます。

めくっていただきまして、182ページの一番上

の（事項）農産物流通体制確立対策費の530

万9,000円についてであります。このうち、１の

流通対策総合推進費につきましては、大都市か

ら遠隔地にある本県にとって大変重要な課題で

あります流通対策につきまして 効率的な流通・、

販売対策の確立に向けた調査、検討を行うため

の事業であります。

１つ飛びまして （事項）東日本大震災被災地、

支援対策費の１億5,328万1,000円についてであ

ります。１のみやざきの大地・海 被災者受入

促進事業と２の「みやざき感謝プロジェクト」

推進事業につきましては、後ほど別冊の常任委

員会説明資料で御説明をいたします。

一番下の 事項 特定研究開発等促進費の6,772（ ）

万3,000円についてであります。183ページのこ

の事業は、国の研究機関の指導のもと、国の委

託を受けて取り組む事業でありまして、今回は

普通期水稲の新品種育成試験と茶の新品種育成

試験に取り組むこととしております。
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それでは、別冊の常任委員会説明資料のほう

をごらんいただきたいと思います。

資料の２ページのみやざきの大地・海 被災

者受入促進事業についてであります。

事業の概要につきましては ３ページのフロー、

図で説明をしたいと思います。東日本大震災が

発生しまして多くの方が被災される中で、被災

地では、自立のために働く場と生活の場の確保

が求められております。被災地では、働く場を

失い、家を失い、復興もなかなか思うように進

まない中で、県外に働く場、生活の場を求める

方もいらっしゃいます 本事業は これらの方々。 、

を対象に、宮崎の大地と海、すなわち本県の基

幹産業であります農業と水産業で被災者を受け

入れ、被災者の就労機会や生活の場等の提供支

援を実施するものであります。

具体的には、右側の４つの取り組みを実施す

ることとしております。まず、農業・農村にお

ける取り組みといたしまして、１つ目は、農業

大学校における研修生の受け入れなど県有施設

を活用した受け入れ体制の構築、２つ目は、本

県の農業法人が被災者等を雇用する場合の支援

等農業法人における受け入れ体制の構築、３つ

目が、集落営農組織等が被災者を受け入れる際

に行う住居の清掃や改修への支援など農村集落

等における受け入れ体制の構築等、県、民間、

農村地域がそれぞれの特徴を生かしながら、被

災者から希望があれば即時対応できる受け入れ

体制を整備してまいりたいと考えております。

また、水産業・漁村におきましても、一番下

にありますように、漁村での被災者受け入れや

高等水産研修所等における漁業技術の習得等、

被災者の支援体制の整備を進めることとしてお

ります。

これらの取り組みにより、被災者が、一定の

期間の後、被災地で就農あるいは就業すること

で被災地の復興を後押しするとともに、被災地

と本県の人や技術の交流促進を図ってまいりた

いと考えております。

２ページのほうに戻っていただきまして、本

事業の事業期間は平成23年度の単年度、予算額

は１億1,828万1,000円をお願いしております。

続きまして、同じ資料の４ページをお願いし

たいと思います 「みやざき感謝プロジェクト」。

推進事業についてであります。

本事業は、サブタイトルにありますように、

東日本大震災で被災した皆さんに、宮崎から元

気を届けよう、宮崎の思いを届けようという事

業でございます。本県は昨年度、口蹄疫、鳥イ

ンフルエンザ、新燃岳噴火とたび重なる災害に

見舞われましたが、その都度、全国の皆様から

温かい支援をいただきました。本事業は、これ

ら全国からの支援への感謝の気持ちを込めて、

本県の農林水産物を被災地に届け、少しでも元

気になってもらい復興への力をつけてもらおう

という趣旨の事業でございます。

５ページのほうをごらんください。まず、支

援に当たりましては、市町村やＪＡグループ、

県漁連、さらには生産者で組織するさまざまな

、 、団体等にお声かけをし 支援の母体となる組織

ここでは「チーム宮崎」としておりますが、こ

のチームを立ち上げ、県民総力戦での支援体制

をつくりたいと考えております。

、 、その上で 具体的な支援策といたしましては

被災地の避難所等を対象にした、例えば、焼き

、肉大会のような元気の出る宮崎食材の炊き出し

新米の時期が来ますと早期のコシヒカリである

とか、日向夏の時期になれば本県特産の日向夏

をというように、本県農産物の定期的な提供を

考えております。
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なお、具体的な事業実施に当たりましては、

被災地の意向に沿うことが大変重要であると考

えておりまして、現地との十分な打ち合わせや

「チーム宮崎」の中でのさまざまな意見、思い

も伺いながら支援内容を詰めてまいりたいと考

えております。

４ページにお戻りください。本事業の事業期

間は 同じく平成23年度の単年度 予算額は3,500、 、

万円をお願いしております。

農政企画課は以上でございます。よろしくお

願いいたします。

地域農業推進課でご○奧野地域農業推進課長

ざいます。

歳出予算説明資料の185ページをお開きくださ

い。地域農業推進課の６月補正予算額は、一般

会計で７億9,675万3,000円の増額補正をお願い

しております。この結果、６月補正後の一般会

計予算額は、右から３番目の欄にありますよう

に27億4,147万1,000円、特別会計を合わせた全

体の予算額は29億3,598万5,000円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

ページをめくっていただきまして、188ページ

。 、（ ）をお願いいたします まず一番上ですが 事項

中山間地域活性化推進費６億478万円についてで

あります。これは、農業の生産条件が不利な特

定農山村地域等におきまして、地域の特性に即

した農業の振興を図り、豊かで住みよい農山村

の育成を図るものでございますが、この中で１

の中山間地域等直接支払制度推進事業につきま

しては、耕作放棄地を防止し、農業・農村が持

つ多面的な機能を確保するという観点から、集

落等に直接、交付金の支払いを実施するもので

あります。

次の２の新規事業、連携と交流による頑張る

農村支援事業につきましては、多様な主体の連

携と交流によりまして集落活性化の方策を明ら

かにし、農業を基軸とした中山間地域の魅力を

再生・増進する事業を行うことで 「がんばる農、

村集落」を構築するものでございます。

また、次の４の新規事業、口蹄疫復興対策農

業・農村支援事業につきましては、口蹄疫から

の復興を図るため、都市と農村の交流や６次産

業化などの取り組みを支援するものでございま

す。

次に、一番下の（事項）構造政策推進対策

。 、費9,939万9,000円についてであります これは

農地流動化の促進や耕作放棄地の解消、農商工

連携の推進などの構造政策を推進するものでご

ざいますが このうち １のみやざきフロンティ、 、

ア農地再生事業につきましては、耕作放棄地の

解消を図るため、地域ごとにプロジェクトチー

ムを設置しまして、農地として活用すべき耕作

放棄地の再生や土地利用者への利用権設定を行

うとともに、復元した農地の受け皿となる農業

法人の育成や他産業からの農業参入を支援する

ものであります。

地域農業推進課は以上でございます。よろし

くお願いします。

。○山内営農支援課長 営農支援課でございます

同じく、歳出予算説明資料の191ページをお開

きください。営農支援課の補正予算は、一般会

計で３億442万円の増額補正をお願いしておりま

す。したがいまして、６月補正後の最終予算額

は 上段 右から３番目の欄 26億3,854万4,000、 、 、

円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

193ページをお願いいたします。まず、中ほど

の（事項）新農業振興推進費の１みやざきモデ
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ル食育・地産地消推進事業1,233万6,000円につ

いてであります。本事業は、農業県みやざきに

ふさわしい豊かで健康的な食生活等を実現する

ため、民間企業等と連携いたしました幅広い活

動とか各地域の自主的な取り組み、また学校給

食での食育・地産地消を積極的に推進するもの

であります。

、（ ） 、次に 事項 協同農業普及事業推進費のうち

３の目指せ「所得アップ」経営・技術サポート

作戦656万5,000円についてであります。本事業

、 、は 近年の厳しい農業経営状況を乗り切るため

各地域に課題解決のためのモデル集団を設置い

たしまして、農業普及部門とＪＡグループが連

携いたしましたサポートチームによります濃密

な支援を行うことで、産地における収量・品質

の向上、生産コストの削減、新品目の導入等を

行い、農家所得の向上を図るものであります。

次に、194ページをお開きください。中ほどの

（事項）農業経営改善総合対策費のうち、１経

営力アップ支援強化事業1,973万円についてであ

ります。この事業は、将来を見据えた経営計画

に基づきまして農業者の経営管理能力の向上を

図るため、県とＪＡグループで構成いたします

宮崎県農家経営支援センターによる技術と経営

が一体となった経営コンサルなどの支援活動の

強化を図りまして、意欲ある農業者の経営安定

と産地競争力の向上を図るものでございます。

次に、195ページをお願いいたします。一番上

の（事項）重要病害虫防除対策事業費のうち、

１の鳥獣被害防止地域力パワーアップ事業１

億8,829万9,000円についてであります。本事業

は、鳥獣被害対策特命チームの設置やスペシャ

リストの招聘等によります技術指導者（マイス

ター）の育成、被害防止技術の開発・普及に取

、 、り組むとともに 県下のモデル集落の設置など

地域が実施いたします被害防止対策への支援を

行いまして、本県におきます鳥獣被害対策の確

立を図るものでございます。

次の（事項）農産物高品位生産指導対策費の

うち、２の農薬・農作業事故ゼロ運動事業1,850

万円についてであります。本事業は、農薬適正

使用の推進や農作業安全の普及・啓発を行うこ

とによりまして、農薬事故ゼロ、農作業事故ゼ

ロを実現し、みやざき産農産物の安全・安心と

信頼性の向上を図るものであります。

次の（事項）病害虫発生予察事業費のうち、

３ 宮崎方式ＩＣＭ 定着促進緊急対策事業1,070「 」

万円についてであります。この事業は、農薬だ

けに頼らず、適正な肥培管理を基礎に生物農薬

等を組み合わせました宮崎方式ＩＣＭ、いわゆ

る総合的作物管理技術の導入を推進いたしまし

て、安全・安心な農産物の生産安定によります

農家所得の向上を図るものであります。

営農支援課は以上であります。よろしくお願

いいたします。

農産園芸課でございま○加勇田農産園芸課長

す。

同じく、歳出予算説明資料の197ページをお開

きください。農産園芸課の６月補正予算額は、

一般会計で３億297万7,000円の増額補正をお願

。 、 、いしております この結果 補正後の予算額は

右から３番目でございますが 11億6,273万9,000、

円となります。

それでは、主な内容について御説明申し上げ

ます。

199ページをお開きください。最初の（事項）

園芸産地基盤強化緊急整備事業費の638万6,000

円でございます。この事業は、施設・機械の条

件整備や技術支援等により、施設園芸の低コス

ト、規模拡大や加工・業務用野菜、さらには中
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。山間地域等の産地育成を図るものでございます

このうち、２のメロン産地改革緊急支援事業に

つきましては、メロンを対象とした新たな土壌

消毒技術の確立・普及等に取り組むものでござ

います。

次に、その下の（事項）挑戦！みやざき施設

園芸産地改革事業費の3,418万6,000円でござい

ます。この事業は、施設園芸における重油使用

量削減に有効な省エネルギー対策を推進すると

ともに、バイオマス熱源等の新エネルギーを利

用した脱石油型農業への転換等を図るものでご

ざいます。

次の（事項）活動火山周辺地域防災営農対策

事業費につきましては、後ほど別冊の常任委員

会資料で御説明申し上げます。

次に 事項 主要農作物生産対策事業費の577、（ ）

万3,000円でありますが、この事業は、需要に応

じた多様な米生産を基本に 「商品価値の高い売、

れる米づくり」等を推進するものでございまし

て、今回の補正では、県産米のＰＲ、販売促進

対策や県産米粉の県内供給体制の整備等に要す

る経費をお願いしているところでございます。

200ページをお開きください （事項）みやざ。

き米政策改革推進対策支援事業費の１億円でご

ざいます。この事業は、戸別所得補償制度の円

滑な推進を図り、需要に応じた計画的な米の生

産や地域振興作物の生産拡大などを図るもので

ございまして、今回の補正は、推進指導に係る

国からの補助金が確定したことによるものでご

ざいます。

１つ飛びまして （事項）青果物価格安定対策、

事業費の5,995万6,000円についてでございます

が、この事業は、野菜価格の低落時に生産者に

価格差補給金を交付する事業でございます。こ

のうち、２のみやざき特産野菜価格安定対策事

業は、国の制度の要件を満たさない産地品目等

。 、を対象とした県単独の対策でございます また

３の野菜産地経営安定強化支援事業は、生産コ

スト低減や計画出荷に主体的に取り組んでいた

だきます産地に対しまして、補給金の補てん率

のかさ上げを行うものでございます。

１つ飛びまして （事項）花き園芸振興対策事、

。 、業費の601万6,000円でございます この事業は

本県の特性を生かした花き総合産地づくりを推

進するため、条件整備や技術支援等により新た

な需要に対応できる産地体制の整備や、県産花

きのＰＲ、需要拡大を図るものでございます。

今回は、これらの産地づくりや消費拡大等に取

り組む花き生産者団体や協議会に対して支援を

行うこととしております。

次に、201ページをごらんください （事項）。

果樹農業振興対策事業費の2,553万4,000円につ

いてであります。この事業は、本県の特色ある

果樹農業の発展のため、条件整備や新品目の育

成を進めながら、高品質果実を確実に供給でき

る産地体制の整備等を推進するものでございま

す。補正の内容としましては、２の緊急！みや

ざきの中山間果樹産地再構築事業及び３の果樹

ブランド力向上産地戦略推進事業におきます園

地整備や栽培施設等の条件整備が主なものでご

ざいます。

１つ飛びまして （事項）県産農産物需要拡大、

対策推進費でございますが、１の企業と育む県

内農産物需要拡大促進事業につきましても、別

冊の常任委員会資料で御説明いたします。

それでは、常任委員会資料の６ページをお開

きください。活動火山周辺地域防災営農対策事

業でございます。

まず、１の事業の目的ですが、この事業は、

桜島 新燃岳の降灰による農作物の被害を防止・、
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軽減するための施設・機械等を整備するもので

あります。

事業の内容につきましては、７ページのほう

をごらんいただきたいと思います。左側の地図

でございますが、本年度から平成25年度までの

３カ年を計画期間といたします第10次防災営農

施設整備計画の対象地域を示したものでありま

す。桜島につきましては、従来どおり南那珂及

び北諸県の３市１町が対象でございますが、新

燃岳につきましては 対象地域を日向市以南の18、

市町村に拡大したところでございます。

これらの地域を対象といたしまして、右側の

事業内容にございますように、①の降灰防止、

降灰除去施設等整備事業、②の活動火山対策農

地保全整備事業によりまして、園芸作物の栽培

ハウスや果樹、茶、葉たばこの洗浄機の導入等

を推進することとしております。桜島、新燃岳

とも火山活動は継続しておりまして、先日、16

日にも高原町で降灰が確認されるなど、まだま

だ予断を許さない状況にありますことから、こ

れらの地域からの要望もふえており、今回、増

額補正をお願いしたところでございます。

、 、６ページに戻っていただきまして 予算額は

２の（１）でございますが、9,688万5,000円、

うち６月補正5,024万7,000円でございます。

次に、資料の８ページをお開きください。企

業と育む県内農産物需要拡大促進事業でござい

ます。

１の事業の目的にありますように、県内企業

等で活用される農産物につきましては、県内で

の潜在的な生産・供給能力があるにもかかわら

ず、県外産地にそのシェアを奪われているもの

も数多く見受けられております。このため本事

業では、企業等との連携による需要拡大の取り

組みや、県産農産物の安定供給に向けた産地づ

くり等を支援し、県産農産物のシェア拡大を図

ろうとするものでございます。

事業の概要でございますが、９ページをごら

んいただきたいと思います。上のほうの現状と

課題にありますように、加工用米につきまして

は、県内の焼酎メーカーで原料用として使用さ

れる米のほとんどが輸入米で、県内産はわずか

に１％程度となっております。同様に、焼酎原

料用のカンショや葬儀用の花き、ケーキ用の夏

イチゴ、冷凍ホウレンソウにつきましても県産

農産物の占める割合は低くなっております。

このため本事業では、その次の対策にありま

すように、産業間連携対策として、生産者や集

荷団体、企業等が参画する連携会議を県域及び

地域ごとに設置いたしまして、県産農産物の需

給に関する情報交換や具体的な契約取引等の促

進を図ることとしております。また、産地づく

り対策として、県内企業が行う加工試験に必要

な原料の確保、産地が取り組む新品目・新作型

の導入実証、さらには県産加工品の機能性成分

の調査などを実施することとし、これらに必要

な支援を行うこととしております。

本事業の実施により、一番下の成果にありま

すように、各品目の県産農産物のシェア拡大を

図り、農家経営の安定と県産加工品等のブラン

ド確立につなげてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。

８ページにお戻りいただきまして、事業期間

は平成23年度から３カ年を予定しております。

予算額は675万円をお願いしているところでござ

います。

農産園芸課は以上であります。

議案第１号に関する４課の説明○田口委員長

が終了いたしました。

。議案第１号についての質疑はございませんか
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193ページ、農業と食品産業との連○福田委員

携強化436万、金額は大きくないんですが、具体

的な内容を御説明いただきたい。

これにつきましては、事○山内営農支援課長

業名は「1,000万円を目指す農産加工起業化モデ

ル事業」ということでございまして、現在、県

内で取り組まれております農産加工や直売、農

村レストラン等の農村女性によります起業活動

を核とした取り組みを推進することによりまし

て、付加価値の高い農産加工品の開発とか販路

拡大を図ろうとするものでございます。具体的

には、農村起業連携づくり事業ということで、

農村地域におきます起業の連携会議の設置を図

るとか、魅力ある農産加工開発事業ということ

で、機器の整備等に対する支援を行うというふ

うにしております。現在、県内で農村女性にお

ける起業活動が76活動ほど見られまして、この

うち売り上げが1,000万円の実績を上げていると

ころが８グループぐらいございます。こういっ

た取り組みをこの事業によって促進していこう

というものでございます。

以前にもこういう女性グループ起○福田委員

業化に対するてこ入れはしたんですが、別な事

業品目でございましたね。セクションはどこか

記憶していませんが、途中で消える例が非常に

多いんです。最後までしっかりサポートしてあ

げてほしいな、こういう気持ちで内容をお聞き

しました。

次に、194ページ、経営力アップ支援強化事

業1,973万、この具体的な費目について知りたい

んですが。

これにつきましては、昭○山内営農支援課長

和57年から県とＪＡとの共同事業によって進め

ております農家経営支援センターの経営コンサ

ル事業を行うものでございます。今回、1,973万

円ということで増額補正でございまして、全体

予算としましては当初予算を含めまして2,933万

円の予算でございます。

内容としましては 県の農家経営支援センター、

の活動事業ということで、農家経営のモニタリ

ングシステムの改善とか経営コンサル等の実施

ということで、中央センターの事業が中心にな

りますけれども、1,822万8,000円を計上してお

ります。その他、今回特に力を入れていくとい

うことで、地域段階にございます地域農家の経

営支援センターの活動事業ということで1,023

万2,000円を計上しております。

3,000万近い総体予算の中での人件○福田委員

費の占める割合はどれくらいですか。

人件費相当額は960万円ほ○山内営農支援課長

どになります。なお、これは県費助成金ですの

で、系統団体が同額程度の予算措置をしており

ます。

そうしますと、出向かＯＢかわか○福田委員

りませんが、いらっしゃる方の人件費というの

は、関係団体と県、両方で持つ格好でございま

すか。

予算積算としましては、○山内営農支援課長

県のＯＢ等がございますが、それについては県

費で見ておるということでございます。

それが900万ということですね。○福田委員

960万円でございます。○山内営農支援課長

194ページ、ここに農業近代化資金○福田委員

の制度事業の円滑な融資に対する措置がされて

おります。保証制度円滑化対策費補助金、この

内容はどういうものですか。

これは、県の農業信用基○山内営農支援課長

金協会が行います機関保証の円滑な推進を図る

ために、基金協会が無担保、無保証人で機関保

証を行う制度の充実に向けまして、基金協会が
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積み立てる特別準備金に対する補助ということ

です。中身的には、求償権の償却費とか回収費

用に充てる経費等の助成を行うということでご

ざいます。

今、各分野において公的資金の無○福田委員

担保、無保証融資をやっていますよね。商業サ

イドでは保証協会、農林水産関係では農業信用

基金、やっていますが、これは県の出資金では

なくて、いわゆる償却したときの償却の財源に

、 。なると こういうふうに解釈していいんですか

もちろん基金協会自体は○山内営農支援課長

保証残高、例えば普通の住宅ローンとか含め

て1,000億ほどございますけれども、その中でい

わゆる制度資金、準備金等の助成を行うのは農

業近代化資金とか就農支援資金とかの制度資金

に限られております。

今度は199ページ、メロン産地改革○福田委員

、 、緊急支援事業 特効薬が使用禁止になりまして

メロン産地が次々と消え去っておるわけであり

ますが、私の地元でもメロン農家がなくなりつ

つございます。非常に効果あったガス燻蒸が、

。 、温室効果ガスの関係で使用できません そこで

過去ずっと県、農業者は試行錯誤でやってまい

りましたが、当時、県内誘致企業でありました

あるボイラーメーカーの機材を使ってお湯で土

壌消毒等をやりましたが、結果的には、鳴り物

入りでやった割には効果が上がらずに、当時導

入した機材等については非常に不評である、場

合によっては使われないという状態にあるんで

すが、今回の支援事業の内容はどういうもので

すか。

臭化メチルにかわりま○加勇田農産園芸課長

す代替技術ということで、現在考えております

のは、まだメロンでは普及しておりませんけれ

ども、太陽熱消毒だけでは不十分ということが

ございますので、太陽熱消毒プラス化学農薬と

いう形で、化学農薬につきましてはいろいろ剤

がございますが、そのうちの一つとしてヨウ化

メチルを考えているところでございます。ヨウ

化メチルの場合は処理後のガス抜き期間が１週

間ほど要するといったこともございまして、そ

の辺の土壌乾燥あたりも含めた検討が必要だと

いうことでございますので、そういった課題解

決を図ってまいりたいと考えているところでご

ざいます。また、焼酎かすを利用した還元土壌

消毒についても検討してまいりたいと考えてい

るところでございます。

それでは、土壌消毒剤ヨウ化メチ○福田委員

ルに対する助成を行う、そういう解釈でいいで

すか。

実証試験等を行います○加勇田農産園芸課長

ので、これに要する経費をこの事業で見ていき

たいと考えているところでございます。

本県の特産のメロンとか、同じよ○福田委員

うなたぐいではハウスショウガとか、こういう

ものは土壌消毒剤の使用制限で非常に危機に瀕

しています。ぜひ早急に新技術を確立して、継

続して特産品として出荷ができるように取り組

んでほしい、そういう気持ちでお聞きをいたし

ました。

最後にもう一点。200ページ、野菜産地経営安

定強化支援事業、本県は価格安定事業について

は全国トップクラスの内容であると私も自負を

しているんですが、○事業でどの辺を強化安定新

事業に具体的に補強されるのか、それをお聞き

したいんですが。

価格安定制度につきま○加勇田農産園芸課長

しては、国の指定野菜と特定野菜と県単事業と

大きく３つございますが、新規事業、野菜産地

経営安定強化支援事業につきましては、３つの
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事業につきまして、低コストあるいは計画出荷

に取り組んでいただきます産地に対しまして、

それぞれ10％ずつ補てん率を上乗せすることを

考えているところでございます。また、国のほ

うで指定野菜あたりで10％上乗せの事業がござ

いますけれども、要件がハードルが高いといっ

たこともございまして、それに向けましての一

つの練習といいますか、県単事業を踏まえた上

で国の制度のほうに乗れるような形に県全体

持っていきたいということで考えているところ

でございます。

ことしは野菜が、大震災の影響も○福田委員

ありますが、大暴落という表現に匹敵するぐら

い価格が値下がりしたんですね。本県は、品目

全般ではありませんが、生産量の多い品目につ

いては、価格安定事業を持っていましたから何

とか次年度の継続ができると思うんです。ぜひ

補強して、３年、４年に１回ぐらいは極端に価

格が下がります。これを補強して営農の継続が

できるような価格安定事業をさらに強化してほ

しい、こういうふうにお願いしておきたいと思

います。以上です。

関連ですけど、さっきのメロン産○坂口委員

地、臭化メチルがいよいよだめになるというこ

とで、暫定期間を含めて、当時のポスト臭化メ

チルが、言われた熱水消毒、これは機材が300万

ぐらいで高いということと、問題含みで、クロ

ルピクリンを使いやすくするのにテープ剤をと

いうことでかなり取り組まれたですよね。これ

がどうなっているのかというのと、今、太陽熱

プラスヨウ化メチルと言われたですか、両方と

も時間かかりますよね。特に太陽熱となるとお

てんとうさま次第というので、２作やれるのか

３作やれるのかというぎりぎりの線だと思うん

です。１週間、１週間食ってしまって２週間も

そこでロスしたら１作は断念せざるを得ない。

当時、クロルピクリン、たしかテープ剤で８万

円ぐらい、臭化メチルの倍ぐらいかかるという

ことだったと思うんです。これを半分の４万円

ぐらいにできないかということでかなり精力的

に取り組まれたと思うんですけど、その後そこ

らはどんなぐあいになっていっているのかとい

、 、 、うのと これも熱水の消毒みたいに 信頼度が

、プラスしてもどれぐらい果たしてあるのかなと

。 、線虫対策なんか 信頼度の点と日時的なロスと

苗の種入れから接ぎからでしょう、そういった

事前の準備期間と、本当に定植できるかという

天候とかの見通し、そこらはどんな見通しされ

。 。ていますか これはいけると思われていますか

太陽熱消毒プラスヨウ○加勇田農産園芸課長

化メチルという形での２作、３作というお話で

ございますが、太陽熱消毒のみでは、２作、３

作というのはなかなか難しいということがござ

、 、 、いますので これを補完する形として １作目

太陽熱消毒で消毒をいたしまして、２作目ある

いは３作目をヨウ化メチルでカバーしていく。

太陽熱消毒だけでは、２作目、３作目になると

また被害が出てくる可能性がございますので、

そこを補完していくという体系でいけたらいい

なということで今検討しているところでござい

ます。

過去のクロルピクリン等の経過につきまして

は、調べておりますので、お待ちいただきたい

と思います。

182ページから183ページにかけて○坂口委員

の特定研究開発の試験研究費、普通水稲と茶の

品種の選定とか言われたんですけど、そもそも

本県の早期水稲というのは大きい検討時期に既

に入ってしまっていると思うんですけど、これ

らと連携するような、転換も含めたような試験
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研究で、国の制度を利用しながら本県が相乗り

したというような形になっていくんですか。そ

れとも全く国の委託、受託の関係で、成果は国

に返していくだけになるんですか。

今御質問の水稲の品○串間総合農業試験場長

種育成についてでありますが、このたび、競争

的試験に応募して採択されたわけですが、この

採択された事業内容につきましては、西日本向

けの水稲品種育成ということで、温暖化が進ん

でいますので温暖化に対応する品種、あるいは

焼酎用、加工・業務用、米の消費拡大に向けて

多様化しております。これに対応した品種育成

も、福井県、愛知県、鹿児島県、各県と連携し

て分担してやっていくということになっており

ます。その中で早期水稲については、鹿児島県

が従来、指定試験という枠組みの中でやってき

ておりましたので、そこでやっていく。そして

有望系統については本県にも試作していくとい

う、全体の共同研究の中でやっていくというこ

とでございます。

本県の早期水稲というのは、今ま○坂口委員

でのような防災営農的観点から今後とも基本的

には転換せずに 早期水稲地帯は早期水稲でずっ、

と奨励しながらやっていくということで、変え

る必要性というのはないんですか。

早期水稲についてでご○加勇田農産園芸課長

ざいますが、米全体、非常に厳しい情勢の中に

あることは我々も認識しております。そうでは

ございますけれども、一つには、普通期水稲に

比べましてまだ早期水稲のほうが価格的には有

。 、利であるといったことが一つございます また

関東、関西等の卸さんあたりからも、やはり宮

崎のコシヒカリ、早期水稲というのは期待され

ている部分がございます。需要もあるというこ

とでございます。価格は厳しい状況でございま

すが、需要は確かにあるといったことでござい

ます。また、営農的に考えまして、特に沿海地

帯を中心としまして、施設園芸と早期水稲と、

作業体系も非常にうまくいく、合理的であると

いったこともございますので、今後とも有利販

売に向けた取り組みを進めながら、早期水稲に

ついては継続して推進してまいりたいと考えて

おります。

今、早期水稲、宮崎で反当何キロ○坂口委員

ぐらい行っていますか。

平均反収は480～490ぐ○加勇田農産園芸課長

らいだいと思います。

。○坂口委員 なかなか厳しい数字と思うんです

これは普通水稲の品種の選定とかとなっている

けど、550なり600ぐらい目指さないと、早期水

稲、幾らコシヒカリ人気があるといったって、

一方では「儲かる農業」ということを初めて打

ち上げられたわけでしょう。もうからないです

よ。ということはやる気がなくなるですよ。だ

から、早期水稲も並列で県単ででもやっていく

べきじゃないか。財政的にきついのはわかるん

です。でも、ほとんど試験研究というのが、国

の制度事業を活用しながらの試験研究というと

ころが、先進の農業県を目指すなり「儲かる農

業」を目指そうとしたら、単独ででも、試験研

究というのは一番基礎的な大切なことだと思う

んです。だから、なぜ普通水稲だけなのか。大

きな転換期を宮崎の早期水稲が迎えながらとい

うところで、ちょっと寂しい思いがしたもので

すから、これは今後の検討をお願いしておくと

いうことにして。

もう一つ、病害虫の発生予察での宮崎方式の

ＩＣＭ、これも似たようなことで、温暖化とか

多湿とか、今まで取り組まれた中での大きい課

題とか、すごく理想的なことではあるんだけれ
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ども、現実性がどんななのかなというのと、今

の現状も含めて教えていただけると。

この事業は、御説明申し○山内営農支援課長

上げましたけれども、ＩＰＭということで総合

、的病害虫防除という概念はございますけれども

本県の場合は、まず基本的なところを励行した

上で総合防除が描けるということで、今回のＩ

、 、ＣＭ定着につきましては 前提といたしまして

適正な肥培管理、適正なかん水、そういった病

害虫を事前に防ぐ基礎的な技術をベースに置き

まして、その上に、例えば微生物農薬とか昆虫

寄生菌とか天敵といったような生物農薬を組み

合わせる。他県の例ではいきなり天敵等の導入

を進めているところもございますけれども、根

づいた基本的な技術をベースに置いた形でござ

います。

そういった中で、これまでの取り組みでいき

ますと、普及センター段階で、全国的な活動の

中で調査、研究の事例発表等やっておるんです

けれども、昨年、おととしと、宮崎方式ＩＣＭ

に絡んだ形での普及が全国の中でも事例発表が

できまして、大きな評価を得ているところでご

ざいます。具体的には、中部農林振興局管内に

おきましてキュウリのＩＣＭ等を生かした総合

的な防除、それから南那珂等におきましてはマ

ンゴー等の総合防除ということで、この実践が

浸透しているところでございます。ＩＣＭ等を

行っていくのは、キュウリ黄化えそ病といった

ような いわゆる難防除病害 スリップスといっ、 、

たようななかなか殺すことができない虫を媒介

とした防除が重要でございまして、地域段階で

広がりある総合防除体系を構築していくことが

重要であるというふうに考えております。

それだと大いに期待が持てるなと○坂口委員

思って、何といっても宮崎は、ほかにも事業を

取り組んでおられますけど、残留農薬の問題、

いち早くわかるよとか、エコ農業とか、今出た

ようなＩＣＭとか、究極は安心・安全だ思うん

です。今後、活路、そして他産地に優位に立つ

ためには。可能性があるのなら、ぜひこれなん

かも、試験研究が何か寂しくて、ここに限らず

工業分野もなんですけど、将来の大きい活路を

見出すための基礎的な部分ですから、可能性が

あれば思い切って取り組まれていく。そこで農

家のとにかく手取りをふやしていこうというこ

と。

ちょっと話長くなってしまいますけど、今度

の本会議でも20数位にいた農業が全国５位に

なったとか言われるけど、宮崎の農家というの

は全国で一番働いています。就労時間は一番長

いです。１人当たりの耕作面積も北海道に次い

で日本でナンバー２です。単位面積当たり上げ

ている生産額も全国一なんです。それで所得が

５位とか６位とか、昔は20数位だったんです。

生産額は全国でそんなに高いわけでしょう。単

位面積当たり一番高い。ということは大きいリ

スクを持っているんです。投資を物すごくやっ

ている。一発外れたら大赤字ですべて失うと。

第１次産業の悲しさというのは、大きいリスク

を持ちながら、そのリスクを100％自己完結で背

負わなきゃならんということで、消費者の下位

にいたらだめなんです。消費者の優位あるいは

対等にいって、大きいリスクがあるけれども、

リスクは我々も負うけど、消費者も負ってくれ

よと対等に物が言える。ＣＳＡ方式というんで

すか、直接契約して、それだけ立派なものを苦

労してやるんだったら、私が年間５万円あなた

の品物を買ってあげよう、７万円買ってあげよ

う。農家は責任を持ってこういったものを送っ

ていこうということで、対等な……。そして５
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万ずつ100人契約すれば500万、1,000人契約すれ

ば5,000万の生産額が上がる、そこでコスト積み

上げなされている。そういうところにいくため

の優位性ですね。今、みんなが何に価値を見出

すのか 安心・安全。そこに今言われたよう―

にＩＣＭで活路が見出せるのなら こんなの―

じゃ普及に至らない、あくまでも試験の域を出

ないんじゃないかという気がするから こういっ。

たものに取り組みたいという若い人はたくさん

いるんです。でも、周りが連携しないと、すべ

てがそこに来てしまうというようなことで、こ

れも要望しておきます。

先ほど坂口委員のほう○加勇田農産園芸課長

からございましたクロルピクリン剤の件でござ

います。テープ剤につきましては、先ほど御指

摘ございましたように、価格が高いといったこ

ともございまして現在は使われていないといっ

たことがございますが、現在、クロルピクリン

の錠剤状になったもの、それからクロルピクリ

ンフローといいまして、水に溶かしてかん水

チューブあたりでかん注していくといったよう

な、農家のほうも非常に使いやすい形になって

います。そういった剤につきまして検討してい

るところでございます。昨年度検討した結果で

は効果もあったということでございますので、

先ほど説明いたしましたヨウ化メチル剤とあわ

せて今後とも検討していきたいと考えておりま

す。

少子高齢化の中で、中山間地にお○押川委員

いては集落あたりもなくなろうとする今日であ

る中で、県も今まで、いきいき集落とかいろん

な対策等も打ってこられている今日であります

けれども、188ページの○の連携と交流による頑新

張る農村支援事業ということで、今までの事業

との違い、そしてどういうものをイメージとし

て、今後この1,400万何がしの予算を使ってやっ

ていかれる事業について、もう少し内容を聞き

たいと思いますけれども。

この事業につきまし○奧野地域農業推進課長

ては、中山間地域におきまして、集落内の農業

者とか住民、それからＮＰＯ法人とか市町村、

このような多様な主体が連携交流して集落活性

化のための企画書を作成する。それに基づきま

して、例えば、農業体験施設や農産物直売所、

あるいは加工施設、共同出荷施設等の整備を行

うというものでございまして、実は22年度まで

きらり輝く農山村プロジェクト事業というのが

あったんですが、それの後継事業ということで

考えております。非常に市町村とか地元からき

らり事業の要望が高かったものですから、それ

にこたえるという形で取り組んでおるものでご

ざいます。今回、特に重点を置きましたのが、

農商工連携とか６次産業化にも重点的に取り組

めるようにということで考えておるところでご

ざいます。

今までありましたきらり輝く地域○押川委員

というようなことの後継事業ということであり

ますけれども これは提案型で 地域でこういっ、 、

。た事業をやりたいというものを提出してもらう

そこにＮＰＯとかいろんなものが絡み合って中

山間地を活性化していく、そういうことでいい

んですか。

委員のおっしゃると○奧野地域農業推進課長

おりですが、この事業はソフトとハードの事業

が一緒になっておりまして、ソフトの部分で、

今、委員のおっしゃるような集落の中で活性化

の企画書というのをつくって、その企画書に基

づいていろんな事業を行っていくと。全体的に

頑張る農村をつくっていくという事業でござい

ます。
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その中で、６次化とか加工あたり○押川委員

を含んだということになってくると、具体的に

どういったものが想定されるとお考えでしょう

か。

都市と農村との交流○奧野地域農業推進課長

とか、加工・流通の面の対策が必要だろうとい

うことで、メニューとしまして農業体験施設あ

るいは直売所といったものを考えておるところ

でございます。

例えばモデルあたりとかそういう○押川委員

ものは全く想定なしの中で、そういった事業が

あればこの予算の中で支援をしていくよという

ことでよろしいですか。

地域の特産物を活用○奧野地域農業推進課長

して新たな商品開発とかにも取り組めるような

形を考えております。

ぜひ頑張っていただきたいと思い○押川委員

ます。

次に、４番の口蹄疫復興対策農業・農村支援

事業ということで1,000万ほど計上されているわ

けでありますけれども これは具体的にどういっ、

たことをイメージすればよろしいでしょうか。

この事業は、実は、○奧野地域農業推進課長

今御質問にありました連携と交流による頑張る

農村支援事業を口蹄疫発生地の集落の活性化に

も適用しようということで、事業を分けました

が、同じようなメニューで口蹄疫発生地域を支

援するための事業でございます。

どこらあたりを想定されていらっ○押川委員

しゃいますか。

昨年口蹄疫が発生し○奧野地域農業推進課長

ました５市６町を対象にしております。

これも今後、そういう地域からの○押川委員

意見、要望あたりを参考にしながらということ

でよろしいでしょうか。

先ほどの事業と同様○奧野地域農業推進課長

に、集落から復興プランを出してもらって、そ

。れに基づいて事業をするというふうになります

ここを基礎として、今後、対策局○押川委員

長もいらっしゃる対策局もできたわけでありま

すから、この５年間の６億というのが膨らんだ

中でのいろんな復興につながっていくというこ

とでのイメージでよろしいでしょうか。具体的

にはきょうは聞きません。

この事業は、集落の○奧野地域農業推進課長

活性化というのが観点になっておりますが、口

蹄疫発生地域の全体的な発展につきましては、

当然、関係市町村とか口蹄疫復興対策局、ある

いは関係部局とも連携しながら取り組んでまい

りたいと思っております。

最初に中山間地域、農山村という○押川委員

ことでありましたから 口蹄疫復興対策の農業・、

農村というイメージが中山間地をイメージして

おりまして、発生がなくても中山間地集落を中

心ということでの、特定としてはそういう理解

でよろしいですね。

財源としまして口蹄○奧野地域農業推進課長

疫復興対策基金を活用してやるということで、

この件については口蹄疫発生地域を重点的に対

象にしたいと思っております。

195ページの鳥獣被害防止地域力パ○押川委員

ワーアップ事業でありますけれども、特命チー

ム、モデル集落をつくるということで先ほど説

明があったというふうに思います。１億8,829

万9,000円でありますけれども、モデル地域とい

うのはどこあたりを指定されているのか、わか

ればその地域をお願いしたいと思います。

説明申し上げましたとお○山内営農支援課長

り、県下に総合的な対策に取り組むモデル地域

を設定いたしまして推進を図ることにしており
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ますけれども、モデル地域につきましては５カ

。 、年間で26集落を想定してございます ちなみに

昨年６集落を設定いたしまして、今年度は10集

落、今年度までで16集落の設定を予定しており

ます。地域につきましては、県下７つの農林振

。興局にそれぞれ設置をすることにしております

その中で、その道に詳しい人を招○押川委員

聘したりとか わなあたりで今対策されていらっ、

しゃいますけれども、ここ数年の実績等がわか

ればちょっと教えてほしいと思います。

この事業で、わなによる○山内営農支援課長

捕獲を進めるために、近畿中国四国農業研究セ

ンター鳥獣害研究チーム会にいらっしゃいまし

たスペシャリスト、島根県の方を招聘いたしま

して、年間県内で40日ぐらい活動をしていただ

いております。そういった中で、技術指導者と

いうことでマイスターの育成を年間60名程度、

技術を習得したマイスターが集落等のリーダー

を年間300名程度育成するという流れになってご

ざいます。そういった中で、林務のほうになり

ますが、主な鳥獣の捕獲頭数等の状況を申し上

げますと、平成22年はシカで１万3,662頭、イノ

シシで１万2,058頭 猿で1,428頭 これが平成22、 、

年の実績でございます。

この実績というものは、21年度と○押川委員

すると捕獲数というのはふえているというふう

に理解してもよろしいでしょうか。

手元の数字でございます○山内営農支援課長

けれども、21年度は、シカが２万176頭、イノシ

シが8,228頭、猿が1,022頭ということで、年に

よって変動等はございます。

しかし、そういうスペシャリスト○押川委員

あるいはマイスターあたりを育成される中で、

今後、狩猟と違うわなとかそういう中での捕獲

については、今後積極的に取り組んでいただき

たいというふうに、これはお願いにしておきた

いと思います。

それから、199ページでありますけれども、脱

石油型農業へということで、特に３番の施設園

芸加温システム転換推進事業、多分これは試験

場での太陽光を使った暖房あたりのことかなと

思うんですが、ちょっと事業について教えてい

ただきたいと思います。

施設園芸加温システム○加勇田農産園芸課長

転換推進事業でございますが、これにつきまし

ては木質ペレットの暖房機を導入する際の助成

として考えているところでございます。農業生

産法人、営農集団等が事業実施主体の分でござ

いまして、補助率は３分の１でございますが、

国の事業等を使って導入する際につきましては

６分の１以内での上乗せ補助を行うといったこ

とでございます。

わかりました。私はてっきり太陽○押川委員

光のことかなと思いまして、太陽光のことはそ

の他で聞いたほうがよろしいですか。今年度の

事業と、どういったものをされるかということ

であります。わかる範囲で。わからなければま

た後で結構です。なぜならば、近年のハウス重

油あたりの……。その他でまたよろしくお願い

いたします。

それから、200ページになりますけれども、戸

別所得補償制度の中の取り組み、１億円であり

ますけれども、具体的に１億円かけて今後どの

ようなことで水田農業経営の確立のためにされ

ていくのかということでお聞きをしたいと思い

ます。

国からの１億円につき○加勇田農産園芸課長

ましては推進指導費ということで、県の水田の

対策協議会、地域の水田農業の協議会の推進指

導費でございます。現地確認の分、あるいは電
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算入力、いろんな人件費も含めた推進指導、あ

と営農座談会とかに要する経費をここで見てい

くということになっております。

済みませんが、米所得補償の22年○押川委員

度の実績、わかれば教えていただきたいと思い

ます。本県内。

22年度はモデル対策で○加勇田農産園芸課長

ございましたけれども、米の所得補償につきま

しては県のほうに31億ほどの助成がございまし

た。モデル対策全体、転作の部分も含めますと

総額で81億4,000万ほどの助成があったというこ

とでございます。

生産者の方も本当に米所得補償に○押川委員

ついては大変喜んでいらっしゃいました。この

中で固定分と変動分、反当たりにするとどのく

らいになっていますか。

定額分は10アール当た○加勇田農産園芸課長

り１万5,000円、これは全国一律でございます。

変動部分につきましても、本年１月までの価格

をもとに算出されておりまして、10アール当た

り１万5,100円ということになってございます。

反当たり３万100円ということでよ○押川委員

ろしいですね。わかりました。この事業、続く

といいなというふうにも実は思っておるところ

でありますけれども わかりませんけれども―

ね。要望としては、皆さん方も国のほうにもお

願いをしておきたいと思います。

それから委員会資料の２ページでありますけ

れども 宮城県を中心とした今回の被災地の方々、

、 、を 働く場所とか生活の場の確立ということで

本県でも４つの受け入れをやられるということ

で、これはこちらから提案をされるということ

なんでしょうか。それとも被災地のほうからあ

る程度、こういった事業というか、宮崎県のほ

。うに来たいというような声もあるんでしょうか

そのことを前提としてこの事業を起こされたの

かお聞きしたいと思います。

一般的に考えて、東北で○郡司農政企画課長

被災された方が移動するとしたときにどこがい

いかということをいろいろ聞いてみますと やっ、

ぱり東北地域、次が北海道という順番だそうで

す。ただ、いろんな事情があって南に行きたい

という方もおられるようで、こういう情報につ

いては、一つは、全国農業会議所のほうに被災

者支援求人情報という情報があります。それと

農水省のほうにも「農山漁村被災者受入れ情報

システム」というのがございまして、この予算

が通りましたら、この情報はこういうところに

。 、登録するという形になると思います もう一つ

法人関係については、今回、受け入れについて

の打診を向こうの法人ともやって、その後の交

流、おつき合いもできないかなということがあ

りますので、一部は我々のほうからお話を直接

するような場面もつくっていけたらと思ってお

ります。

ちなみに、これは総務省の全国避難者情報シ

ステムというところからの数字ですけれども、

今、宮崎県に135名の方が避難されています。代

表者が50名ということですので、こういう方に

もお話をして、働く場としてどうでしょうかと

いうことは、今後可能ではないかというふうに

考えております。

ありがとうございます。できるだ○押川委員

けそういう方向の中で、本県でもそういう事業

を起こしながら、宮崎県に住んでいただいても

いいわけでありますから、そういったものも先

を見越した中でこの事業の推進をお願いしたい

なと、そのように思います。

それから４ページ、次のページになりますけ

、「 」 、れども みやざき感謝プロジェクト 推進事業
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本当にこれは、ばらばらするよりか、こういう

形で 「チーム宮崎」という中でこういう事業を、

起こして、それぞれの地域の中に県内の農畜産

物を使ったいろんな、料理をされる方、あるい

は品目等もいっぱいあるわけでありますから、

県が音頭を取って「チーム宮崎」の中で支援を

される、あるいは食の提供される、いいことだ

なというふうに考えておるんですけど、現状の

中で、民間とか含んでどのくらいの方々がこの

、事業あたりに参加されようというものがあるか

もしわかればお聞きしたいと思います。

元気を届ける○鈴木ブランド・流通対策室長

プロジェクトについてでございますけれども、

やり方につきましては、事業実施主体の「チー

ム宮崎」を結成して行うことになってございま

す。恐らくこの議会終了後 「チーム宮崎」を発、

足して、具体的な支援の内容を我々のほうから

ある程度お示しして、それに賛同していただく

方が「チーム宮崎」に参加していただいて、支

援するなり、一緒に活動していただくという形

。 、になろうと思います 我々の考えとしましては

、 、ここに書いてございますとおり 県のみならず

市町村とかＪＡグループ、県漁連、生産部会、

民間企業、あるいはＮＰＯ法人等幅広く参加い

ただきたいというふうには考えておりますが、

今のところどれだけという形ではっきりした数

字というのはございません。

今回の震災を経験され、あるいは○押川委員

宮崎県からもボランティアを含めいろんな方々

。が被災地のほうに出向いていらっしゃるんです

ばらばらの活動をされていますので、今言うよ

うに、それぞればらばら行けばばらばらの経費

になってしまうし、食材を集めるでもそれぞれ

ばらばらで募集をしながら集めていらっしゃい

ますから、こういう「チーム宮崎」の中で、今

ありましたとおりこのことが通れば、そのこと

を広くＰＲしていただいて、多くの方々に入っ

ていただいてこの事業の成功をお願いしたいと

思うところであります。

ただ、期間が１年ということに限定になるの

かどうか、今回は23年度の事業でありますけれ

ども、被災地の方々は１年やそこらで仕事とか

生活がもとの状態に戻るわけじゃないわけであ

りますから、できれば、長くなるかもしれませ

んけれども、先を見た事業にこれがいくように

なればいいなというふうに、希望あるいは要望

。 。も込めておきたいと思います 以上であります

資料の２ページ、今、押川委員か○中野委員

。 、ら質問がありました 被災地関連ですけれども

１億1,800万というのは結構いい数字ですよね。

問題は、積算するときに、受け入れ人員何人ぐ

らいで積算しているんですか。

雇用という場面で県と農○郡司農政企画課長

業法人等ありますけど、57名で積算をしており

ます。あと研修生ということで就労研修等の支

援事業ということですが、25名で積算してこの

数字になります。

ということは、トータルで70。○中野委員

足すと82名ということに○郡司農政企画課長

なります。

80人受け入れるのに１億1,800万、○中野委員

この推進事務費というのは、課の推進事務費で

すか。

１カ月当たり平均15万程○郡司農政企画課長

度はいくと考えると、８カ月で人数を掛けると

こんな数字になります。推進事務費はいろいろ

やる事務費ということでございます。

それと上に事業主体が書いてある○中野委員

じゃないですか、事業主体の経費を何ぶ見てお

るわけですか。
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それぞれの団体にお願い○郡司農政企画課長

、 、している部分ありますけれども 財源としては

大きいという話がありますが、緊急雇用創出事

業の臨時特例基金というのがございます。これ

を使うということで、この基金は国が県に積み

立てていただいているものですけれども、直接

的な雇用の部分あたりについてはこの基金を使

うということで対応したいと思っております。

そのほかに、直接雇用の経費以外の部分で幾つ

か入れているのが、お話もちょっとしました、

住むところを修繕したり清掃したりという経費

であるとか、向こうからこちらに来ていただく

ための旅費を積算していますが、こういうもの

については事務費という形で他の予算を使うと

いうことで考えているところです。

インターネットとかいろいろ見て○中野委員

いると、しゃにむに来てくださいという話では

ないと思うんです。本当に来たい人というのは

手を上げておるわけで、もうちょっと効率的

目的は被災者に何人来てもらって受け入れ―

られるかという話で、事業主体の経費にばかば

か入らんようにしっかりしてください。

それと、ずっと考えておったんですが、被災

地の津波を見ると、だーっとハウスがつぶされ

たりとか。被災地は農業できんなというので、

新天地を求めて、例えば宮崎でと。農地なんか

空いているとか農業人口が減っているとかいう

中で、この事業の中には、営農継続技術とか、

宮崎で新たに農業を始めたいとか、始めようと

か、そういう人たちはこれに入っておるんです

か。

被災者受入促進事業のス○郡司農政企画課長

キームとしては、例えば津波で潮をかぶって水

田に稲が植えられないという状況が向こうにあ

るとすると、一定期間、宮崎でいろんな営農を

やってもらったり勉強してもらったりして、そ

の後は帰っていただいてまた農業をしていただ

く。いわゆる自立支援という考え方を基本に組

み立てております。しかし、中には、こちらに

来られて、宮崎はいいところだということでこ

ちらに定住される方も出てくることもあるで

しょうし、逆に言えば交流みたいなことが生ま

れることもあり得るんだろうと思いますが、こ

、の事業を組んだときの基本的な考え方としては

あくまでも被災者の自立支援、被災地の復興支

援ということを第一義に考えるべきであろうと

いうことで、こんなスキームで予算は提出させ

ていただいているところです。

テレビなんか見ておると、あっち○中野委員

では農業もできんとかいう人もいるわけで、そ

ういうのを積極的に受け入れている県なんかあ

りますよね、いろいろ見ているとね。ただ一時

的な支援でいいのか、宮崎のためにも、農家が

減っているというような観点から、そこ辺も効

率的に。

ほかに質疑はございますか。○田口委員長

なければ、次に移っていいですか。次の説明

だけでも30分ぐらいありますので。

それでは、次の項目に入ります。

、 、 、 、次に 農村計画課 農村整備課 水産政策課

漁村振興課、復興対策推進課、畜産課の議案第

１号一般会計補正予算の審査を行いますので、

順次説明をお願いいたします。

。○三好農村計画課長 農村計画課でございます

それでは、歳出予算説明資料の203ページをお

開きください。農村計画課の６月補正額は、一

般会計で33億3,993万円の増額補正をお願いして

おります。この結果、６月補正後の予算額は、

右から３番目の欄でございますけれども、95

億8,479万7,000円となります。
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それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

資料の205ページをお開きください。まず、中

ほどの（事項）土地改良計画調査費の4,721

万7,000円についてでございます。主な事業とし

ましては、まず、２の県営ほ場整備等計画費に

つきましては、県営土地改良事業の計画を策定

する市町村へ策定に係る経費を助成する事業で

ございます。

次に、６のみやざき優良農地面的集積推進事

業につきましては、基盤整備を契機とした担い

手への農地の面的集積の検討や、加工・販売も

見据えた新たな産地づくりなどに関する話し合

い調整活動、並びに基盤整備構想の策定作業に

要する経費に対して支援するものであります。

次に、７の畑かん用水有効活用推進事業につ

きましては、かんがい用水の畜産用水への利用

を実現するため、要望量の把握や水利権の許可

申請を行うために必要な経費などに対して補助

するものであります。

次に、同じページの一番下の欄の（事項）土

地改良事業負担金32億8,998万2,000円について

でございます。主な事業について御説明いたし

ます。次のページをお開きください。１の国営

土地改良事業負担金につきましては、農業用ダ

ムや幹線水路などのかんがい施設を整備する国

営土地改良事業に伴う県及び地元の負担金であ

りまして、大淀川左岸地区外６地区に係る負担

金でございます。

２の緑資源機構事業負担金につきましては、

都城区域における緑資源機構営事業に係る県及

び地元の負担金でございます。

農村計画課は以上でございます。

。○宮川農村整備課長 農村整備課でございます

歳出予算説明資料の207ページをお開きくださ

い。農村整備課の６月補正予算額は、一般会計

で30億240万円の増額補正をお願いしてございま

す。この結果、６月補正後の予算額は、右から

３番目の欄でございますけれども、117億7,198

万8,000円となります。

それでは、主な内容につきまして御説明いた

します。

209ページをお開きください。中ほど下の（事

項）公共農村総合整備対策費の１億809万9,000

円でございます。これは、その下の１の中山間

地域総合整備事業でありますけれども、特に条

件が厳しい中山間地域におきまして、山腹水路

の改修あるいは営農飲雑用水の整備など生産基

盤と生活環境を総合的に整備するものでありま

して、高千穂町の五ヶ所地区ほかで実施するも

のでございます。

次に、210ページをお開きください。上から２

番目の（事項）県単土地改良事業費の１億121

万2,000円についてでございます。主な事業とい

たしましては、３のみんなでつくるいきいきふ

るさと事業、これにつきましては、農村地域の

活性化を図るために、地域住民みずからが計画

したきめ細かな生産基盤の整備等を支援するも

のでございます。これにつきましては、先般の

渇水に対する緊急対策といたしまして、ポンプ

設置や浅井戸の掘削等に支援ができるように制

度の拡充を行ってございます。

次に、５の農地・水・環境保全向上対策事業

でございますけれども、これにつきましては、

過疎化、高齢化が進む中に、地域住民が共同し

て取り組む農地や水路等の維持管理などの共同

活動に対しまして支援を行っているものでござ

います。本年度からは、これまでの活動に加え

まして、水路や農道などの補修を行うための制

度及び予算の拡充がなされているところでござ
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います。平成23年度におきましては311組織への

支援を予定してございます。

次に その下の 事項 公共土地改良事業費12、 （ ）

億3,269万5,000円についてであります。主な事

業といたしましては、２の県営畑地帯総合整備

事業につきましては、後ほど別冊の資料で御説

明いたします。

その下の３の県営経営体育成基盤整備事業で

ございますけれども、区画整理や水田の排水改

良等を行うことで、担い手の規模拡大、畑作の

振興などを推進いたしまして強い農業の実現を

図るもので、都城市東水流地区ほかで実施する

こととしてございます。

続きまして、211ページをごらんください。上

から２つ目の５の基幹水利施設ストックマネジ

。 、メント事業でございます これにつきましては

水路や用排水ポンプなどの農業用施設の老朽化

が今後ますます進行していくことになりますけ

れども、これに対する対応は極めて重要な課題

であると認識してございます。このため、本事

業によりまして施設の機能診断を行いまして、

施設の長寿命化に向けたより経済的な補修を

行っていくこととしてございます。

次に、その下の（事項）公共農道整備事業費

の３億998万8,000円でございます。主な事業と

いたしましては、１の県営広域営農団地農道整

備事業でございますけれども、門川町の沿海北

部外西臼杵の２地区で、内閣府の道整備交付金

などによりまして整備促進を図ることとしてご

ざいます。

次に、その下の（事項）公共農地防災事業費

の３億4,517万6,000円についてであります。211

ページをごらんいただきたいと思います。中ほ

どの５の県営ため池等整備事業でございますけ

れども、特に周辺に人家や公共施設があり、防

、災上整備が必要なため池の整備といたしまして

宮崎市だら地区外13地区を行う予定としてござ

います。

次に、213ページをごらんください （事項）。

公共農地海岸保全事業費の１億9,005万円でござ

います。これは、宮崎市二ツ建の農地海岸にお

きまして、沈下が生じています消波ブロックの

整備などを行うものでございます。

続きまして、平成23年度の新規・重点事業に

ついて御説明いたします。

別冊の常任委員会資料の10ページをお開きく

。 。ださい 県営畑地帯総合整備事業でございます

次の11ページをごらんいただきたいと思うん

ですけれども、上のほうのⅠの畑地かんがい施

設の整備を中心に、農道、区画整理などの生産

基盤の整備を主に行うものでございます。特に

本県につきましては畑が半分を占める畑作の盛

んな地域ということもございますけれども、こ

れまでの天水に頼った不安定な営農から、安定

したかんがい用水の確保により、生産性が高く

市場ニーズに対応した強い畑作農業の形成を目

指していきたいと考えてございます。

10ページに戻っていただきまして、２の事業

の概要にありますように、予算額７億8,154

万4,000円の増額をお願いいたしまして、総額で

は25億1,871万2,000円を確保したいと考えてお

ります。これによりまして、宮崎市七野・八重

地区外27地区、約3,000ヘクタールを対象に事業

を実施することといたしてございます。

農村整備課からは以上でございます。

。○鹿田水産政策課長 水産政策課でございます

お手元の歳出予算説明資料の215ページをお開

きください。当課の補正予算額は、一般会計

で7,153万8,000円の増額補正をお願いしており

ます。この結果、６月補正後の予算額は、上段
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の右から３番目の欄になりますが、一般会計と

沿岸漁業改善資金特別会計を合わせまして18

億5,683万9,000円となります。

それでは、主な内容について御説明させてい

ただきます。

まず、218ページをお開きください。上から２

段目の（事項）資源管理・漁業経営強化促進対

策費431万円についてでございます。こちらは、

説明欄の１資源管理・漁業経営強化促進対策事

業といたしまして、今年度から国のほうで実施

されております資源管理・漁業所得補償対策の

推進に必要な県内の体制を構築しまして、制度

を活用した適切かつ実効性のある資源管理や漁

業経営の体質強化の取り組みを支援するものと

なっております。

次の 事項 水産物流通加工対策費743万6,000（ ）

円についてでございます。まず、説明欄の１魚

価確保のための新しい流通づくり推進事業505

万8,000円についてでございますが、本事業は、

漁連、漁協が実施します新たな販売方法の検討

及びその実証や改良の取り組みに対し支援する

ことによりまして、本県漁業におきます販売方

法の多様化を図るものでございます。

、 「 」次に 説明欄の２水産物 みやざきブランド

推進事業237万8,000円についてでございます。

本事業につきましては 「みやざきブランド」の、

確立と定着を図るために、ブランド認証制度を

活用したＰＲやフェア等の開催について 流通・、

販売の専門家の活用、農商工等他分野との連携

の促進、対象エリアの重点化などの取り組みに

対する支援を行いまして、県産水産物の認知度

及びイメージの向上と販路の拡大を図るものと

なっております。

次の 事項 水産業による経済復興支援費5,500（ ）

万円についてでございます。こちらは、説明欄

の１がんばれ宮城！水産業による経済復興支援

事業といたしまして、東日本大震災支援対策に

関する緊急対策に伴い補正をお願いするもので

ございます。

本事業につきましては、お手元の常任委員会

資料で御説明させていただきます。常任委員会

資料の12ページをごらんください。１の事業目

的でございますけれども、本事業は、宮城県の

早期復興・再生の足がかりとしまして、宮城県

、と関係の深い本県カツオ・マグロ漁業について

被災地である気仙沼からの要請も強い気仙沼漁

港への水揚げを促進するための支援を行うもの

となっております。

事業の概要につきましては、隣の13ページの

フロー図をごらんください。中央の枠内の記述

、 、になりますけれども 水揚げ港につきましては

水揚げ機能のほか、えさや燃料等の物資供給機

能など操業上必要な機能、いわゆる基地機能と

言われるものが備わっていることが必要となり

ますけれども、気仙沼漁港ではこれらの基地機

能も壊滅的な被害を受けまして、水揚げ港とし

。ての活用が極めて困難な状況となっております

本県の漁船によります水揚げを促進し、気仙沼

の復興を支援するためには、これら機能を補完

する措置が必要となっておりますが、業界独自

の対応には限界があることから、業界が行う取

り組みについて、県がその一部を支援する必要

がございます。このため、気仙沼漁港におきま

してえさや燃料など物資の円滑な供給を確保す

るための取り組み、また水揚げしたカツオ等の

円滑な流通・販売を確保するための取り組み、

これらに対して支援を行いますとともに、原子

力発電所の事故に伴います風評への対策としま

して、三陸沖合で漁獲されますカツオ等の安全

確認、またそのＰＲの取り組みについても同時
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に支援することとしております。

12ページの２事業の概要の（１）予算額でご

ざいますけれども、予算の総額は5,500万円、こ

のうち5,250万円が県漁連への補助、残りの250

万円が県の事務費となっております。

また ２ の事業期間でございますが 平成23、（ ） 、

年度の１カ年となっております。

最後に、債務負担行為について御説明させて

いただきます。同じ常任委員会資料の１ページ

をお開きください。下の（２）の表でございま

す。水産政策課の欄に掲げてございますけれど

も、平成23年度漁業経営維持安定資金利子補給

につきまして、その期間及び限度額を設定する

ものでございます。

水産政策課は以上でございます。よろしくお

願いいたします。

。○神田漁村振興課長 漁村振興課でございます

お手元の歳出予算説明資料の221ページをお開

きください。漁村振興課の６月補正額は、一般

会計で９億6,069万6,000円の増額補正をお願い

しております。この結果、６月補正後の予算額

は、右から３番目にありますように33億1,615

万2,000円となります。

それでは、主な内容について御説明させてい

ただきます。

223ページをお開きください （事項）漁場保。

全対策費の361万5,000円についてであります。

これは、漁場環境の保全や突発的に発生します

赤潮等の被害の防止を図るほか、説明欄２の養

殖安全ランクアップ事業におきましては、持続

、的な養殖生産と安全な養殖魚の供給を図るため

養殖漁場の実態調査や生産管理状況の調査及び

魚病蔓延防止対策などを実施するものでござい

ます。

次に （事項）資源管理・漁業経営強化促進対、

策費の452万5,000円についてでございます。こ

れは、説明欄、新規事業の資源管理・漁業経営

強化促進対策事業によりまして、資源管理に積

極的に取り組む漁業者の収入安定を図るため、

新漁法の導入や未利用資源の活用などに取り組

むことに対しまして支援を行うものでございま

す。

次に、一番下の（事項）種子島周辺漁業対策

事業費の３億1,562万4,000円についてでござい

ます。これは、ロケット打ち上げによります種

、子島周辺漁場の操業規制の影響を緩和するため

漁協などが実施する共同利用施設の整備に助成

するもので、次の224ページをお開きください。

延岡地区外３地区の整備を行うこととしてござ

います。

次に、中ほどにございます（事項）水産基盤

（漁場）整備事業費の１億1,500万円についてで

ございます。これは、漁業の生産力向上と豊か

な生態系の維持・回復を図るための広域的な漁

場整備を行うもので、高層魚礁や浮き魚礁を用

いた整備、またマウンド型魚礁によります増殖

場整備などを行うものでございます。

続きまして、225ページをごらんください。一

番上の（事項）水産基盤（漁港）整備事業費の

４億2,400万円についてでございます。これは、

補助公共事業を活用して漁港の整備を行うもの

でございます。説明欄１の水産流通基盤整備事

業におきましては 流通拠点漁港において安全・、

安心な水産物の安定供給を図るため、川南漁港

外２つの港で防砂堤などの整備を行うものでご

ざいます。

次の２の水産物供給基盤機能保全事業におき

ましては 老朽化によりまして更新が必要となっ、

た漁港施設の長寿命化を図るため、北浦漁港外

５つの港で機能保全計画策定のための調査ある
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。いは機能保全工事を実施するものでございます

次に、一番下の（事項）漁港災害復旧事業費

の3,490万円と 開いていただきまして 226ペー、 、

ジの（事項）水産施設災害復旧事業費の1,359

万7,000円についてでございます。これらにつき

ましては、台風等で災害が発生した際の復旧工

事費に要する経費をそれぞれ計上させていただ

いております。

漁村振興課は以上でございます。

復興対策推進課でご○日高復興対策推進課長

ざいます。

お手元の資料の歳出予算説明資料227ページを

ごらんください。復興対策推進課の６月補正予

算額は、一番上の行の一般会計で１億6,824

万1,000円の増額補正をお願いしております。そ

の結果、右から３列目の補正後の予算額といた

しまして５億4,641万6,000円となります。

それでは、内容につきまして御説明いたしま

す。

229ページをごらんください （事項）口蹄疫。

復興対策事業費の１億6,824万1,000円について

であります。まず、１の肉用牛資源供給体制活

用事業の１億4,864万6,000円についてでありま

す。本事業は、子牛の競り市において西都・児

、湯地域の農家が地域外などで購入した雌子牛を

中間保有施設や各地の繁殖農家において一定期

間飼養し、発生地域等の経営再開農家に対しま

して妊娠牛として供給することによりまして、

経営復興を支援することとしている事業でござ

います。また、この中で緊急雇用創出臨時特例

基金を活用しまして、中間保有施設での飼養管

理者を雇用することとしてございます。

次に、２の家畜防疫指導強化対策事業の1,959

万5,000円についてであります。本事業は、同じ

く緊急雇用創出臨時特例基金を活用しまして巡

回員を雇用し、県内すべての牛の農場を対象に

いたしまして飼養衛生管理基準の遵守状況を点

検いたしまして、あわせて農場におきます防疫

意識の向上を図るということで考えてございま

す。さらに、農場情報を収集することを目的と

してございまして、22年、23年度で実施するこ

ととしておるところでございます。しかしなが

ら、ことしの１月に本県で発生しました高病原

性鳥インフルエンザの影響で事業開始がおくれ

たということもございまして、昨年度巡回でき

なかった農場分を点検するために、今回補正を

お願いするものでございます。

復興対策推進課につきましては以上でござい

ます。よろしくお願いいたします。

畜産課でございます。○児玉畜産課長

歳出予算説明資料の231ページをお開きくださ

い。畜産課の６月補正額は、一番上の行、一般

会計で６億1,836万1,000円の増額補正をお願い

しております。その結果、右から３列目の補正

後の予算額は29億9,694万6,000円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

233ページをお開きください。まず、下から２

番目の（事項）畜産団地整備育成事業費の2,030

万円についてであります。１の肉用牛振興施設

整備事業でありますが、肉用牛の繁殖から肥育

、に至る地域的な一貫生産体制を確立するために

肉用牛の飼養管理施設等の整備をするものでご

ざいます。

。 （ ）234ページをお開きください 中ほどの 事項

肉用牛導入対策費の1,000万円についてでありま

す。１の肥育牛生産振興支援対策事業でありま

すが、肉質向上のための優秀な肥育素牛の導入

や増頭に対する助成によりまして、肥育経営の

円滑かつ適正な推進を図るものでございます。
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次に 一番下の 事項 酪農振興対策費の2,936、 （ ）

万2,000円についてであります。このうち３の改

善事業、優良乳用牛等育成確保対策事業の649万

円につきましては 本県酪農の生産基盤の維持・、

強化を図るため、宮崎県畜産公社が実施いたし

ます肉用牛預託事業を活用することで、強健で

経済性の高い乳用育成牛を口蹄疫の被災酪農家

等に供給するものでございます。

次に、235ページをごらんください。一番上の

（事項）養豚振興対策費の1,346万1,000円につ

いてであります。このうち２の改善事業、銘柄

豚ブランド力強化対策支援事業の666万1,000円

につきましては 口蹄疫発生の影響で系統豚 ハ、 「

マユウ」の系統造成を中止することとなり、今

後の県推奨ブランド豚肉のあり方の検討や、各

地域の銘柄豚への支援強化を行うことで、県産

豚肉のブランド戦略の再構築を図るものでござ

います。

次に、その下の（事項）養鶏振興対策費の878

万4,000円についてでございます。このうち２の

改善事業 「日本一」ブロイラー生産体制強化事、

業の814万5,000円につきましては、全国一の出

荷量を誇ります本県ブロイラーにおきまして、

飼料の自給率向上と高付加価値化をねらいとい

たしまして県産飼料米の利用促進を図るもので

ございます。

次に、236ページをお開きください。中ほどの

（事項）飼料対策費の2,868万3,000円について

であります。このうち３の県産稲わら確保総合

対策事業の1,960万円につきましては、県内産稲

わらを増産し、輸入稲わらに依存しない安全・

安心な畜産物を生産するため、稲わらの収穫、

収集、調製等に必要な機械の整備を行うもので

ございます。

237ページをごらんいただきたいと思います。

１番目の（事項）家畜防疫対策費の１億3,348

万9,000円についてであります。このうち３の新

規事業、高病原性鳥インフルエンザ緊急防疫対

策事業 （１）の経営支援対策事業（制限区域外、

農家対策）の１億円につきましては、後ほど別

冊の常任委員会資料で御説明させていただきま

す。

次に、４の新規事業、家畜防疫フォローアッ

プ事業の2,756万2,000円につきましては、口蹄

疫や鳥インフルエンザの防疫措置に伴います事

後対策といたしまして、埋却地の管理や環境対

策を実施いたしますとともに、防疫資材の保全

管理や発生農家の施設復旧などを行うものでご

ざいます。

次に 別冊の環境農林水産常任委員会資料の14、

ページをお開きください。新規事業の経営支援

対策事業（制限区域外農家対策）についてでご

ざいます。

１の事業目的にありますように、今回の高病

原性鳥インフルエンザの発生に伴う移動制限区

域の設定によりまして、発生農場を中心とした

半径５キロメートル以内に位置します食鳥処理

場は、再開のための例外協議が認められており

ませんで、移動制限が解除されるまでの間、閉

鎖されることとなりまして、制限区域内の農家

と同様に、区域外の農家におきましても鳥の出

荷が制限をされたところでございます。こうし

た中で、制限区域内の農家につきましては家畜

、伝染病予防法に基づく支援策が講じられており

２月補正で対応してきたところでありますけれ

ども、制限区域外の農家につきましては国の支

援がないことから、県単独での支援を行おうと

するものでございます。

２の事業の概要をごらんいただきたいと思い

ます （４）の事業内容にありますように、出荷。
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遅延対策といたしまして、約220万羽を対象に、

出荷が遅延した日数に応じまして、飼料費の増

加分に当たる１億9,500万円を補てんすることと

しております。イの補てん財源の内訳にありま

すように、前回、平成19年の鳥インフルエンザ

発生後に、関連業界と県とで5,000万円ずつ拠出

し計１億円で設置しました高病原性鳥インフル

エンザ経営支援基金を充当することといたしま

して、先ほどの１億9,500万円とこの１億円分の

差であります不足分の9,500万円と、②の事業主

体の手続事務に要する経費として500万円、合わ

。せて１億円を今回お願いするものでございます

事業主体は、宮崎県畜産協会を予定しており

ます。

次に、債務負担行為について御説明いたしま

す。常任委員会資料の１ページをお開きくださ

。（ ） 、い ２ の債務負担行為の下のほうにあります

２段目の欄でありますが、平成23年度における

家畜疾病経営維持資金の利子補給について、期

。間及びその限度額を設定するものでございます

畜産課については以上でございます。

議案第１号に関する執行部の説○田口委員長

明が終わりました。

暫時休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後１時０分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

先ほど説明をいただきました議案第１号につ

いての質疑はございませんか。

233ページの畜産団地整備育成事業○押川委員

費でありますけれども、これは、口蹄疫が発生

したところで、繁殖牛を別のところで飼育して

いただいた分を見るということだろうというふ

うに思いますけれども、そういう観点の中で意

見を言いたいと思いますけれども、どのくらい

の頭数がいたのかわかりますか。

今の御質問ですけれども、畜○児玉畜産課長

産団地整備育成事業費の中の肉用牛振興施設整

備事業につきましては、今、委員が言われたも

のと違いまして、これは、今のところＪＡ日向

の肥育施設を整備したいということで話を進め

ておるところでございます。

済みません。間違いました。何か○押川委員

そんな感じでちょっと聞いたものですから。そ

ういうのはなかったわけですか。

今、押川委員のほう○日高復興対策推進課長

からございました部分につきましては、229ペー

ジの肉用牛資源供給体制活用事業におきまし

て……。

それです １番の１億4,864万6,000○押川委員 。

円、これについてちょっと。

この事業につきまし○日高復興対策推進課長

ては、委員からお話ございましたように、当初

対象としておりますのが1,300頭程度の家畜雌牛

を地域外で飼われて、中間保有施設もしくは地

域外の農家のほうに一時お預けさせていただい

て そこで妊娠牛あたりにしたものを地域に持っ、

てくるというようなことを考えている事業でご

ざいます。

この1,300頭の中で１頭当たりの経○押川委員

費あたりを１億4,800万の中から助成をするとい

うことでいいんですか。

今、委員からおっ○日高復興対策推進課長

しゃったとおり、預かる地域によって価格差は

ございますけれども、基本的にはこのような形

で助成をすることにしております。

それから236ページの飼料対策費、○押川委員

先ほどありましたように県産稲わら確保総合対

策事業ということで、これは機械整備に補助さ
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れるのかなというふうに実は思ったところです

けれども、内容についてもう少しお聞かせくだ

さい。

この県産稲わら確保総合対策○児玉畜産課長

、事業につきましては内容が２種類ございまして

当初予算のほうで、飼料用米の作付をふやして

その稲わらを利用していくという対策として10

アール当たり２万円を支援するということで、

これは当初のほうで予算化をしております。今

回補正でお願いしております分は、作付した飼

料用米をもみとして利用する部分と稲わらとし

て活用する部分に必要な機械です。これは国が

対象にしていないような小型の機械になるわけ

ですけれども、そういった機械の導入を補助率

３分の１で支援していくというものでございま

す。

最初の飼料10アール当たり２万円○押川委員

ということでありますけれども、これの大まか

な面積、それと今の後半部分でありますけれど

も、これは導入に対してなのか、あるいはリー

スあたりに対してなのかということがもしわか

ればお聞かせください。

10アール当たり２万円の面積○児玉畜産課長

ですけれども、23年度は180ヘクタールを考えて

ございます。それから機械につきましては、も

み利用といたしましては、コンバインでありま

すとか乾燥機、それからわらの利用につきまし

てはテッダーレーキ、ロールベールなどの機械

を、リースではなくて導入を支援していきたい

と考えております。

コンバインとか稲わらを結束する○押川委員

機械の導入に対する補助ということであります

けれども、台数あたりはどのくらいを考えてい

らっしゃいますか。

もみを利用するほうの機械で○児玉畜産課長

コンバインと乾燥機で３セット、それからわら

を利用するほうの機械といたしましては、テッ

ダーレーキとかウエルとかロールグラブで６

セットを考えております。

補助金がわかれば、どのくらいを○押川委員

予定されていますか。

もみ利用のほうが1,000万円で○児玉畜産課長

す。それからわら利用のほうが960万円というこ

とでございます。

233ページ、先ほど押川委員から出○福田委員

ました肉用牛振興施設整備事業、これは恐らく

ＪＡのリース牛舎と思いますが、これは非常に

喜ばれている施設で、今、県内でたくさん整備

がされています。そこで、一つだけ感じますこ

とは、現在、問題ないと思いますが、建設用地

、 、が この前の口蹄疫で困りました埋設地の確保

あるいは水がわかない地域、その辺をしっかり

チェックされて事業が行われているかというこ

とが一つ。

もう一つは、農業振興公社が介在して畜舎等

の建設が行われておりますが、その場合、私は

、 、「 、以前 対象農家から 直接やってもらうよりも

県の公社をかませることによっていいこともあ

るが、建設単価が随分はね上がっている」と。

そういうことを実例をもって数字を示されまし

た。今まで実施したことはやむを得ないと思い

ますが、これからはやっぱり建設単価が引き下

がる方式でのリース物件が整備できるように、

それと建設予定地はあくまでも、今、中野議員

は埋却地のプロですが、埋却地の問題や水の問

題をしっかり対策を考えて用地を選定されてい

るかどうか、その辺をちょっとお聞きしたい。

用地の選定の件でございます○児玉畜産課長

けれども、水の問題とか地下水の問題は、今後

とも事業主体や受益者と十分協議してやってい
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きたいと考えております。

それから、公共事業での建設単価の問題です

けれども 私どもも公共事業と非公共事業でやっ、

た場合の建設単価に大きな差があるというよう

なことを聞いておりまして、平成17年と平成20

年に、非公共事業でやった牛舎整備につきまし

て、公共事業での設計試算をさせてみたところ

でございます。４例やりまして、１例は非公共

のほうが高かったんですけれども、残りの３例

につきましては公共事業の単価のほうが若干高

いという結果が出ております。平米当たりにし

ますと２万1,000～３万9,000円の牛舎でありま

したけれども その中で平米当たり2,200～2,800、

円ぐらい公共のほうが高かったということでご

ざいますが、詳細を見てみますと、諸経費の部

分で一般管理費が非公共のほうに入っていない

ということでございまして、そこを差し引きま

して、実質、直接工事費で見てみますとほとん

ど差はないというような状況でございます。そ

れから、今まで畜産課のほうで500平米未満の非

常に小さな牛舎を建設しておりまして、29件の

実績を見ましたところ、平米当たり１万7,000～

３万2000円程度でできておるということで、一

概に公共が非常に高いというような状況ではな

いと認識しております。

課長も実例を挙げて御説明されま○福田委員

したが、私も実例を見て、ああ、開きがあるな

ということを感じました。私は、公共、非公共

どちらでリース物件を建設されても構わないと

思いますが、受益者が将来償還をしていくわけ

ですから、その負担が軽くなるように御配慮方

をお願いしたいと思います。

それから用地の選定、これは口で言うのは簡

単でありますが、リース物件を希望する皆さん

方が、隣接を要望したり、施設を設置する場所

等の反対等もあってなかなか厳しいと思います

が、私が今見ているところでは、どうも埋却地

や水位の問題等が考慮されなくてつくっている

ということを、周辺の皆さんから 「おまえたち、

はそういう論議をいっぱいしているようだが、

全然」というお話を聞きまして、現地を見まし

た。残念ながら、２カ所についてはちょっと心

配だなという気持ちがしております。これは着

工時点の経緯もあるでしょうから、これからそ

ういう心配等は起こらないような設置場所の選

定をぜひお願いしたい。要望にしておきたいと

思います。

続きまして、235ページです 「日本一」のブ。

ロイラー生産体制強化事業、飼料米を使っての

ブロイラーの飼育実験、時期を得たものだと考

えております。特に米がこれだけ価格が下がっ

てまいりますと、あるいはまた水田の保全の立

場から、本県は場合によっては二期作もできる

わけですから、食料以外の加工や飼養用米等に

ついてはまだ拡大の余地があると思いまして、

水田のフル活用ができる道かなと思います。そ

こで、この814万5,000円、どういう内容で飼料

米の給餌実験をされるのか、ちょっと説明をい

ただきたいんです。

この814万5,000円ですけれど○児玉畜産課長

も、飼料用米と輸入トウモロコシとの差額キロ

当たり18円を補てんしたいと思っておりまし

て、10アール当たり630キロの収穫を考えており

まして、60ヘクタール分で約680万程度になりま

す。それでできた鳥を付加価値をつけて売ると

いう体制を整備するのに34万ほどの予算を予定

しておりまして、あとは事務費ということにな

ります。

最終的には、やっぱり消費者あっ○福田委員

てのブロイラー生産ですから、コスト的に採算
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がとれないといけませんが、これは恐らく差額

の補償をするから実験に参画するわけでして、

差額補償が将来は消えても飼料米を使ってブロ

イラーの生産ができるような技術体制を、畜産

試験場を中心に確立したいなと。宮崎県はブロ

イラー日本一ですから、これは豚についても言

えますが、県内産の飼料穀物を使っての飼養頭

数の増加は救世主になると思うんです。宮崎県

の耕種群のですね。これも要望でありますが、

実験が実験に終わらないようにお願いをしてお

きたいと思います。

218ページ、水産関係です。上から○坂口委員

２項目めの資源管理と経営強化促進対策、具体

的に所得補償までいく経営体を何個ぐらい見て

おられるんですか。

国の資源管理・漁○成原漁業・資源管理室長

業所得補償対策というものを受けて、本県でも

より一層資源管理を強化したいということでご

ざいまして、国の制度を基本としております。

国の制度は、資源管理に参加する方、これは自

主的な資源管理という意味でそれほどハードル

の高いものではございませんけれども、それを

条件に共済への掛金助成をしましょうというこ

とになってございます。掛金助成がありますと

共済に非常に入りやすくなりますので、共済に

入っていただいて、経営をまず安定化させた上

でしっかりとした資源管理を進めていこうとい

う考え方に立っておりますので、我々としては

できるだけ多くの方々に参画をしていただきた

い、共済にも入っていただきたいと考えて広め

ておるところでございますけれども、いかんせ

ん、共済という自由意思で加入されるというこ

となものですから、我々としては昨年以上に共

済に加入していただけるようにという目標を立

てつつ、今、一生懸命共済組合と連携しながら

広めているという状況でございます。

これが完全に成功すればすべてが○坂口委員

丸くおさまるというので、一石三鳥、四鳥ねら

える事業だと思うんです。具体的には資源管理

計画を、既成としての資源管理プラスアルファ

の自己管理、自分の管理分を計画を策定して、

それを実践したときに、たしか37万ぐらいです

、 、 。よね 40万ぐらいだったですかね 共済補てん

共済費を見てくれるというのが40万前後だった

思うんです。しかも共済の加入率の低さと、40

万共済掛金を補助してあげますよでしょう。タ

イトルは「漁業所得補償」ですよね。農業の所

得補償みたいな感覚です、名前は。中身はそう

じゃないです。

、 、 、じゃ 実態がどうかということを見ると 今

、 、 、県内の５トンの沿岸漁業で ひき縄 一本釣り

網、この３つをセットでやっても水揚げが年

間570万ぐらいで 手取りといったら200万ちょっ、

とぐらいでしょう。270万行くかいかんか。一本

釣り専門なんていうのは、低い船というのは167

万ぐらいしか揚げていないですよ。揚げている

船でも400万ぐらい。そんな中で共済掛けて自己

負担までやって、魚がとれなくて飯が食えない

のに、さらにとりませんなんて計画を組んで、

それを所得補償なんていうのは、僕はけしから

ん思うんです だから どれぐらい見込んでやっ。 、

ておられるのか。所得補償、ありがたい話だ、

補償してもらおうということで、本当に資源管

理がやれるような資源を 今 宮崎の沿岸は持っ、 、

ているのかどうかですね。もっととってくださ

いと言わなきゃ飯が食えないんじゃないかとい

う気がするんです。そこのところどんなされて

います。頑張ってくれれば資源を県もしっかり

増殖していきますよ、いつでもとれるように期

待にこたえますよ。だから、１年間、２年間辛
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抱して管理しようというんならまだしも、新た

なセットの事業はないんでしょう。資源を増殖

していくような、ソフト、ハード含めて。

今、委員がおっ○成原漁業・資源管理室長

しゃった資源管理・漁業経営強化促進対策事業

の中で３本の柱を持っておりまして、漁村振興

課と一緒にやっていくことになるんですが、１

つ目は、データを取得してしっかりと評価しな

きゃいけないということがありますので、体制

整備が一つ。それから、先ほど委員が御指摘に

なったように、さらなる資源管理、漁獲抑制と

いうことになりますと経営は非常にきつくなる

ということですから、支援という部分を２本目

の柱として持っております。３つ目が、経営指

導という部分で、資源管理をやっていく計画を

立てていただく中で、どうしても漁業者の方と

合意形成というものが不可欠でございますけれ

ども、経営指導とか漁法の転換、効率的な操業

みたいな支援もあわせて行うことで、そういう

痛みを和らげつつ一緒になって、資源管理とい

うかたくさん安定的にとれるような資源にして

いきたいということでございます。

それですべてがうまくおさまれば○坂口委員

いいことなんだけれども、それに果たして漁業

者が乗ってくるか。それを信じて、何年後かに

は資源がふえてくるんだ。だから、今ただでさ

え少ないけど、さらに我慢しようという気持ち

になってくれるかというのが一つ。

じゃ、所得を保障してあげますよといったっ

て、言われるように入ってない共済は入れない

んです、掛金が。それを補てんしてあげますか

ら共済に入ってください、資源を管理していけ

ば掛金を支援してあげますよということでしょ

う。それは所得につながらないんですよ。本当

はつながっているんですよ。共済に入って、い

ざというときのための担保を持って、それも40

万なりでも年間補てんしてもらえれば、安くで

。 。共済に入られる これは所得じゃないですよね

万が一のときに何かが発動されますよというや

つで、生活に直結しないもので、今まで以上に

水揚げを下げ切れるかということです。我慢さ

せるんなら、何年後にこれからハード事業をこ

うやっていく、増殖事業をこうやっていく、だ

。 、 、から水揚げは上がりますよ また 下がった分

こういった流通の工夫を凝らすから魚価が上が

りますよ、そういったもので所得は確保します

よと、資源を管理しながら、漁獲をさらに減ら

。 。しても 魚はますます安くなるばかりでしょう

、そんなので本当に乗ってこれるのかというのと

それをやっていって宮崎の将来の漁業に責任を

持てるのかということを聞いているんです。考

えとしては僕も大賛成なんです。でも、絵にか

いたもちになりはしないかなと。2,000余りある

経営体の中のどれぐらいの経営体が、自主管理

の資源管理計画を策定してこれに乗っかると見

込んでおられるのか。

本県の漁船漁業の○成原漁業・資源管理室長

経営体の数というのが、平成20年1,356ございま

して、このうち共済に加入されている経営体が

４割ぐらいの実績でございますが、これに上乗

せを想定していまして、実際、今入っておられ

る方の実数というと540ぐらいですけれども、こ

れを600程度、要するに半分近くの方々が加入

ベースになるようにやっていきたいと考えてい

るんですが、それは当年度の目標でございまし

て、翌年度以降はさらに、共済制度の問題点も

整理しながら少しずつではありますけれども拡

大をしていきたいと考えております。

とにかく頑張ってもらうしか仕方○坂口委員

ないけれども それがためにもほかの事業がセッ、
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トされないと、本当に宮崎の水産は成り立たな

くなると思うんです。これは答えようもないだ

ろうけど、そういったものがほかに上がってき

てないですよね。この事業で資源をふやしてく

れるんだとか、これで魚価を上げてくれるんだ

というのがないから、本当に大丈夫かな。共済

なんかも半分以下に落ちているような、今言わ

れた540、60ふやしたって600です。本当に大丈

夫なのかなという心配を持っているから。大歓

迎なんですよ、何かを講じなきゃだめだという

のはわかっている。それでも漁業の所得補償が

。始まるらしいということがずっと聞こえてきた

当然、自分ところの台所に、あるいは財布の中

に金が入ってくる補償だと思ったら、共済に入

る人を応援してあげますよで、これは僕らの感

覚から言うと所得補償じゃないです。これは今

幾ら言ってもしようがないけど。

次に、がんばれ宮城ですけれども、これも大

歓迎ですね、何とかしてあげたいですよね。漁

業者もその意気込みを持っているけど、問題は

カツオ船のえさです。えさというのは畜産の流

通以上に独特な世界で、今、宮崎の船が何ぶ宮

城県のほうに行っているのかわからんけど、そ

れにえさの買付人、えさ場を持っている仲介者

、 。が何人ぐらい関与しているんですか 宮崎の船

例年ですと、本県のかつ○鹿田水産政策課長

お一本釣り船のうち26隻ほどが気仙沼を基地に

操業しております。気仙沼でえさ（生きたカタ

クチイワシ）のお世話をしている業者さん、４

業者あると伺っております。

その４業者がそれぞれのきんちゃ○坂口委員

くなり棒受けなりの向こうの漁業者を握ってい

ると思うんです。まき網なりの漁業者を果たし

て４業者が幾つ握っているかです。だから、え

さが購入できるかどうかです。そこの見通しは

どんなにされているんですか。

、 、○鹿田水産政策課長 今 委員御指摘のとおり

現地の４業者がそれぞれ、三陸では定置が主体

となっているそうですが、定置網の網元からカ

タクチイワシを購入してえさを供給されている

ということですが、相当数の定置網が被災して

いまして、まだどれだけが今期再開できるか見

通しは立っていない状況でございます。ただ、

気仙沼の近郊では２業者ほどの定置網が再開す

る見通しだと、また岩手でも数業者は再開でき

るというお話は聞いておりますが、例年に比べ

てどれだけの数量が確保できるのか見通しは

立っていない状況です。また、えさにつきまし

ては、九州沿岸とか関東以南の海域から、買い

回しというふうに呼ばれていますが、業者さん

が引いている部分がありますので、そこでどれ

だけ供給できるかということが重要かと考えて

おります。

もちろん漁業者が一番そのことを○坂口委員

心配して、十分な見通しも立ててのあれだろう

けど、えてして漁業者は親分肌的な、飯は食わ

んでも何とかしてやりたいという意気込みが先

。 、行していくんですよね 宮城のあの現状を見て

自分らが兄弟みたいにしている基地がやられた

というので、それに行政がそら行けどんどん後

押しをしていくと、今のところ行き詰まる。４

業者のえさというのは物すごく責任の大きい仕

事ですから、それなりの渡りはつけて持ってい

るんです、よそにですね。では、こちらでえさ

が手に入らない。大村あたりのえさとつながり

はあっても、長崎あたりまでえさ積みに行って

から宮崎の船をまた石巻まで回すのかという効

率性ですね。えさ買い人が見たら、このえさは

１週間もつえさだとか、これは３日しかもたな

いとわかるんです。そこらのかすをつかまされ
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る心配とか。こちらから20数隻の船団で行くと

言われたですよね。しっかりした定置網を握っ

ている業者が残っているところとコネクトを

持っている漁船はいいですよ。そうでないとこ

ろは必ず落ちこぼれていきます。

だから、そら行けどんどんで後押しするのは

物すごく歓迎だけれども、困っているところを

何とかしてあげたいというのはですね。国挙げ

てやっているときに。だけれども、そこらまで

しっかり目配りをしながら、えさの確保はこう

だよ、ああだよ。場合によっては中積みを回し

てでもえさはちゃんと仙台に届けてあげるよ。

ほかの農産物ならあるじゃないですか、車屋に

補助金を出したりして輸送コストを助成してあ

げたり。どうも水産は片手落ちのような気がし

てならんのですよ。農業政策なんかに比べたら

冷たいなという気がするんです。もう一回しっ

かり見てほしいけど、20数隻の船が行って、漁

場まで生きていくようなしっかりしたえさを、

そしてあした出航したいというときはきょうえ

さが確保できる、船を遊ばせずに済むという見

通しが立っているかどうかもしっかりやってい

かないと、情に流されてやっていくと宮崎の船

をだめにする心配があると思うんです。

これはやらなきゃいけないということもわ

かっているんですよ。みんなで助けなきゃだめ

だということもですね。あれだけの災害を受け

たわけですから。そして船というのは、沖に出

たらその中ですべてを成り立たせなきゃだめな

わけですから、一つの国なんです。どこともつ

ながらない海の上なんです。すべて賄ってまた

目的果たして帰ってこなきゃだめなんです。だ

からそこに感情論だけでそら行けどんどんでや

らせちゃだめですよ。よっぽどしっかりした裏

づけを持って、心配事は整理しておいて、いざ

というときは対応できますというものを持たな

いと、どんどん行け行けというような気がする

からですね。物すごくいいことをやっておられ

るんです。困っている人を何とかしてあげたい

というのは。助ける側がやっと生きているとい

うのが今の経営の実態です。そこが一歩間違っ

てこちらもこけてしまったら 助けるどころじゃ、

ないんです。こちらの力を持続できながら助け

てあげるという見通しを行政はしっかり補てん

してあげてほしいということ。こういうことを

想定して何か準備されていますか。

この事業の中でえさの買○鹿田水産政策課長

い回し、三陸以外の地域からえさを持ってくる

経費を支援できないか。気仙沼の業者さんが買

い回しをしなければならなくなりますので、そ

こに何らかの支援できないかということも想定

しております。

、 、○坂口委員 そのときに 買い回しができるか

どこのえさ場からどの業者さんが買えるのか。

なかなかえさは手に入らないんです。不足して

いるんです。出航できない船がいるのに、お得

意さんを外してそんなところにあげるところが

本当に見通せるのか、そういうところをしっか

りしてくれてますかということ。

その点につきましては、○鹿田水産政策課長

現地の業者さん、また本県の県漁連、また国の

ほうとも連絡をとりまして十分問題のないよう

に対応したいと思っております。

ぜひそこをお願いします。たまた○坂口委員

まイワシが大量ぎみだったから可能性あるかも

わからんけど、これは一時的な出来事だからで

すね。例年のを見ないと、えさが足りないです

よ。

210ページの県単土地改良事業費の○押川委員

中の３みんなでつくるいきいきふるさと事業と
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いうことで、今回の渇水によります大変な早期

水稲の準備の中での助成だというふうに理解し

ておるんですが、そういう方向でよろしいです

か。

委員おっしゃるとおり、○宮川農村整備課長

いきいきふるさと事業を拡充いたしまして、先

般の渇水に緊急的に対応する事業といたしまし

て、例えば浅井戸を掘ったり、ポンプを設置し

て再利用させる、そういった経費につきまして

助成をするということで拡充してございます。

県内でどのくらいやったのかとい○押川委員

うことと、補助率はどのくらいを予定されてい

らっしゃいますか。

、○宮川農村整備課長 県内で言いますと65カ所

事業費で言いますと、今要望が上がっている段

階で5,500万、補助率が50％で、２分の１を県の

ほうで支援するという制度にしてございます。

この1,640万という予算でこれが賄○押川委員

えるんですか、要望が出ている中での。

みんなでつくるいきいき○宮川農村整備課長

ふるさと事業につきましては、今回の肉付けも

含めましてトータル8,200万ほどの予算を確保し

てございます。その中で対応していくというこ

とにしてございます。

ありがとうございました。わかり○押川委員

ました。

下の５番の農地・水・環境保全向上対策事業

ということでありますけれども、これも集落等

で草刈り、あるいは排水の整備あたりに使う補

助ということで理解をいたしますけれども、こ

れは今、県内どのくらいされていらっしゃいま

すか。

平成22年度末現在で301組○宮川農村整備課長

織が活動していただいてございます。農地面積

にすれば約１万4,700ヘクタールを対象に交付金

を交付しているということでございます。

この事業というのは５年間という○押川委員

ことでありましたけれども、継続というのはあ

るんでしょうか。わかる範囲内で結構でありま

すけれども。

この農地・水・環境保全○宮川農村整備課長

向上対策につきましては、平成19年からの５年

間の対策ということで、今年度が最終年度とい

うことになってございます。これを継続するか

どうかにつきましては国のほうで判断されるこ

とになろうと思うんですけれども、この事業、

集落を下支えする貴重な交付金だということで

強い要望もいただいております。また、この事

業には反対するようなところは余りないと思っ

ていますので、継続されるんだろうとは思って

おりますけれども、我々としましてもしっかり

と要望していきたいと考えてございます。

、 、 、○押川委員 私も さきの日曜日 ４時間程度

パートナーシップとこれの事業と取り組んでき

たところでありますけれども、高齢化の中で、

排水あたり用水整備がなかなか大変でありまし

て、こういう事業を活用して大変喜んでいらっ

しゃる集落も多いと思いますし、地域も多いと

思いますので、私のほうからもぜひ、継続の方

向で要望していただくとありがたいなというふ

うに要望しておきたいと思います。

それから 先ほど落としたんですけれども 229、 、

ページ、口蹄疫復興対策事業費の２番の家畜防

疫の指導強化事業ということで、22年度新燃岳

の噴火あたりでなかなかできなかったというこ

とで、22年、23年度の事業ということで、農家

を守るための予算ということで理解をしたわけ

でありますけれども、どのくらいの方がどうい

う状況で回っておられるのか、できればお聞か

せ願いたいと思います。
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この家畜防疫指導強○日高復興対策推進課長

化対策事業におきましては、緊急雇用の基金を

使いまして、今回の補正予算まで含めますと延

べで約4,700名の方々を雇用すると、これは人日

ということで延べの人数になってございます。

平成22年は実数として72名雇用させていただき

まして、その中で約2,200～2,300戸の牛の農家

の巡回をさせていただいたという状況でござい

ます。

そういう巡回をされる中で、復興○押川委員

がなかなか伸びてこない、そういう状況の話も

されながら、そういった情報もとられるという

ようなことでよろしいでしょうか、巡回内容。

今回の雇用している○日高復興対策推進課長

方といいますのは、緊急雇用の事業を使ってご

ざいますので、基本的には失業者の方々になっ

てございます。そういう意味からしまして、今

回、回っていく中での調査の項目といたしまし

ては、農場の情報ということで、例えば農場の

、 、 、配置図 位置情報とか さまざまな飼養の情報

もしくは消毒槽の設置の状況、こういったもの

を確認するということで回っていただいている

ところでございます。

事前に皆さん方がマニュアルをつ○押川委員

くられて、そのマニュアルをもって緊急雇用と

いうことでそういう人たちに農家を巡回しても

らう、そういうことですか。はい、わかりまし

た。

ほかにございませんか。○田口委員長

それでは次に、その他の議案、議案第15号、

議案第18号、議案第19号の審査を行います。

それでは、順次説明をお願いいたします。

。○宮川農村整備課長 農村整備課でございます

。常任委員会資料の16ページをおあけください

議案第15号「農政水産関係建設事業執行に伴う

市町村負担金徴収について」でございます。

今回、補正予算でお願いしております海岸保

全施設整備事業につきましては、右側に記載の

とおり、事業費の100分の10の市町村負担を予定

してございます。本年度は宮崎市の二ツ建地区

で事業を実施する予定であることから、あらか

じめ市の意見を聞きまして同意を得ております

が、海岸法第28条の規定によりまして議会の議

決に付するものであります。

農村整備課からは以上でございます。

続きまして、常任委員会○郡司農政企画課長

資料の17ページをごらんください。議案第18号

「第六次宮崎県農業・農村振興長期計画の変更

について」であります。

説明は、本冊の「第七次宮崎県農業・農村振

興長期計画（案 」と、同じくその概要版という）

のがございますが、これで説明をしたいと思い

ます。

まず、計画の策定経過について御説明をした

いと思います。本冊資料の190ページをお開き願

えればと思います。本計画は、平成21年６月に

当常任委員会で策定方針等の説明をした後に、

９月に開催いたしました農政審議会に策定を諮

問し、その後、庁内外での検討や議論を進めて

まいりました。当常任委員会にも、本県農業の

現状と課題、長期ビジョン、計画素案と、検討

の進度に合わせてその都度御説明をし、御意見

をいただいてきたところでありますが、去る５

月23日に農政審議会から答申をいただき成案と

なったことから、今回、県議会に議案として提

出させていただいたところであります。

続きまして、概要版の３ページを見ていただ

きたいと思います 先ほど坂口委員からもちょっ。

とお話がありましたけれども、審議をしていた

だくに当たって、まず、これまでの長期計画の



- 78 -

変遷につきまして若干御説明をしておきたいと

思います。

本県が農業に関する長期計画を策定いたしま

したのは、昭和35年、宮崎県防災営農計画が最

初でございました。この計画は、当時、台風銀

座と言われておりました本県におきまして、台

風の時期を避けた営農方式を導入するという画

期的なものであったと思います。その中で早期

水稲の導入であるとか、施設園芸、畜産の振興

など 現在の本県農業の原型というものをつくっ、

たという点では大変意味のある計画であったと

。 、 、考えております その後 おおむね10年ごとに

、ここにキーワードというのがありますけれども

防災営農から、次は日本の食料供給基地を目指

した二次計画（新計画 、その後、集落営農の考）

え方をいち早く示した三次計画、それから全国

に先駆けて農産物の世界にマーケティングの考

え方を導入した四次計画、国際化に対応した競

争力強化を目指した五次計画、食の安全・安心

をテーマとして大きく取り上げた六次計画と、

これまでそれぞれの時代の課題に対応して６次

。にわたる計画を作成してきたところであります

ページの左側に産出額とか順位とか掲げている

ところであります。

そういう中で、今回、７次の計画ということ

になりますけれども、多くの課題に直面すると

ともに、今回は、県内外での危機事象の頻発と

いうことを踏まえた計画策定ということになり

ます。

１ページ戻っていただきまして、２ページを

ごらんください。計画の全体構成についてお話

をしたいと思います。計画は、序章に続きまし

て、第１編長期ビジョン、下のほうになります

けれども、第２編が基本計画、第３編地域別ビ

ジョンの３編から構成しております。

第１編長期ビジョンは、平成32年度を目標年

度とする10カ年計画です。長期ビジョンは、第

１章の本県農業・農村の現状から、ずっと下へ

行っていただきまして、第６章計画実現に向け

た推進体制までの６つの章で編んでいるところ

であります。この中では、口蹄疫等の発生を受

けまして、第３章として「危機事象への備えと

対応」を新たに章立てし、その実現なくしては

計画の目標達成はないという姿勢を強く打ち出

したところが、一つ特徴ではないかと考えてお

ります。

第２編基本計画では、長期ビジョンの実現に

向けた今後５年間の具体的な施策を記述してお

ります。

ここでもう一度本冊のほうを見ていただきた

いんですが、68ページを開いていただきたいと

思います。基本計画では、１つのテーマについ

て、基本的には見開き２ページで見てとれるよ

うに構成しておりまして、左側のページに現状

と課題、５年後の数値目標、フロー図を、右側

のページに展開する施策を記述し、実践事例を

写真とともに紹介するというふうな構成にして

おります。また、一番下のところになりますけ

れども、中長期的に検討すべき事項についても

記述することにしたというのも、今回初めて入

れたというか、工夫をした点の一つでございま

す。

第３編が地域別ビジョンということになるん

ですけれども、支庁・振興局単位に県内７地域

がそれぞれに目指す将来ビジョンを記述してい

ますが、本冊で言いますと、176ページを見てい

ただくとありがたいと思いますが、中部地域と

いうことでございます。この地域ビジョンにつ

きましても見開きの２ページで全体が見通せる

ような構成でございます。左側のページに 「地、



- 79 -

域農業・農村の特徴と課題 めざす将来像 基」「 」「

本的方向性」を整理し、右側のページに「めざ

す将来像のイメージ」と「特徴的な実践事例」

を写真を入れて紹介するというような構成に

なってございます。

ここからは概要版のほうで進めていきたいと

思います。あけていただいて、４ページを見て

いただきたいと思います。危機事象への備えと

対応、先ほど紹介したことでございます。昨年

度発生いたしました口蹄疫は、本県経済に

約2,350億円の影響を与えました。また、高病原

性鳥インフルエンザでは91億円の影響が、新燃

岳の火山活動では12億円の被害が発生しており

ます。加えて、東日本大震災など想定を超えた

危機事象が頻発しておりますことから、本計画

では多様な危機事象への「備え」と「対応」を

計画推進の大前提として位置づけさせていただ

きました。すべての関係者が日ごろから常在危

機の意識を持ち、新たな危機事象に対応できる

防災営農の視点に立った具体的な取り組みを推

進していくことを明記しておるところでありま

す。

次に、５ページ、６ページを開いていただき

たいと思います。本県農業・農村の現状と課題

として、ここでは、担い手の減少や高齢化が一

層加速化することや、燃油・配合飼料の価格高

騰の状況、あるいはバイオ燃料の生産見通し、

さらには耕作放棄地であるとか鳥獣被害の推移

等をグラフや表で示しますとともに、それらの

課題を解決するためにどのような視点が必要な

のかということを整理させていただいている

ページです。皆さん十分御承知のことだと思い

ますので、ここはこれくらいにしたいと思いま

す。

、 、 、それから あけていただきまして ７ページ

８ページをごらんください。本県農業・農村が

有するポテンシャルと経済波及効果ということ

でございますが、これは今回の長期計画で初め

て盛り込んだ項目でございます。まず、７ペー

ジの上のほうになりますけれども、国において

は、平成17年全国産業連関表をもとに、国内の

農水産業の生産額から国内における最終消費額

を試算しておりまして、生産額10.6兆円が、最

終消費段階では約７倍の73.6兆円になると試算

をしております。一方、平成17年宮崎県産業連

関表の生産分析によりまして、本県農業が県内

、経済に及ぼす影響について試算をしてみますと

仮に県内農業の生産額が100億円増加した場合に

は、146億円の経済波及効果と約600人の雇用創

出が見込まれるとの試算結果を得たところでご

ざいます。

さらに、８ページのほうでございますが、中

ほどのフローをごらんいただきたいと思うんで

すけれども、このフロー図は、本県の農業生産

額3,200億円のうち1,600億円が県外に移出し、

県内で利用されているのは、残りの1,600億プラ

ス、県外から県内に移入されている800億円と合

わせて2,400億円、それを、下のほうになります

けれども、一般家庭消費や外食で700億円、加工

向けで1,700億円利用しているという実態を示し

たものでございます。例えば、ぎざぎざが書い

、 、 （ ）てありますけれども 現在 県外に移出 出荷

している農畜産物のうち100億円分を県内に保留

し県内の食品製造業等で利活用した場合には、

計算上、380億円の経済波及効果と約2,000人の

雇用創出が見込まれるという試算結果が出てお

ります。地元の農産物を地元で加工することに

より農産物の付加価値を高めるということで、

本県農業の振興はもとより、県内の農業以外の

産業の活性化にもつながることを示しているも
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のと考えています。

続いて、９ページ、10ページを見ていただき

たいと思います 「計画の目標とめざす将来像」。

。 、という項目でございます 今回の七次長計では

本県農業・農村の潜在力をフルに発揮した「み

やざき農業の新たな成長産業化」を計画の目標

として掲げております。この中で特に、産業間

の垣根 地域の垣根 産学官の垣根を越えた 連、 、 「

携」と「参入」という言葉を、農業の成長産業

化実現のキーワードとして位置づけさせていた

だいております。

また、計画の推進に当たりましては４つの視

点からのアプローチを掲げておりますが、その

視点の１、一丁目一番地には「儲かる農業の実

現」を位置づけました。これは、担い手の減少

が確実視される中で、すぐれた担い手を確保し

ていくためには、まずは農業所得の確保、すな

わち「儲かる農業」の実現が不可欠であり、そ

のために関係者の知恵と工夫を結集することが

今最も重要であるという認識からであります。

この 儲かる農業 を基点に ２つ目の視点 循「 」 、 「

環型社会と低炭素社会への貢献 、３つ目の視点」

「連携と交流による農村地域の再生 、４つ目の」

視点「責任ある安全な食料の生産・供給体制の

確立 を関連づけながら 計画目標の実現にチャ」 、

レンジしてまいりたいと考えているところであ

ります。

続きまして、11ページをごらんください。戦

略プロジェクトでございます。ここには、今御

説明しました４つの視点に対応する４つの戦略

プロジェクトの取り組み概要を記載しておりま

す。

まず、農業所得の向上プロジェクトでは 「連、

携」と「参入」による意欲ある多様な担い手の

育成・確保、農業資源の円滑な継承とフル活用

の推進、土地利用型農業の展開や産地における

加工機能の強化、さらには 「健康」と「環境」、

に着目した新たな商品価値の創出や、アジアを

ターゲットにした輸出拡大等に取り組んでいく

こととしております。

、 、次に 資源・環境の利活用プロジェクトでは

未利用バイオマス資源の利活用の促進や環境保

全型農業の推進、太陽熱・太陽光等の再生可能

エネルギーの農業分野での利用促進などに取り

組んでいくこととしております。

、３つ目の農村地域の活性化プロジェクトでは

「農」を核とした農商工連携等の推進による地

域の活性化や、近年被害が顕在化しております

鳥獣被害に打ちかつ農業の確立等に取り組んで

いきたいと考えておるところであります。

４つ目の食料供給基地の責務の遂行プロジェ

クトでは、家畜防疫の強化による安全な畜産モ

デル産地の構築や、食育や地産地消運動の推進

による食と農に対する県民理解の醸成にも引き

続き取り組んでいきたいと思っておるところで

あります。

。 、 、12ページをごらんください 12ページは 今

４つの戦略プロジェクトを申し上げましたが、

既に県内で取り組まれている事例や、現在準備

を進めている取り組みなど、県内での代表的な

取り組み事例を挙げさせていただいているとこ

ろであります。実際に先駆的な取り組み、ビジ

ネスモデルがあるということをお示ししたいと

いうことで、こんなふうに掲げさせていただい

たところであります。

続きまして、13ページのほうをよろしくお願

いします。主要指標でございます。

まず、農家と農業従事者の展望でございます

けれども、昭和１けた世代の農業者が70歳代半

ばを迎えるという今日、今後10年間で、総農家
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数、販売農家数、主業農家数ともに現状の７割

程度まで減少するという予測をしております。

このような中で注目しているのが農業分野にお

ける雇用です。中段の農業就業人口と雇用人口

、の構造展望をごらんいただきたいと思いますが

農業就業人口も農家戸数と同様に右肩下がりと

なっていきますが、その中で雇用人口について

はかなり伸びていくのではないかと見ておりま

す。本県農業の産業としての規模を確保してい

くためにも、大規模農家とか法人による雇用人

口の増を一つの対応策として考えてみる必要が

あると考えております。

14ページになりますけれども、担い手構造の

展望とあります。これにおきましても全体とし

ての経営体の減少は避けられない状況であると

分析しておりますが、特に高度な経営力と技術

力を備えた農家の育成であるとか、集落営農組

織の育成・確保などに取り組んでいきたいと考

えております。

経営資源の利用展望では、農地、耕地面積に

ついて掲げておりますが、今後とも農地転用等

により一定程度面積が減少すると見込んでおり

ますけれども、経営耕地面積につきましては、

担い手への利用集積や耕作放棄地の解消・整備

により現状維持をしていくという方向で考えて

おります。また、新規需要米や加工・業務用野

菜など食品産業との連携による新たな産地の育

成や、焼酎原料用カンショ、飼料作物など需要

に的確に対応できる産地の構築に取り組み、耕

地利用率のほうは向上させていこうということ

で計画に盛り込んでいるところであります。

15ページ、16ページをごらんいただきたいと

思います。ここでは、本県農業の生産構造の見

える化として、今回初めて生産構造の図表化に

取り組んでみました。上段が農業経営体数、中

段が経営耕地面積、下段が生産額をあらわして

おります。

15ページの21年度の生産構造を見ていただき

ますと、経営体数では約24％にすぎない農業法

人、主業農家が、土地利用の面では経営耕地面

積の約62％を担い、生産額においては約90％を

担っていることがわかるのではないかと思いま

す。この分析から考えますに、いかに経営体の

二極分化が進んでいるかがよくわかると思いま

すが、生産の主体を担っている主業農家や農業

法人の支援を行う一方で、その他の販売農家、

自給的農家も農村地域のコミュニティーや土地

利用の面では重要な担い手であり、これらの農

家を生かしていく仕組み、例えば集落営農組織

の育成や彼らの営農を支える作業受託組織の育

成等が、今後大事になっていくのではないかと

思っております。

16ページにつきましては その10年後の平成32、

年度の生産構造を示しておりますが、法人経営

体や主業農家の担っていく部分がより大きく

。なっていくと予測をしているところであります

続いて、17ページ、18ページを見ていただき

たいと思います。まず、作付面積でございます

けれども、作付面積では、野菜や果樹、花きな

どの園芸作物が伸び悩む中で、新規需要米を含

む稲や原料用カンショ、工芸農作物、飼料作物

などの土地利用型作物を積極的に伸ばしていく

。 、 、計画としております また 口蹄疫の影響で牛

豚の頭数は22年度減少いたしますが、目標年次

には基準年の水準まで回復させる計画としてお

るところであります。

18ページの農業産出額につきましては 平成21、

年には3,073億円の農業産出額を、10年後の32年

には3,225億円に約５％増加させる目標を掲げて

おります。しかし、下の参考１にありますよう
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に、担い手が減少する中で産出額を維持・増加

させるという計画になっておりますので、一番

下になりますが、経営体当たりの農業所得は37

％増を目標とさせていただいております。

また、参考２にありますように、農を核とし

た「連携」と「参入」を進め、農商工連携や６

次産業化を促進するといたしておりますが、こ

こに、農業法人の加工販売による付加価値額を

試算し掲げることにしました。基準年次50億円

を、計画年次には3.4倍の170億円にすることを

目標として記載しております。なお、農業産出

額と付加価値額の両者を合計しますと、計画年

次には3,395億円となり、8.7％の伸びというこ

とになります。

あけていただいて、19ページ、20ページをご

らんください。ここでは、長期ビジョンの実現

に向けた各戦略プロジェクトの具体的な施策、

すなわち、先ほど見ていただきました基本計画

部分の概要を１ページにして示しております。

４つの柱に13の施策がぶら下がる形となってお

ります 本冊では 先ほど見ていただきました67。 、

ページから173ページまでが基本計画相当の部分

となります。

続きまして、次のページ、21ページ、22ペー

ジをごらんください。ここでは、県内７地域の

ビジョン目標をお示ししているところでありま

すが、具体的には本冊の176ページから189ペー

ジに記載をしております。なお、地域における

具体的な取り組み、具体的な施策の内容につき

ましては、地域ごとに策定いたします地域アク

ションプログラムで明らかにしていくこととし

ており、その策定時期は、今のところ９月とな

る見込みでございます。

最後のページになりますけれども、23ペー

ジ、24ページでございます。計画の推進体制に

ついてであります。計画を実現していくために

は、農業者のみならず、農業団体、市町村、そ

して消費者が課題を共有し、それぞれの役割を

。 、認識して力を結集する必要があります そこで

それぞれの役割をここに明記するとともに、24

ページですが、計画の推進体制として、農政水

産部内に推進本部を、支庁・振興局に地域推進

本部を設置して計画の進行管理を行うこととし

ております。また、今回の計画には延べ194の数

値目標を掲げておりますが、各施策の進捗状況

につきましては、国は白書を出しますが 「取組、

の概要」という冊子を出したり 「実施工程表」、

という冊子に整理して公表していきたいと思い

ます。と同時に、常に農業者や農業団体との意

見交換も行いながら、適時、いろんな事態が起

こっても大丈夫なように、政策や事業の計画立

案に反映させていきたいと考えているところで

す。

説明は以上であります。

それでは 宮崎県水産業・○鹿田水産政策課長 、

漁村振興長期計画について御説明させていただ

きます。

。常任委員会資料の19ページをごらんください

１の計画策定の趣旨でございますけれども、本

計画につきましては、水産業・漁村を取り巻く

情勢の変化に的確に対応し、本県水産業・漁村

の振興を図るための水産行政の基本方針を定め

るものと位置づけております。

２の計画の構成・期間ですけれども、本計画

は、10年後の本県水産業・漁村のあるべき姿を

示しました「基本目標 「目指す将来像 「施策」 」

の基本方向」等から成ります長期ビジョンと、

平成23年度から平成27年度までの５年間に基本

目標の達成に向けて取り組む施策の内容や数値

目標等を示します「基本計画」で構成されてお
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ります。

では、お手元の宮崎県水産業・漁村振興長期

計画の概要版をごらんください 概要版の３ペー。

ジになります。本県水産業の現状を４つのグラ

フで簡単にまとめております。まず、左上のグ

ラフは漁獲量の推移になりますけれども、平成

２年をピークに減少傾向にございます。また、

その下のグラフでは県内産地市場におきます水

産物の価格を示しておりますけれども、魚価の

低迷が長期に及んでいることがわかると思いま

。 、 、す 一方で 右側の上のグラフでございますが

燃油価格の上昇に伴いまして、いずれの漁業種

類においても経費に占める燃油経費の比率が上

昇していることがわかると思います。これによ

りまして経営が非常に圧迫されていると言える

と考えております。その下のグラフでは水揚げ

金額別の経営体数を示しております。左から２

つ目の棒グラフですが、水揚げ金額が300万円以

下の経営体が非常に多くなっておりまして、50

％以上を占めていると。また、500万円以下の経

営体数を見ましても全体の66％を占める状況に

ありまして、本県の漁業経営体の大半が小規模

な経営体であることがわかると思います。

こういった背景がございまして、本県の漁業

では、漁業従事者の高齢化、また漁船の老朽化

の傾向が改善されず、漁業生産基盤の脆弱化が

進行している状況にございます。これらの状況

を踏まえまして、一番下にありますが、水産資

源の減少、漁業収支の不均衡、水産業・漁村の

弱体化、この３つの事項を解決すべき問題点と

して大まかに整理しております。

次に、４ページをごらんください。このよう

な基本認識のもと、本計画では 「資源回復と経、

営力の強化による持続可能な水産業・漁村の構

築」の実現を基本目標として掲げているところ

。 、でございます この基本目標を達成するために

①水産資源の回復を図るための施策を強力に推

進する内容としたところでありまして、この点

が本計画の大きな特徴となっております。同時

に、漁業経営が厳しい状況にあることや、資源

回復には時間を要すること、また、資源回復を

図るために漁獲を抑制する必要も生じる可能性

があることなどから、②にありますとおり、操

業体制のスリム化によるコスト削減や加工品開

発等の販売面の工夫による魚価向上など、収益

性を高めるための施策を同時に進めまして、資

源回復との相乗効果による「儲かる水産業」の

実現を目指すこととしております。さらに、③

にありますが、漁村の活性化を図るため 「儲か、

る水産業」を支える基盤施設の機能保全や、対

応が急務となっております高齢化等への対応、

新規就業者の受け入れのための体制づくりなど

の施策についても並行して取り組んでまいりた

いと考えております。

このような考え方を模式化したものが５ペー

ジの図になります。先ほどの３つの施策の考え

方に基づきまして、下のほうから、青の矢印に

なりますが、①として「水産資源の適切な利用

管理 、また、施策の②としまして「安定した漁」

業経営体づくり 、③の「漁港機能の強化と漁村」

の活性化 、この３つを施策の大きな柱として基」

本計画を策定しております。

それでは、常任委員会資料の19ページにお戻

りください。一番下の４の策定の経緯でござい

ますが、平成21年６月から計画策定の作業に取

りかかりまして、県庁内での検討のほか、県内

の水産関係団体や公募した方を委員といたしま

す宮崎県水産業・漁村振興協議会及びその専門

部会を計７回開催し、また、本常任委員会にお

、いても４回ほど御報告をさせていただきながら
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皆様方の意見を踏まえて原案の策定に至ったと

ころでございます。今後、本計画を指針としま

して一層の本県水産業・漁村の振興に努めてま

いりたいと考えておりますので、どうかよろし

くお願いいたしたいと思います。

説明は以上です。

その他の議案に関する執行部の○田口委員長

説明が終了しました。

。その他の議案についての質疑はありませんか

第七次宮崎県農業・農村振興長期○中野委員

計画、これで読む限りはそうかなと思うわけで

す。この６次のとき、もう私も県議になっとっ

たから、そのときの部長の言った言葉をまだ覚

、「 、えておるんですけど 新規就農者が年間200人

それから農業従事者の減少が2,000人」という言

葉を覚えているんです。今、私の生活の基盤が

地元国富、綾です。県内は知らんですけど、東

諸県郡、現状を見る限りは、とにかく私の知っ

ておるハウス、後継者が10軒のうち２～３軒あ

ればいいほうなんです。今ふえておるのが、冷

凍のホウレンソウ、カライモは焼酎。これから

農業というのはお茶 たばこ ハウスかなと思っ、 、

、 、 、たら お茶も とにかくペットボトルがふえて

１番茶はキロ3,000円前後、今2,000円ちょっと

ぐらい、波がありますよね。かなりお茶をひっ

こぐ人がおったりとか。西都近くに行ってしま

うと、広大な飛行場の跡なんか畑が多いけど、

、 。何ぶ見ても国富町 綾ではこんな絵にはならん

家畜だって、今度のような口蹄疫、特に畜産な

んかかなりのウエートを占めているけど、果た

してどこまで伸びるのかなと思ったりすると、

計画は計画でいいんだけど、六次計画が終わっ

た時点で、宮崎県の農業の現状がどうなったか

という計画と現状、これはどこか出ているんで

すか。現状はうたってあるけど、６次でつくっ

た場合の計画との乖離というか 別に今とは―

言いませんけど、数値的には５年前だったりと

か、宮崎県の姿で見る数字とかでとり方が違う

けれども とりあえず六次計画と現状がどうだっ、

たかということ。

それと、これだけ見ると六次と七次の計画の

違いがわからん。今、新規事業もそうだけど、

６次産業とかいろいろ言っているけど、ネーミ

ングは変わるけど実態は変わらん。例えば農商

工連携とかよく言っているけど、昔は産学官と

か言っておった。国がクラスター何とかと名前

を変えてきて、中身は一緒なんです 「儲かる農。

業」というのは今どきの話じゃないんです。最

。初からもうからんと農業はやっていけんわけだ

別に悪いとは言わんけど、実態と計画、現状が

あってどうこの計画があるか話し合わんと。こ

れで見ると農業はバラ色かなと思うぐらい、人

口は減る中で認定農業者がふえるとか、確かに

企業体はふえるでしょう。その分個人農業が減

ると思っているんだけど、認定農業者はふえて

おるしね。一つの目標だからそれはそれでいい

としても。

いま一つは、６次産業の実態、最終年度の計

画のちょっとした差、それと六次と七次の違い

は何かということが知りたい。いろいろ書いて

あるけど、新しいね。それを、今すぐとは言い

ませんけど、ある程度の期間の中でそういうの

を整理してもらえんですか。要望でいいです。

計画を作成するに当たっ○郡司農政企画課長

ては、現計画についての整理をするというのが

当然必要なことです。最初に現状と課題を整理

する中で、六次計画の総括をした上でこの計画

の着手には入ったということで、常任委員会の

ほうにもその時点でお話はしておりますが、必

要があるということなら、そこのところはまた
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個別にでもお話はしたいと思っています。どこ

が違っているかということを、端的にどこかと

いうこと……。

整理してもらえばいいです。○中野委員

それは整理したものをお○郡司農政企画課長

持ちしたいと思います。

特徴ということですけれども 「儲かる農業」、

という形で言われます 「儲かる農業」というの。

は、確かに当たり前だと言えば当たり前のこと

ですけれども、この当たり前のところを目標に

せにゃいかんところまで厳しい状況があるとい

う現状認識です。農政審議会の中でも、今まで

この項目は「担い手の育成」という項目で言葉

を飾っていた部分もあったんですが 「所得確保、

が図られないで担い手育成はできない」という

声も多くて、少し俗な言葉かもしれませんが、

「儲かる農業」という言葉を使って、さまざま

な施策ありますけれども、ここに焦点を合わせ

て施策を推進していこうじゃないかということ

を今回提起し、また多くの方々の力の結集を呼

びかけているところ、これが一つ大きな違いで

はないかと思います。そういう意味では、美辞

麗句を並べたというよりも、せっぱ詰まった中

でこの言葉を使っていると言ったほうが当たっ

ているのかなと思います。

それからもう一つの大きな特徴としては 我々、

口蹄疫等経験しました。そういう中で、危機事

象への対応をしっかりしないと、幾らバラ色の

夢を描いても、もとのもくあみといいますか、

ゼロに戻るというのを経験しておりますので、

このことをしっかりこの計画の中では位置づけ

させていただいたところであります。

それからもう一つ言わせていただけば、計画

の中で産業連関表に基づくフロー図を書いてお

りますけれども、これまで、どちらかというと

県外に打って出ると、どんどん県外にいいもの

を送っていく素材供給型の産地であったわけで

すが、もう少し足元を見て、加工であるとか、

産地で付加価値をつけていくということをもっ

としっかりやっていこうと、そうすることが農

業自体の振興にもつながるし、関連産業の振興

にもつながるということを訴えているところで

ありまして、そういう意味では、これまでの農

、業の枠から一歩踏み出そうというふうなことを

農業者の方にも農業団体の方にもお訴えし、一

緒になって実践していきたいと考えているとこ

ろであります。これも必要があれば少し整理し

てはみたいと思います。

だから 「儲かる農業」という言い○中野委員 、

方が出てきたけど、今までは「付加価値をつけ

る」という言い方だったと思う。昔はドライブ

インとかあって、ちょっとした加工品、落花生

とかそういうのを、ドライブインに行くと、宮

崎にある素材のようなのが県外で加工されて宮

崎に帰ってきたおった。その辺がやっと「儲か

る」というかな。ただ、付加価値をつけるとい

うのは、今の農業者の実態を見ていると、ハウ

スだったら朝から晩まで入り浸りでハウスをせ

。 、んといかん その人たちが付加価値をつけるか

これはやっぱり無理だな。ここは分業じゃない

けど。

、 。そこで 農工連携とかいうのが出てきておる

農工連携というのは何年か前から言われている

けど、成功例がどれぐらいあるかというのを一

回……。やっぱり中小業者を具体的に育てない

、 。と 農家の人にそこまで求めてもかなり厳しい

国だってそうだ。いろんな政策出すけど、日本

の経済の発展はやっぱり企業重視、企業があっ

てそういうのをどんどん加工していく、そうい

うのが出てます。タイトル的な言い方はわかっ
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ておるけれども、それじゃ具体的にどうやって

するかということはなかなか この予算書が―

そうですわという話になってきて、加工、付加

価値をつけるためにどうしたか。予算書の中は

従来どおり一緒ですわという話になるかもわか

らんしね。

、「 」 、今 せっぱ詰まった という言葉が出たけど

そういうふうに変えんとね。今、宮崎の農業な

んて、地域は疲弊する、人口減少、県内だって

そうでしょう。ふえているのは宮崎市ぐらい。

国富町だって10年たたんうちに1,000人ぐらい

減って、農業人口だって昭和45年ごろ4,500人

おったんですよ。それが今半分。その半分の中

も高齢化が６割、７割、そこ辺はしっかり地に

着いたというか、今言われたような事業を考え

ていかんと、絵にかいたもちかな。一応要望だ

け言っておきます。

「儲かる農業 、前から僕はそこが○坂口委員 」

視点だというのは言い続けてきて、そこを今度

うたってもらったということで評価しているん

ですけど、具体的に言うと所得なんです、手取

り。この目標の中に農家平均手取り、農家がつ

かむ金を何ぼにしますよと。何ぼ生産が上がろ

うと下がろうと、自分の家計に入るお金が何ぼ

稼げるかだと思うんです。計画にはそれが１つ

欲しいと思うんです。何年後に専業農家１人当

たり平均何ぼ金をつかませるんだという計画を

ぜひともつくってほしいというのと、そのため

には、今の実態、農業従事者が所得を何ぶ上げ

ているのか、そういった調査はかけられている

んですか。どこから農業所得というのは得られ

ているんですか。

まず、農家所得の目標と○山内営農支援課長

いう考え方ですけれども、経営基盤強化法等に

基づく県の基本指針で、認定農業者の目標とす

る農業所得は一経営体620万円という目標設定が

ございます。そういった形で認定農業者制度を

推進しているんですが、その中で、農業所得の

現状は統計の数値も含めていろいろございます

けれども、例えばＪＡに、青色申告等を行って

いる、いわゆる農業経営者組織協議会の会

員5,800人ぐらいのデータがあります。その中身

を見ますと、トータル的な話ですけれども、耕

種農家等におきましては会員１戸当たり390万か

ら340万ぐらいで推移しておりますし、畜産農家

につきましては、ここ５年間を見ましても460万

から196万ということで、かなり大きな変動等は

あります。そういった中で、農産物ですからそ

れぞれの品目で価格等の状況もございます。例

えば促成ピーマン等かなり22年産は高かったも

のが、今年産はかなり厳しいという状況で、年

次変動等がございますので、いかに安定した所

得確保を図るかということで、農家の実態を踏

まえまして、個々の農家の経営の改善と農家全

体が集まった産地全体の所得の底上げ、両面か

ら「儲かる農業」に対する営農支援を図ってい

きたいと思っております。

。○坂口委員 一つはそこの詰めだと思うんです

若い人たちが当然のことながら所得が欲しいと

いうのがありました。安定していないから嫌だ

というのが、農業を継がない理由の大方を占め

ていたです。逆に言えば安定させるということ

です。認定農家の計画で600万とあわせて、実質

的には400万前後が乱高下している、不安定だと

いうこと。600万に近づける努力を具体的に入れ

ていきながら安定させなきゃならないというこ

とで、さっき言いましたように第１次産業はリ

スクをすべて自分がからうようになってるんで

す。自然、おてんとうさま相手で、できるもで

きんもその年の天候次第、自分が値段をつけら
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、 、れん相場次第 そういったリスクを持ちながら

おまけに新燃岳だ、やれ大雨だ何だと。これに

は行政がハード事業とかで何とかリスクを回避

しようと、これが従前の農業だったです。

今度、第七次の中に、さっき説明の中にあっ

たんですけど、消費者の責務というのをうたわ

れたじゃないですか。今、いかに食料事情、し

かも安心して食べられる食料の確保というもの

が今後どうなっていくかということを自覚して

いただいて、生産者だけにそのリスクをすべて

負わせていいのか、それで本当に今後も引き続

いて自分らの子、孫の時代まで安全な食料が供

給してもらえるのかというところを、今回入っ

てきた「消費者の責務」というところで、リス

クはみんなが分担し合うんだ。でなきゃ物事は

成り立たないんだということをまずわかってい

ただくということ。

じゃ具体的に、どういう分担の仕方が、みん

なが受け入れるの、国民の合意がとれるのとい

うことが今後だと思うんです。これはまだ別な

課題として残しておいて 具体的に何とか頑張っ、

ている宮崎の農家を元気づけよう、地域を元気

づけようと言われるのに、先ほど郡司課長が何

度も説明される、各課長が説明されるように、

付加価値の向上、あるいは６次産業化というこ

とを言われます。ということは、今までつくっ

て素材をよそに渡していた、全然磨かんうちに

流していた。だから、磨いて銭にしようじゃな

いか。そこで付加価値が上がったものをどう配

分していくかというシステムも必要だと思うん

です。だから、まず農家が自己完結型で付加価

値を上げてすべて自分のものにする、それには

限界がありますよということだったですね、現

実的に。どうしても異業種間で協力し合う。そ

うなったとき、経営のための資源、素材から労

力からあらゆる資源をまず集積する。集積して

付加価値がこれだけ上がる。その上がった付加

価値をいかに分配し合うかというシステムがな

い。今のままじゃ、商売人がもうければ商売人

のもうけ、加工業者がもうかるには安いところ

からしかとらんよということで、決して農家に

届かない思うんです。そこらをどう整理してい

くか。だから、リスクも付加価値もすべて共有

なんだよ、それには消費者も入ってもらうんで

すよということで、今後は消費者の物品購入の

スタイルというものが幾つかに分かれてくる思

うんです。あくまでも安いものをその日、保証

されなくても買ってくる。それから案定的に顔

の見える人と契約で買ってくる。それは、１年

間に10万円分あなたから買いましょう。春夏秋

冬どういうものを届けてくれ、それにはあなた

が言うだけのリスクまでそこに織り込んだ価格

を補償しますよというスタイル、そういう多岐

にわたったですね。そして結果的にあなたに400

万確実に年間残させますというものに 言う―

のは簡単と思っておられるかもしらんけど、そ

ういう整理を今後していかないと、なかなか大

変じゃないかな。

その中で、今度長計を見させていただいて、

先ほどのように「儲かる農業」ということを具

体的にイメージされて、消費者の責任、加工業

者の責任、産地農家の責任というものを具体的

に並べられた。その責任がどう連携し合ったと

きに本当に安定して生活が保障される、農業が

今後成り立っていくかだと思うんです。ぜひ詰

めてほしい。何か考えがあったら。

消費者との共通認識とい○郡司農政企画課長

う話はちょっとしましたけど、前計画で「食の

安全・安心」ということをかなり大きくとらえ

ました。消費者と生産者をつなぐかけ橋という
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のは 食 にあると思います 安定供給 と 安「 」 。「 」 「

全性」ということが最も両者をしっかりつなぐ

かけ橋になるのではないかと思います。そうい

、 、う意味では 今御提案のあったリスクの問題も

何も生産者側で常に担わなければならないとい

うことではないと思います。ずっとブランドの

仕事もさせていただきましたけど、生産者は、

「なぜ我々だけ自分のつくったものに価格がつ

けられないのか」というふうなことをよくおっ

しゃっています。価格を自分で提示するために

はいいものをつくらにゃいかんというのが、ブ

ランドの考え方の原点であったような気がしま

すけれども、もう少し 「食」というものをテー、

マにしながら、日本の国の食料というものはど

うあるべきかという議論は、今、食育とか地産

地消という運動はありますけれども、その中で

ももっと詰めていかなければならないと思いま

す。

「儲かる農業」と言った限りにおいては、目

標は所得の向上です。それに向けての物差しが

若干今弱いというのは、御指摘のとおりだろう

。 、と思います 先ほど説明しました産出額の下に

参考ではありますけれども、１戸当たりの農業

。所得額というのを掲げているのもその一つです

計画年次で279万という数字になります。そのこ

とをもう少し見てみると、その前に構造を示し

ましたように、平均のところには実は、本当の

実態として農家はいなくて、随分しっかり農業

をやっている方と自給的な方の２つの山ができ

ていて、279万とか200万という数字では実態が

見れないというのが現状だと思います。割と一

生懸命やっておられる方の数字は、先ほど青申

の話がありましたけれども、とれる要素はあり

ますので、そこら辺も加味しながら、どういう

、「 」物差しを当てていったらいいのか 儲かる農業

と言った限りにおいては、少しそこについても

工夫をしていく必要があると、御指摘を聞きな

がら考えたところです。以上です。

ちらっとさっき説明を受けて、279○坂口委員

万で1,750万ですか。だからかなり宮崎の農家は

リスクを負うんです。それだけ生産を上げ

て、1,500万ぐらいがコストで消えていくという

感じなんです。約280万、300万弱。だから、リ

スクが余りにも大き過ぎるから、行政が目指し

ている投資をさせていって、付加価値の高いも

、 、の 時期外れに重油を炊いてマンゴーをつくる

とにかく稼いでいこうで。本当にこれがいいの

かなということも考えながら、それについてこ

られない３分の２ぐらいの279万のアンダー部分

にも もとをかけずに 500万も売り上げれば300、 、

万残りますよというような農業も目指ささせる

べきじゃないかということ。だから、基本に一

回戻るというのは必要。これはまた専門的な分

析が必要思いますけどね。そこらも考慮してほ

しい。リスクが大きい大きいというのはそこな

んです。生産額日本一になりながら所得が低い

というところがリスクの塊ですよね。１回転ん

だら吹っ飛んでしまうという。

先ほど２つの山があると○郡司農政企画課長

言ったように、高い山のところには高い山の施

策が必要で、低い山のところには低い山に対す

る手だて、施策が必要だということだと思いま

す。平均を見て相手がいないところにどんどん

弾を撃っても当たらないわけでですね。そうい

う２方向の作戦をしっかり今後構築していく必

要があるんだろうと思いますので、しっかりそ

。このところは知恵を出していきたいと思います

ぜひ専門的な分析をほしい思うん○坂口委員

ですね。

それで水産サイドですけれども、農業サイド
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は、今説明もらったように、青色申告とかであ

る程度所得を把握されています。水産は、特に

沿岸漁業の経営体の所得の把握というのは、今

までは実態がつかめないのが現実じゃなかった

かなという気がするんです。それは流通のシス

テムの違いとか経営スタイルの違いとかでいた

、し方ない部分もあったのかもわからんですけど

まずはここをしっかり把握することが出発点だ

と思うんです。御飯が食べられるような所得を

どう確保させてあげるか。油もほとんど使わず

に根つきの資源で毎日細々やっていってでも、

年間300万上げれば280万がもうけです。茶船み

たいなんでやれば、えさも使わず、道具も使わ

ず。そういうのから、遠くまで出ていって１億

上げたって1,000万しか残りませんよというよう

な漁業まであるから、まずは所得を把握するこ

とからだと思うんです。今後、長計スタートす

るわけですけど、ここで御飯が食べられるよう

な漁業の経営を目指すんだ 儲かる漁業 になっ、「 」

てますよということが目標年次に記されていま

すよね。そういった所得の把握なんかは今後ど

んなぐあいにしてやっていこうと考えられてい

るんですか。

漁業者所得についてです○鹿田水産政策課長

が、全国的な統計はございますけれども、県内

。の漁業種類別の実態は統計的にはございません

これまでも把握が非常に難しかった、御指摘の

とおりなんですが、ある程度規模の大きなマグ

ロはえ縄とか、かつおの一本釣り、定置、そう

いった経営体については、漁業指導協会という

団体がございまして、その団体が経営指導をし

ております。経営指導の過程で決算書とかを入

手しますので、そこで把握はできております。

ただ、御指摘にありました沿岸の小規模な漁業

については、実態把握するすべがございません

でしたので、今回の長計の策定に当たっては、

実際に職員が漁協に調査に行きまして漁協で決

算などを確認させていただいて、抽出調査にな

りますけれども、傾向は把握させていただいた

ところです。今後も同じような調査を継続する

ことで実態を把握していきたいと考えておりま

す。

大変大切な部分と思うんです。今○坂口委員

後の計画、あるいは将来の見通しを立てていく

上でも、まず幾ら稼いでいるかをつかむことは

。 、絶対必要なこと思うんです 今言われたように

中型船より大きい船とか、遠方に行くような船

についてはつかんでいるというけど、これはつ

かみ方は幾らでもあります。例えば制度融資な

んかを受けようとすれば、事細かな計画書を書

いて、過去の水揚げから所得からすべてを出す

わけですから。ただ問題は、大方を占める５ト

。 、ン未満の船ですよね そしてようやく数だけが

先ほど1,000何百経営体と言われたですか、600

。 。言われたですか 僕は2,000ぐらいと思ったけど

その大方を占めているこの経営体が消えたら宮

。 、崎の水産業というのはなくなるんです だから

まず、この人たちが今実際何ぼ稼いでいるの。

くどくなってしまいますけど、資源管理だと

いって、もうちょっと漁場に行くのを控えろと

か、魚をとるのを我慢しろといって、本当に将

来、仏をつくったけれども魂がなくなってしま

うんじゃないの、資源がふえたとき魚をとる人

、 。いるのとか 計画どおりいって資源がふえても

共済で60％にふやそうといったって、今まで共

済の掛金を何とか自分で掛けていた人たちに免

除をしてあげるだけで、元気のいい人がもう

ちょっと元気になることには貢献できても、元

気のない人を元気のある仲間に入れるというこ

とが本当にやれるのか。そのためにも大切だと
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思うんです。漁協を通じても実態を１回は調べ

、 、ていただいて 一体どれぐらい稼いでいるのか

何トンぐらい水揚げしているのか、何日働いて

いるのか、そういうことですね。ぜひこれは早

急にでもやってほしいということで、これは答

弁はいいです。

萎縮されるといけませんので少し○福田委員

は褒めたいと思います。行政の長計等に、具体

的な数字といいますか文言で「儲かる」という

表現は初めてだと思います。40年ずっと農業現

場におりましてね。これは少しはやる気が出ら

。れたのかなという感じを持つわけでありますが

ずっと説明を聞いておりまして、現状の数字

をベースにして全体をおさめようということに

余りきゅうきゅうとされますと、いろんな問題

点が出るのかなと考えております。私は、今の

質疑応答の中、40年の農業の現場におってずっ

と数字を見てきて、何千戸の農家を見てきて、

今どうなっているのかというのを見まして やっ、

ぱり最終的には人なんです。しかし、やめた人

が全部農業に失敗してやめたかというと、そう

じゃないんです。優秀なお子さんができて、進

学をして県外に行って帰ってこられない、そう

いうところもたくさんあります。私は今回、就

任された河野知事のマニフェストも見せてもら

いましたが、宮崎県に残された将来の成長産業

を考えた場合、これはうがった見方かもしれま

せんが、今ある商工業はもちろん伸びてもらわ

にゃいかんわけですが、食料関連で成長のエン

ジンをつくる以外ないのかなとずっと考えてい

ました。知事のマニフェストを見ましたら、そ

のことがちょっと触れられておりました。

そこで、宮崎県の農業は今までは家族経営が

中心でありました。もちろん農林行政も家族経

営を中心にやってきたわけでありますが、これ

からも家族経営が中心で経営体としては残ると

思います。数の多さとしましては。しかし、農

業生産額、産出額においては、家族経営の中で

さらに進化して法人経営とかカンパニー経営を

、志した人はさらに数字が膨らんでいきますから

この比率が変わってくるのかなと思いまして。

、 、この前 口蹄疫関連の資料をいただきましたが

例えば宮崎県の畜産、畜産イコール農家という

考えをするんですが、実際は牛だけが農家でし

て、豚とか鳥なんか70数％が企業です。いわゆ

る商社系列のインテグレーション、そういうこ

とを考えますと、担い手がどう変わろうと、こ

れは世の中の流れですからやむを得ないと、私

は今あきらめていますが、本来ならば農業者が

残って頑張ってほしいと思うんです。今の経済

社会環境の変化から、この流れはとめられない

と考えておりまして、私は地元の農家の皆さん

にもよくそういうことを話しております。

そこで、さっき坂口委員のほうから言われま

したが、付加価値をつけたものをどうとるか。

付加価値をつけるいろんな対策は数十年前から

県行政は取り組んでおられるんです。この前も

お話し申し上げましたが、皆さん方の大先輩の

方が、清武に40年も前に付加価値をつける工場

をつくられた。しかしその後、行政や農業団体

は経営のノウハウを持っていませんから、大阪

の業者に経営権を譲った。今行ってみますと、

清武の工場の前には日本の冷食産業のトップブ

ランドの名前が出ています。私はいつもあそこ

を通るとき、残念だな、行政みずから手がけた

工場が、今は日本の冷凍食品産業のトップブラ

ンドのマークになっている。今度も西都のほう

につくるんですが、問題は、いわゆる原料を生

産する農家に本当に付加価値部分が応分の分け

、 。前として行くかどうか ここがポイントですね
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これが行かなければうまくいかんと思います。

行政が介入するには限界があると思いますが、

。そこをぜひやってほしいと思うわけであります

それともう一つ 「宮崎県は働く職場がない」、

こう言われます。そのとおりですね。ですから

県外に行くわけですが、先ほど企画課長が説明

されました13ページのグラフ、私はここに注目

したんですが、いわゆる農業者固有の就業人口

は減っていくが、雇用人口はふえる折れ線グラ

フが出てます。ここは私は成長のエンジンにな

らにゃいかんと思うんです。

それともう一つ、これは農政水産部の領域を

越えると思いますが、農業者だけでの身分の安

定というのは無理ですね、戸数が全国的に減っ

ていますから。その一例が農業者年金です。こ

れがいろんな工夫をして、どういう産業構造の

変化になろうとも、余り年金に加入する皆さん

方の数に変動のない厚生年金等にうまくはめ込

んでおけば、今日のような問題は起きなかった

のかなと考えております。それは過去の事例が

示しています。ＪＲが、あるいはＮＴＴが、あ

るいはＪＡが、厚生年金に独自の年金から潜り

込んでいった。そこまで踏み込んで農業対策、

農村対策をやっていかなければ安定した後継就

業者は生まれてこない。しかし一方では、法人

関係はそれを十分に使えますから、二極分解す

るんです、リタイアした後の安定度は。そこま

で念頭に置いて関係部と相談をして長計を組ん

でほしい、頑張ってほしいとエールを送りたい

と思います。いかがでございましょうか。

今、全体的なお話、あり○岡村農政水産部長

がとうございました。昨年の口蹄疫で、農業、

畜産がなければ宮崎県は成り立たないというこ

とがはっきりしたと思いますので、この長計の

中にあるとおりなんですが、やはり農業の枠を

少し踏み出して、今いろいろお話しいただいて

いますように、商工のほうとか含めて全体的に

宮崎県全体の付加価値を高めていく。もちろん

その中心としては農業者、農業をまず置きなが

ら、それを基点とするというような考え方で、

非常に潜在力があるといいますか、将来性は高

いと我々もかたく思っておりますので、一生懸

命頑張りたいと思います。

また、今言われました、本当に地に足の着い

、 、た取り組みといいますか 農業者年金の問題は

私もそのあたりまでは不案内だったんですが、

その辺も含めまして、本当に農業者の方が成り

立つような農業ということをもう一度、これか

ら具体的な地域ごとのアクションプランという

のも９月をめどにつくっていきますので、特に

その中で言っていますのは、農業者の方々、ま

たＪＡの皆さんと十分に意見交換しながら、本

当に必要なことをやっていこうということで今

話しておりまして、実現性の高いしっかりした

計画、またその推進ができますように頑張りた

、 。いと思いますので よろしくお願いいたします

私は、宮崎県は過去、行政として○福田委員

はよくやったが、中だるみだなと思っているん

です。皆さんたちの先輩が取り組んだ、畜産で

は、今はミヤチクになっていますが、あれは宮

崎県畜産公社でスタートしました。全国で２つ

でしたけど。これも当時は大変な苦しみだった

ですね。まだ生産者に付加価値を配分するまで

に至っていませんが、近いうちそういう力がつ

くでしょう。それからサンＡにしても、当時、

、 、農業団体は要らないというのを 当時の知事が

「いや、将来のために」と言って無理してつく

らせた企業なんです。原資までしました。とこ

ろが、どうですか、両社で雇用1,000名超します

ね。そしてまた宮崎県の法人税の納入ランキン
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グ表の上位にあります。税金を払っている。そ

ういうことを考えますと自信を持っていいんで

すよ。取り組みが途中、観光でもう一回頑張ろ

うという気持ちもありましたから、中だるみが

ありました。もう一回40年前を振り返ってあら

ゆるものを総点検して頑張ってほしい。それが

宮崎県の再生・復興に大きく寄与すると思いま

す。以上です。

長期を見せてもらうときに、なる○押川委員

ほど地域のいろんな実情なり、農業の関係のも

とを十分組み入れられた７次の方向が出ておる

のかなというふうに私も見ております。そうい

う中で、押川次長は私の先輩でありますし、地

元でありますけれども、集落を見ても、今、本

、当に20代の後継者が何人いるだろうかというと

恐らくいても１人か２人、いないという状況か

なというふうに思います。そして、あと５年も

するとほとんどの方がリタイア、40戸の集落の

戸数の中で家族農業として農業をされる人は恐

らく一握り、５戸あるかないかだろうというふ

うに思うんです。今までの家族農業で今日の社

会というものは、農外収入を入れながら農業と

いうのは何とか維持をできてきたというふうに

思います。これからは、家族農業が主体でいく

のか、あるいは先ほどから出ていますように法

人なのか、６次産業化を含んだそういう方向で

、 、いくのか ある程度方向づけをしていかないと

農業をしたくても年齢的にできない。これは不

景気とか農業経営が悪いからじゃなくて、地域

農村の形態がそういう方向になってきておるわ

けです。そして農家が持っておられる５反、６

反の農地をだれかが担って、それを集落なり法

人なりで管理をしながら、農家の人には反当た

り幾らかの報酬をやりながら集積あたりをやっ

ていかないと、今後地域というのは恐らくなか

なか進んでいかないのかなというような感じが

します。

それと、先ほどから話がありますように、今

回の口蹄疫を踏まえて畜産と耕種のバランスの

とれた地域あたりをどこかでモデルでもいいで

すからやってみていく、そういう中で危険分散

あたりを回避しながら、地域の中でできるとい

う農業の形態というものを今後つくっていくべ

きじゃないかと思うんです。

そしてやっぱり、一つは今回、午前中ちょっ

と質問しようと思ったんですが、集約農業の中

で化石燃料を使ったハウス経営、今までは本当

に宮崎農業のトップリーダーでも間違いないよ

うな集約農業の中で所得率の上がる農業経営が

できておったんですが、ここまで重油の価格等

が上がってくれば、コストがかかり過ぎて現状

では厳しいというのが目に見えておる。そうい

う中で太陽光あたりを使う、あるいは宮大で実

施をされると思いますが 三鷹光器の水素を使っ、

た実験、農業あたりに使えないかということの

、そういうことをされるわけでありますけれども

こういったものを早く実用化ができるような形

の中での、集約農業においては導入に向かって

取り組んでほしい。それから清武のほうで木材

を使ったビニールハウス、これも試験的にやっ

ていこうということで今模索されていますけれ

ども、これもこれから実用化ということであり

ますから、試験をしながらということですから

わかりませんけれども、これがコストが下がれ

ば、そして安全性、台風とかそういうものが来

てもこれがもてるようなハウスであれば、県産

材を活用した中でのハウスということでありま

すから、今のＡＰとかガラス温室あたりのコス

トのかからない中での安全性の中で集約農業が

できれば、そういうようなものも組み入れてい
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くべきじゃないかなというふうに思うんです。

今までと違ってきたのは、さっき言ったよう

に、どうもならないような今の宮崎県の農業の

形態になってきておる。そのことをどうとらえ

てこの中に入れていくか。そして所得率、所得

よりか所得率をどう上げるかということが大事

でありますから、今言うように、今までは青果

物で出荷しておったものを、今回、西都のほう

で冷凍野菜工場あたりができて、付加価値をつ

ける方向が出てきますけれども、こういったも

のを県内の農業を見ながら、自分で経営ができ

ない人たちがそこで今度は雇用という形で、先

ほど福田委員から話が出たような雇用の場の創

出あたりに農家の人たちも参入をしていく、そ

ういったある程度基点の見える、あるいは自分

たちがそれでも生活ができるんだ、地域の中で

生きていけるんだというものが農業の中に出て

こないと、幾ら立派なことを書いても、これは

限界があると思うんです。限界があることを皆

さん方十分計画の中に入れていただいて、今後

の宮崎県の農業のあり方はこうなんだというあ

る程度の方向あたりが出てきていいのかなとい

。 、うふうに思います このまま行ってしまったら

本当にどうこうもならないんじゃないかと思い

ます。書いていらっしゃることは十分理解がで

きるわけでありまして、先ほど言ったような形

の中で、７次においてはある程度具体的にそう

いったものまで挿入していただくとありがたい

なというふうに思っております。

太陽熱・太陽光エネル○郡司農政企画課長

ギーの話についてお話をしたいと思います。今

回の計画の中では、２つ目の視点というか柱立

てで 「循環型社会と低炭素社会への貢献」を掲、

げておりまして、その中で石油由来燃料からの

脱却ということを一つ大きなテーマとしており

ます。三鷹光器さんのお話がありましたけれど

も、こういうエネルギー政策は新しい技術が新

しい時代の扉を開くんだろうと思います。そう

いう意味で、きょうの午前中に説明いたしまし

た、地球温暖化対応「みやざきモデル」確立事

業であるとか、儲かる農水産業を支援する試験

研究機能強化事業という事業がございまして、

そういう中で、今お話の太陽光、太陽熱等の技

術についてもしっかり取り組み、できるだけ早

い時期にいい結果が出るように頑張っていきた

いと考えております。以上です。

この試験場の試験というものは、○押川委員

いつぐらいから行けば試験状況が見学できるん

ですか。

22年度に施設がほぼ○串間総合農業試験場長

完成しまして、３月に試運転的に灯油と比較し

てどの程度太陽熱を利用した温水で加温できる

かというテストが一応成功したという段階であ

ります。本格的に厳寒期に１作、ピーマンなり

、マンゴーなり高温性作物を入れた上での試験を

、 。 、ことしの秋 冬から通しでやりたい その前に

できればことしの夏に、放射冷却パネルを用い

て冷水をつくって夏場に冷房で使えないか、そ

ういうアイデアもありまして、その辺の試験も

行っていきたい。したがいまして、本格的には

ことしの冬ということでございます。

、○田口委員長 ちょっとお諮りしますけれども

２時間経過しましたので、心身リフレッシュの

ために休憩をとります。

午後３時２分休憩

午後３時８分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

先ほどのその他の議案についての質疑はござ

いませんか。
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「儲かる農業 、そこら辺でさっき○中野委員 」

農家所得600万を目指しておるとかいう話だった

ですけど、２年前ぐらいかな、農家所得のこと

でいろいろ質問して、農業所得のことを聞いた

ら、全然手持ちのデータがないんです。あると

したら、ピーマン農家の標準的な収入というの

はこれぐらいです。350万ぐらいだったかな。そ

れとるとしたら、ＪＡは青色申告を持っている

んです。ぴしっと出てる。しかし、それをもっ

て宮崎県の農業所得として見れるかどうかとい

うのがあるしね。そういうデータをしっか

り…… 「儲かる農業」と言ったって、今、所得。

はどれぐらいあるかという話です。そこら辺の

データをしっかりとってほしいということ。

、 。もう一つは 田舎はとにかく人口が減りよる

何でかというと、前から言っておるけど、農振

地域とかね。それはそれでいいんですよ。だけ

ど、集落の中とか、土地の有効利用とか、そう

いうのはこれに 農家集落の人口はサラリー―

マンでもいいんです、住めば。奥さんがパート

したりとかね。まず人口もふやすことを考えん

と。中山間地のためには、今、土地の規制ばか

りだけど、調整区域は10アール（１反）以上で

地域計画つれば一応いいということになってい

る。今度はそれに農振がかぶっておったりする

から、土地の有効利用とかはこの計画の中には

入らんとですか。中山間地の人口、農業人口だ

けではふえんわけで、そのためには土地の有効

利用をどう図るかという……。

農業振興地域制度の関係○三好農村計画課長

でございますけれども、農業振興地域制度につ

きましては、一定の農業を振興すべきエリアと

して農業振興地域を整備しまして、そこに農業

投資を集中して行うというような制度でござい

ます。委員お話のように、物によっては、いわ

ゆる市街化調整区域であったり、農振制度がか

ぶっているところも多うございますけれども、

基本的に言えば、農業振興地域については、優

良農地を残して農業振興を図るべく集中投資を

するという観点での位置づけとして取り組んで

いくことになると考えております。

そんなことは十分わかっている。○中野委員

私が言いたいのは、農振地域というのが集落の

中まで入っているということ。農振地域とは何

ぞや。集落の中に行ってみなさい。畑が中途半

端で残っておったり、それでもって優良農地と

言えるかということ そういう集落の土地もしっ。

かり人が住めるようにせんと、農振地域で縛っ

てある。

、農振地域の定義は何ぞやということを言えば

今、集落も空き家が目立ったり、人がおらんよ

うになって畑は草ぼうぼうになっておる。それ

は農業をする人しか使えんわけ、今。人口減少

の中にそれがあるから、どれぐらい人口がふえ

るか。そういう規制を解いたほうが人は住みや

すくなる。サラリーマンが宮崎に100坪買うとき

、 。は そういうところに行けば10倍ばかり買える

ゆったりしたね。だから、農業集落の中にも人

口をふやすようにすれば、今５反以上しかつく

られんけど。そういう規制が今あるわけです。

私は何回も言うておるけど、あなたたちはただ

農振地域を守ろう守ろうとしておるわけです。

私は優良農地をつぶせとは言っておらん。農振

地域の定義に合わんような土地を開放しなさい

と言っておるだけ。そこ辺も、書いてあるかど

うか。企業体はそんな土地は使わん。とにかく

広くなるような効率的な土地しか使わんです。

集落の中の空いた田んぼなんかね。今それは実

際使えん。昭和45年前に建った家なら売り買い

できるけど。そこ辺部長、しっかり見直してく
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ださい。でないと本当、農業集落は消えてしま

うよ。要望でいいです。

ほかに質疑はございませんか。○田口委員長

それでは次に、報告事項に関する説明を求め

ます。

お手元の平成23年度６月定例○児玉畜産課長

。県議会提出報告書の４ページをお開きください

。損害賠償額を定めたことについてでございます

まず、上から２番目と３番目の、県が口蹄疫

防疫対策のために設置いたしました車両消毒ポ

イントにおける車両損傷事故に係るものでござ

います。事故の内容でございますが、上から２

番目は、平成22年６月19日に高鍋町国道10号上

におきまして、３番目は、平成22年６月中旬か

ら７月にかけて都城市高崎町県道42号上に設置

いたしました消毒ポイントにおいて、相手方の

車体を損傷させたものでありまして、損害賠償

額は ２番目が３万4,050円 ３番目が３万8,220、 、

円であります。

次に、５ページの２番目の県有車両の交通事

故に係るものでありまして、宮崎家畜保健衛生

所において平成23年１月24日に発生したもので

ございます。事故の内容でございますが、県有

車両が駐車場からバックで後進したところ、駐

車しようとしていた相手車両と接触したもので

ございます。この事故によります相手方の被害

、 。は 左側のリアフェンダーの破損でございます

損害額につきましては11万9,920円でありまし

て、内訳は物件損害でございます。

なお、賠償金につきましては全額自賠責保険

及び任意保険から支払われることとなります。

交通安全につきましては、機会あるごとに職

員の意識高揚を進めておりますが、今後とも一

層の徹底が図られるよう再発防止に向けまして

厳しく指導してまいりたいと考えております。

畜産課は以上でございます。

常任委員会資料の21ペー○郡司農政企画課長

ジをお開きください。平成22年度繰越明許費繰

越計算書についてであります。これは、平成22

年度に議会において承認いただきました繰越事

業について繰越額が確定しましたので、御報告

を行うものでございます。

22ページの中ほどより下の合計の欄に記載し

ておりますとおり、農政水産部全体で32の事業

で、繰越額は98億1,457万6,500円となっており

ます。なお、繰越事業の執行につきましては、

関係機関との連携を図り早期完了に努めてまい

ります。

次に、その下の平成22年度事故繰越し繰越計

算書についてであります。これは、海外悪性伝

染病緊急対策事業における繰り越しであります

が、鳥インフルエンザの発生などにより、事業

実施主体であります県経済連において事業が繰

り越しとなったものでございます。なお、この

事業につきましては５月中に事業を完了してい

るところであります。

繰り越し関係については以上でございます。

報告事項に関する執行部の説明○田口委員長

が終了しました。

報告事項についての質疑はありませんか。

工事関係での入札の方法が、総合○坂口委員

評価の一般競争入札導入になって総合評価方式

での入札になったですよね。会社の手持ち点数

も左右するんですけど、現場に張りつける配置

予定技術者の点数というのが大きく入札の成否

に影響するようになったです。安易な繰り越し

というのはあり得ないんですけれども、明許繰

越をされる中で、とにかく予算をいただいてお

いて、明許繰越してでも少しでも予算をふやし

たいという事情も実際あり得るかなとも思うん
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です。そういうときもぎりぎり、配置予定技術

者を張りつける期間を本当に必要な期間だけに

短縮してあげないと、予定技術者を外して次の

入札に参加しようとしたときに、工期が延期に

なるとそこを動かせないんですよね。そうなる

と、とれるはずのものも、１点も２点もすごい

金額差になっていきますから、逆転の。１億も

２億もという工事になると。そこのところあた

りも頭に置きながら、明許繰越を避けられない

でも、予算を確保してしっかりその事業をやっ

てほしいという現実的なものと。今の入札環境

を考えたときに、利用者側というか納税者側か

、 、ら言うと 本当にいい技術力を持ったところが

より競争力があって、可能性として、あの技術

者がここに担当できればもっといい工事ができ

たかもわからないと。それが県民にサービス提

供できないということにつながりますよね。そ

の兼ね合いをしっかりやりながら必要最小限の

工期の延伸に努めていただきたいという気がす

るんです。それはまた業者側のためにも、無駄

な経費を使わなくて会社の経営にも貢献するこ

とにつながる思うんです。何かここで説明があ

ればしていただいて、なければ要望で終わって

おきます。

今、委員御指摘の、いわ○三好農村計画課長

ゆる発注者側の理由で工期を延ばすという話で

すけれども、これにつきましてはかねてからそ

のような御指摘をいただいたところもありまし

て、現段階で県のほうとして取り組む施策とし

まして、一つは、いわゆる現場条件等、例えば

用地関係とか仮設の状況、現場状況等を詳細に

特記仕様書等に記載してちゃんと明示をすると

いうこと。もう一つは、工事が始まった中で、

例えば発注者あるいは請負者との協議等におき

まして、それぞれの受注者側からの協議等につ

いては迅速に対応するように取り組んでいると

ころでございます。その中でも発注者側として

どうしても工期を延ばさざるを得ない、あるい

は工事等を中止しないといけないときには、約

款に基づいた工事中止等というようなことも対

応しているところでございまして、それにつき

ましては約款に基づきまして、そういう経費に

ついても、甲乙、受注者、発注者双方で協議の

上それなりの負担もする、増額もするというこ

とで対応する方向で取り組んでいるところでご

ざいます。

約款ではどこになるかわからんけ○坂口委員

ど、約款の大もとが標準歩掛かりですよね。11

章のところのことを言われるのかなと思うんで

、 、すけど 発注者側の都合で工事を延伸するとき

あるいは中止するときは、指示書を切って現場

体制の変更に伴う経費分はちゃんと支払いしな

さい、そのことを言われるなら、実際それをや

られた契約変更というのがあるんですか。

昨年、口蹄疫が発生しま○三好農村計画課長

して非常事態宣言が出たということで、公共三

部におきまして、いわゆる消毒の徹底等を図る

ことを目的としまして、パターンを分けてすべ

ての工事について消毒の徹底を図ることにした

ところです。その中で特に、畜舎の横でありま

すとか、隣接での工事ということで、蔓延のお

それがあると発注者の長が認めたものにつきま

しては、中止命令を出して工事を一時中止とい

う措置をとったところでございます。昨年、農

政水産部のほうで８件ほどございまして、それ

については中止していただく期間に応じて必要

な経費、例えば機械の損料などにつきまして増

額の変更をしたところでございます。

コンプライアンスと言っていいと○坂口委員

思うんですけれども、それは契約の大前提なん
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です。今までそのやり方はやられなかったんで

す。工期をただ延ばすだけで、何日から工事を

やめて、また次に指示が出るまで工事を待てと

いうだけで。そのときは確実に、約款にも当然

うたってあると思うんですけど、共通歩掛かり

の中でしっかり指示書を出して、その指示書も

何と何を残せという指示書まで出して、現場の

、安全管理はどこからどこまで受注者が負うんだ

発注者がどこからどこまでは負うんだというこ

とを明確にそこで分けておいて、転落事故とか

が仮に休止中の現場で起こったときは、その責

任がどちらに帰属するかまでしっかりしておか

ないとだめなんです。そのときに、現場代理人

をそこに置くわけでしょう。現場代理人を置い

たときのこの人の経費、これは恐らく損料の中

に見られてない思うんです。機械をリース屋に

返せと 逆に言えば 返してそこに置かなくなっ、 、

たときは経費は下がります。それがクローラー

クレーンなんかになったときは分解・組み立て

とか、ポンプの配管で100メーター以上になった

ときは配管料も要るわけでしょう。そういうこ

とはまだやっておられない思うんです、経費を

見ていると言うけど。そこまで本当にやってお

られるのが２件とか４件とかあったのか。そこ

はどんななんですか、工事を延ばすときはそこ

をぜひ忠実にやっていっていただきたい。どん

なことをやられているんですか、契約変更は。

言葉足らずで申しわけご○三好農村計画課長

ざいません。経費につきましては、機械器具等

の損料と、今委員がおっしゃいましたような現

場代理人等については常駐ということでありま

すので、そこについての人件費についても計上

しているところでございます。

そしたらかなり改善されてきてい○坂口委員

、 、て 必要なものはちゃんとお支払いしますよと

関係が対等になってきたということですね。ぎ

りぎりの競争させているから、請け負けなんて

いうのはなくして、過払いもなくす、過小払い

も絶対避けるということで、ぜひそれを今後と

も徹底していってほしいと思います。

先ほど大事なことを聞き忘れてお○福田委員

りまして、常任委員会資料の９ページ、農産園

芸課の関係で、県産農畜産物の需要拡大、焼酎

、 、 、 、の部門ですけど 10％ 60％ですが 私どもは

宮崎県は芋焼酎の産地だから100％という感覚を

持っておるんです。国内産であったらいいんで

すよ。米の焼酎用原料米について、最近、関係

者から意外なことを聞いたんですが、ほとんど

県内の米は使われていないと。芋焼酎は芋が90

％ぐらい原料かと思ったら、そうじゃなくてか

なり米を使うそうですね。20％ぐらい米を使う

、 「 」そうですが その大半が ミニマムアクセス米

という表現をされました 「だから、福田さん、。

地産地消と言うけど、宮崎県の基幹産業の足元

が外国の米を使っているんじゃが。だめじゃが

な、あんたちは。議会は何しよっとな」と言わ

れたんです。私も認識を新たにしたんですがで

すね。これはやっぱり対策を打って 「もし県内、

産を使うとすればどれぐらいあるんですか」と

聞いたら、約４万トンというんです。４万トン

宮崎県の焼酎メーカーで需要量があると。ほぼ

皆無に近い。せっかく取り組みますから、10％

と言わずに、地産地消の立場からもう少し大き

い目標を掲げて頑張ってほしい。それから原料

用カンショについても これは好意的に国産で60、

％と、隣接だから鹿児島も入ってということで

考えるんですが、40％は、鹿児島が入っている

んですか。

原料用カンショにつき○加勇田農産園芸課長

ましては、特に都城圏域あたりが鹿児島のほう
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から入れているものだと思います。

それはよく理解できます。鹿児島○福田委員

と宮崎、共通の原料を使うのは、南九州は芋の

産地ですから。問題は米ですね。これをどうす

るかですね。４万トンという数字は、地産地消

の大きな数字です。これをうまく誘導しない

と、10％の目標ぐらいでは、これからの宮崎県

のいろんな米作の拡大は厳しいなという感じが

いたします。

焼酎原料用の加工米で○加勇田農産園芸課長

ございますが 委員は今 ４万トンとおっしゃっ、 、

たんですけれども、我々が酒造組合等を通じて

加工米の需要量を把握しております量は２万ト

ン程度、半分程度というふうにお伺いしており

ます。現在、１％、200トン程度しか県産の米は

使っていないというお話でございますが、これ

を、面積では400ヘクタールぐらい、生産量

で2,400トン程度まで引き上げていきたいと考え

ております。

米のトレーサビリティー法でございますが、

加工原料につきましても原料の産地の表示が義

務づけられましたことから、県内の焼酎会社に

、 、おきましても 今まで使っておりました外国産

ミニマムアクセス米ではなくて、国産米、県産

米をできるだけ使っていきたいというお話を

伺っておりますので、確保の問題はございます

けれども、そこを乗り越えて何とか生産拡大を

してまいりたいと考えております。需要は確か

に大きいと思いますので、生産のほう、経済連

等と協議しながら前向きに進めてまいりたいと

考えております。

おっしゃるとおり原料表示が義務○福田委員

づけられましたから、いい機会です。控え目な

数字が出てきていると思うんです。焼酎の生産

量から逆算するとかなりの量になりますから、

ぜひ、原料産地の表示を義務づけられたことを

機会に頑張ってほしい。県内の中小メーカーに

ついては書いてありますね 「国産米使用」と。、

大きいところは書いてない。ぜひ御努力をお願

い申し上げます。

はい、頑張りたいと思○加勇田農産園芸課長

います。ただ一つ、課題としては、需要はある

んでございますが、稲作農家の方が受け取る単

。価がどうしても低いといったことがございます

戸別所得補償制度もございますので、その辺を

活用しながらできるだけ補てんをして前向きに

進めてまいりたいと考えております。

ほかにございませんか。○田口委員長

では、次に参りますが、よろしいですか。

次に、その他の報告事項に関する説明を求め

ます。

別途お配りさせてい○日高復興対策推進課長

ただいてございます「口蹄疫からの経営再開状

況調査の概要について 、御説明させていただき」

ます。

お手元の資料、まず、１の経営再開の状況で

ございます。この経営再開の状況につきまして

は、５月31日時点での状況といたしまして、表

の一番上のほうにございますように、肉用牛、

酪農、養豚ということで、全体で1,238経営体に

つきまして調査をいたしました。その結果、表

のそれぞれの区分のところ、農家数のところに

ございますように666戸の再開ということでござ

いまして、農家ベースで54％の再開率というこ

とでございます。また、頭数の欄の一番右側の

ほうにございますように、肉用牛、酪農、養豚

合わせまして 経営の基盤となります ７万1,855、 、

頭の40％に当たります２万8,751頭が導入されて

いる状況でございます。

次に、２の経営再開していない農家の意向状
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況等についてでございます。各区分の定義とい

うところにございますように、経営再開の意向

を４つに分類させていただいてございます。そ

の４つに区分をした上で、真ん中の表でござい

ますけれども、再開することを決定して今後導

入を予定している、いわゆる再開予定農家が95

戸ということで、全体の８％になってございま

す。また、その右でございますけれども、再開

の意向は持っているものの決定まで至っていな

い見極め中の農家が142戸ということで、全体

、 、の11％程度 そのまた右でございますけれども

畜産経営を中止する方向で検討している農家

が286戸ということで、全体の23％ということに

なってございます。

その下の（１）の「見極め中」の農家の概要

でございますけれども、下の表にございますよ

うに、再開時期を検討している農家が97戸で68

％、その下にございますように、防疫面・価格

面での不安ということで、再発への懸念なり、

子牛の価格の高騰、もしくは枝肉価格の低迷な

、 、ど 不安を抱える農家の方々が10戸で７％程度

さらに、その下でございますけれども、高齢等

による不安などで６％というような状況になっ

てございます。

また、その右側でございますけれども 「畜産、

経営中止を検討中」とお答えされた農家の概要

といたしまして、高齢等を理由に上げる農家の

方々が全体の50％、それから耕種への転換を検

討していると言われる農家の方々が27％程度、

さらに他産業への就業を検討されている方が10

％ということになってございます。

こういうような状況を踏まえまして、３の今

後の対応でございますけれども 経営再開を迷っ、

ておられるこれらの農家の皆さん方の状況とい

うものを市町村なり関係団体とも情報共有しな

がら、一体となって経営再開に向けたお手伝い

を行ってまいりたいと考えておるところです。

復興対策推進課は以上です。

同じく、別途配付してお○郡司農政企画課長

ります「６月の大雨による農業関係被害につい

て」の資料をごらんいただければと思います。

今回の大雨や長雨により、県内で農地や農作物

等に被害が出ておりますので、概況を説明させ

ていただきます。

まず、１の降雨の状況ですが、県内では６月

５日以降、全域で断続的な降雨に見舞われまし

て、６月21日までの降雨量がえびの市加久藤

で1,371ミリ、小林市で1,123ミリ、宮崎市で718

ミリとなるなど、特に県西部では平年の４倍に

。も及ぶ降水量を観測しているところであります

次に、２の被害の状況ですが、農作物等の被

害では、県西・県北地域を中心に、土砂流入に

よる稲の埋没やラッキョウ、バレイショ等の冠

水のほか、土砂崩れによる畜舎の一部倒壊によ

り家畜の死亡等が発生しておりまして、1,861万

。円余の被害報告を受けておるところであります

、 、また 農地・農業用施設の被害につきましても

県西・県北地域を中心に、水田や畑、水路、道

路等に被害が発生しておりまして、合計で264カ

、 。所 ４億3,150万円の被害報告を受けております

このため、今、継続調査中の速報値ではありま

すが、合計いたしますと４億5,011万円余の被害

となっているところでございます。引き続き被

害の把握に努めますとともに、早期復旧が図ら

れるよう取り組んでまいります。

報告は以上でございます。

その他の報告事項に関する執行○田口委員長

部の説明が終了しました。

その他の報告事項についての質疑はございま

せんか。
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口蹄疫からの経営再開状況、これ○中野委員

の中で私が知りたいのは、530億が殺処分の経費

でしたよね。逆に、個人個人はとてもじゃない

、 。けど トータルでそのうち負債額がどれぐらい

天引きがあると思うんだけど、表に出せるか、

そのときはそっとでもいいけど、そういう負債

額、金融機関だけしか調べられんと思うけど、

できたらそういう数字も拾ってください。

今の御要望でござい○日高復興対策推進課長

ますけれども、おっしゃいましたように関係金

融機関なり、こういったところの状況も御相談

させていただきながら、得られるものであれば

作成はしてみたいと考えております。

数字を見ると、かなり復興に対し○押川委員

て厳しい状況だなというふうには見て取れるわ

けでありますし、そういう中で口蹄疫復興対策

局も今回できたところでありますが、そういう

中で、畜産を戻すだけじゃなくて、畜産以外の

方も相当風評被害なんかあったわけであります

から、先ほど言いましたけれども、畜産と耕種

のバランスのとれた地域づくりあたりの考え方

と、対策局の中で商店街とか関連するいろんな

方々の復興あたりも、農家だけじゃなくて出て

くるんだろうというふうに思うんです。これか

らそういうことに入っていかれると思いますけ

れども、現状考えておられること等があればお

聞きをしておきたいなというふうに思います。

まず、耕種○永山畜産・口蹄疫復興対策局長

とのバランスと農業をどうしていくのかという

ことでございますけれども、今回の口蹄疫禍を

契機としまして、地域の農業をどうしていくか

という視点が必要だというふうには思っており

ます。そういう観点から、例えば、先ほど話も

出ておりましたけれども、冷凍加工野菜工場等

を契機として耕種への転換を図っていくこと、

あるいは適正飼養規模についても今後検討して

いこうということもございますので、一朝一夕

に答えが出て、それで産地ができていくという

代物ではないとは思いますけれども、どうやっ

てバランスをとっていくのか、あるいは産業に

ついてはどのような軸をつくっていくのかとい

う視点はしっかり持って取り組んでいきたいと

思っております。

それから、この局につきましては、農政水産

部には属しておりますけれども、口蹄疫等の復

興という意味では、工業、商業、観光業等につ

いても一定の仕事をするということになってお

ります。どのような対策が必要なのか、現状が

どうなのかということを今、分析及び各部局の

ヒアリング、各団体との話し合い等を行ってお

りまして、この２～３年でどういう取り組みが

必要なのかという取りまとめを行っているとこ

ろでございます。かなりカンフル剤が必要では

ないかというふうには思っています。口蹄疫に

よるものというよりも、大震災の関係等もあっ

てかなり商工業が冷えているというのが実態で

ございますので、そこについては、我々が持っ

ている財源を有効に活用しながら関係団体とも

連携して施策を展開していきたいと考えており

ます。

きょうの宮日新聞を見て皆さん方○押川委員

も知っておられると思いますけれども、観光客

が相当減っているということで、数字を今探し

ておりましたけど……。スポーツランド構想の

、中でのスポーツ観戦やスポーツを通じての誘客

、あるいは見学等をする物見の観光あるいは体験

こういう中で、先ほど局長が言われたとおり、

部局横断の中でいろんなものを想定しながら

やっていくということでありますから、私も一

般質問の中でサイクリングを使ったということ
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で今回新たな提案をさせてもらったんですが、

例えば、全日空の社長が西都出身でありますか

ら、西都市と一緒になって、宮崎に自転車を飛

行機に積んで持ってきて、空港から西都原まで

サイクリングで行っていただくとか、新たなそ

ういったものを展開していかないと、既存のも

のプラス目新しいもの、そういったものも復興

対策局の中でできるんでしょうか。私、わから

ない部分があるものですから、聞いておきたい

なと思いまして質問させていただきました。

復興対策局○永山畜産・口蹄疫復興対策局長

としては、口蹄疫からの復興のための基金も預

かっておりますし、復興財団も運用しておりま

す。特に復興財団につきましては、疲弊した地

域の振興、それから商工業、観光業の振興とい

うことも大きな目的として上げております。繰

り返しになりますけれども、コンベンション協

会とかさまざまな業界の方とも今話をしている

ところでございまして、私もスポーツランドと

いうのは宮崎にとって非常に大きな要素だと思

いますし 恋旅 あたりでもう少し大きくアピー、「 」

ルしていくことも必要だと思っております。と

にかく宮崎にたくさんの方に来ていただかない

と、この地域はなかなかお金が回っていかない

というのは実態だと思います。もちろん主体は

商工観光労働部にはなりますけれども、それを

我々として口蹄疫の復興という観点から、側面

的にではあるかもしれませんけれども、しっか

りサポートはしていきたいというふうには思っ

ております。

しっかりお願いをしておきたいと○押川委員

思います。私たちも一生懸命協力を、できる部

分においてはやっていきたいと、そのように思

います。ありがとうございました。

一般質問で中野委員もさわられた○坂口委員

ような気がするんですけど、口蹄疫の再開、復

。 、興です 導入された家畜40％となっているけど

この見方というのは、処分された農家の中で、

今回導入した農家がもともと持っていたものに

対しての導入した頭数の割合という見方でいい

んですよね。

殺処分前に持ってい○日高復興対策推進課長

た頭数が分母というわけではなくて、殺処分前

に持っていた牛、豚の中から、例えば、ここに

掲げてございますように繁殖用の雌牛もしくは

育成牛、繁殖の基盤になるもの、豚であれば繁

殖の母豚、こういったものが分母になっている

ということです。

、 、○坂口委員 ということは 全体の29万頭余り

これに対してはどんな見方をすればいいんです

か。そこに向かって復興するのにどういう進捗

しているのかというのが、これからは見づらい

んです。例えば繁殖雌なんかは当然、時間がた

てば、120余りの平均頭数になっているから、そ

う大差ないと思うんです。牛のほうがすごく見

にくいんです。これからどういうことが見える

のかなと思っても、小規模の農家だけが順調に

戻っているのか それとも 大規模が順調に戻っ。 、

ているけど、頭数が少なく、これから計画的に

ふやそうとしているのか。それとも規模に関係

なく、ばらばらと導入が進んでいるのか。とい

うのが、今後一体どこまで埋まっていくのかと

。 、いうのがすごく心配なんです そういう見方が

この数字の並べ方じゃ見づらいものだからです

ね。

今御質問いただきま○日高復興対策推進課長

したように、肉用牛の場合につきましては、こ

こで掲げてございますように、農家戸数で1,057

、経営体の農家が養っておられたんですけれども

その経営体の中で繁殖の基盤として位置づけら
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。れていたのが５万頭弱という状況でございます

これに対して今１万8,000頭ほど導入がされたと

いうことでございます。確かに妊娠牛を途中で

導入して早々と生まれるものもございますけれ

、 、ども 一般的に育成牛なりを導入した場合には

通常１年後ぐらいから出産が始まるということ

、 、 、で 肉用牛の殺処分頭数全体に及ぶのは １年

２年かけて出産が常時行われるようになった段

階かというふうに考えておるところです。

それと、再開状況について、どの規模がどう

いうような状況かというところですけれども、

状況的なところから申し上げますと、小規模の

方々といいますのが 「見極め中」もしくは「経、

営中止を検討中」という状況も、全体の中では

。見えてくるかなというふうには考えております

規模の小さいところが見極めとか○坂口委員

中止が多いということ、大きいところが再開の

意欲が多いということが見えてくるということ

ですか。

「畜産経営中止を検○日高復興対策推進課長

討中」という農家の中で一番大きいのが「高齢

等」ということになってございまして、県内全

体の飼養農家等を見てみますと、高齢で中小規

模の方々がかなりおられますので、そういった

ところから類推しても、中小規模で、しかも高

齢の方々が畜産経営の中止なりを検討されてい

る状況かと思います。

最終的な頭数が気になるんです。○坂口委員

ドーナツになったのが埋まるか埋まらないか。

だから、規模の小さい少頭飼いの高齢農家は10

戸仮にリタイアしていっても、専業的にやって

いて100頭規模で持っていた繁殖牛農家が１戸な

くなれば10対１でチャラでしょう。そういう見

方でなくて、空いたドーナツが本当に埋まって

きているのか、そして繁殖用の素牛だったら順

調にふえていくかもわからない、５万弱の中か

、 、 。ら１万8,000 37％ だからこれは時間を待てば

ただ一方で、肥育の専業で1,000頭規模、500頭

規模のところが購入しながら、５年なり７年の

スパンで空いたドーナツが 今回直接的なも―

のが何ぶ言われたですか、殺処分した家畜の補

てんだけで500数十億と言われたですか、最終的

に2,350億もの、567億の……とかを含めてと言

われたですね。それを埋めるためには、ほかの

ものが支援しないと、ドーナツが埋まらなきゃ

だめなわけじゃないですか。この資料からはど

ういう状況かが見づらいなということを言って

いるわけなんです。そういうのを見極めるため

にどう見ればいいんですかということを尋ねて

いるんです。順調に本当にドーナツは埋まるの

か。埋まらないとなれば、畜産は付加価値が物

すごく高いわけでしょう。付加価値向上の後に

続くものが。バランスのとれた耕畜連携、ある

いは耕種への転換とか他業種へとなるけど、埋

まらなかったとき経済規模が戻らないんです。

その人たちが野菜つくりにかわっても戻らない

わけです。そこのところが見たいけど、こうい

う資料じゃ見れない、どう見たらいいんですか

ということ、復興と言っているからですよ。そ

れがわからない。

今、委員のほうから○日高復興対策推進課長

御指摘いただきましたように、現段階でまとめ

た資料の中では、経営再開状況のところにござ

いますように、基盤の部分だけしか想定してい

ないところもございます。また、今後の導入、

再開予定をしていらっしゃる農家の動向を適宜

調査する中で、今後どれぐらいの生産が期待さ

れるかも推計しながらいろいろ検討させていた

だければと思います。

これは何とかえればいいというレ○坂口委員
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ベルじゃなくて、経済全体でとらえているから

復興とか地域再生と言っていると思うんです。

。そしたらやっぱりドーナツ埋めだと思うんです

経済の規模を縮小させないということが絶対必

要だと思うんです。簡単に、畜産をやめて転換

を支援しました。だから、その人は仕事がちゃ

んと確保できましたというレベルのものじゃな

いと思うんです。それがどんなに進んでいって

いるのか。例えば、素牛はそろったけれども、

肥育で 郡内でじゃないとだめじゃないです―

か。素牛が県外に出ていったり、他の都城なり

西諸に出ていっても、児湯地域、西都地域の経

済は埋まらないじゃないですか。1,000頭規模の

肥育農家が１戸やめたら莫大なものです。10億

からの家畜でしょう、1,000頭の成牛だったらで

すね、今回の補償金が。そういうものが１戸な

くなったら、途端に素材だけで10億消えちゃう

わけじゃないですか それを何倍かに加工によっ。

て膨らませていって今まで成り立っていたもの

が埋まらないですよ。だから、戸数の問題とか

そんなものじゃなくて、バランスよく埋まって

いっていますかということを言いたいんです。

そんな中で 例えばウイルスフリーなんていっ、

て白血病対策をやられています。これなんかの

意見の集約もされないままに、今度は他産地あ

るいは県外との連携もとれないままに、本当に

復興に向かってやっていけるんですかという心

配を持っています。そこらに対しての不安も出

ているんじゃないのか。あるいは極端に、1,000

頭規模のところが10億の補償金をもらった。も

らったけれども、借金返済してみたら１億足り

なかったかもわからないじゃないですか。そう

。いう実態はどうなっているんですかということ

本当に復興できるのか。こういった資料を何度

も何度もいただくけれども、全くそれが見えま

せんよということなんです。だから、どういう

見通し立てておられるのかということです。

委員から御○永山畜産・口蹄疫復興対策局長

指摘あったとおり、現時点での分析が十分だと

は全く思っておりません。やっとここまで調べ

る状態になったというのが現状かと思っており

ます。今回のアンケートを通じて２つのことが

必要だと思っています。一戸一戸の農家にちゃ

んと寄り添って、小規模な農家であっても再開

できるように現地対策チームとかをうまく使い

ながら相談に乗っていくという方法が一つ。も

う一つは 今委員から指摘があったとおり マッ、 、

クスで、地域の経済全体でどう見るのかという

意味では、本当に牛がどこまで戻ってきている

のか、頭数が何頭いるのかということをしっか

り実態として把握しないといけないというふう

には思っています。これはあくまでも再開の状

況をつかむデータにしか過ぎないという意味で

は、おっしゃるとおりだと思いますので、今、

、本当に畜産で回る状態になっているのかどうか

頭数がどうなのかということはしっかり調べな

がら、どういう施策が必要なのかということは

考えていきたいと思っています。資料が十分で

ない点については申しわけないというふうには

思っておりますけれども、これからしっかり取

り組んでまいります。

委員の皆様にお諮りします。○田口委員長

本日の日程は午後４時までとなっております

けれども、このまま継続してよろしいでしょう

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、引き続き審議を行い○田口委員長

ます。

今からと言われるけど、既に口蹄○坂口委員

疫復興対策ということで県単事業とかかなりな
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工夫を凝らしながら事業は進んでいるんですよ

ね。だから、それじゃちょっと問題だと思うで

す。まだ今から実態を調べますなんて、それは

ないと思うんです。また、既にこういう資料は

何度かに分けて届いています。だから、まずそ

れが念頭にあったのか、そういうことを分析し

ていこう、そして本気で西都・児湯地域の経済

をもとに戻していこうというのがあったのかな

。 、という気がするんです ここまででもですけど

例えば海外での不安に対して防疫体制しっかり

しろとかいう要望は議会でも出ていますし、直

接も入っていると思うんですけど、そういうも

。のに対してこたえてあげるべきだと思うんです

もう一つには、これはもとのことを掘り起こ

しになりますけれども、今、埋却地の確保も法

的に整備されてしまった。それはもとの家伝法

が不十分だったというようなことをばっとやっ

てしまったでしょう。本当にもとの家伝法は不

十分だったのか、ほぼ完璧じゃなかったのか。

畜産をやろうとする人に埋却地まで確保させな

きゃ、義務づけなきゃ本当にだめなのかという

ことですね。というのが、反省すべきは反省し

、 、て 今度いろんな専門的なチームもできたけど

感染経路も特定できていない。それからあのと

きに、殺処理がおくれた、おくれた言うけど、

家伝法の中では、まず発生したら、そこに家畜

防疫員を常駐させろ、寝泊まりさせなさい、と

にかく殺処理を24時間以内にやって３日以内に

片づける。埋却地がないときは仮にでもいいか

らブルーシートでもいいからそこをやれとか、

そういう基本に戻ったら広がらなかったんじゃ

ないのか。それを精査していって 農家に、―

埋却地をあらかじめ用意しなきゃ畜産できない

んだぞ。今までさえ経営が苦しかったのに、ま

たさらにそういったことを求める。それで本当

に戻るのかという心配。これは法律が改正され

たからしようがないけれども。だから、この資

料もそうですけど なぜあそこまで蔓延していっ、

たのか。農家にそれだけの負担を増したという

ことは、今回の口蹄疫の蔓延には農家に責任が

かなりあったという前提でないとおかしいと思

うんです。防げなかったのかという検証です。

感染経路も特定できなかったところで、なぜそ

んなにするのか。これは言っても意味がないこ

とだけれども。

そういった中で、本当に西都・児湯地域の畜

産が復興できるのか。畜産で復興できなかった

ら、かわりのものにしたとき、経済をどう膨ら

ますんだ。さっき言われたミヤチクあたりも、

今後どうやっていくのかということです。それ

は全県下で考えればいいかもわからないけれど

も、少なくともかなりな部分がドーナツになっ

、 。てしまっていますから 経済の規模でいったら

それにのっかっていた親ガメ、子ガメずっこけ

ていますから、これはもうちょっと本腰を入れ

て、現実は現実だから、これからどうやるかと

いう今後の問題ですけど、もうちょっと分析し

ないと、これじゃちょっと心もとないですね。

ぜひしっか○永山畜産・口蹄疫復興対策局長

り復興したいと思っていますので、分析をやり

ますし、いろんな意見も聞きながら対応策を検

討していきたいと思っております。

ほかにございませんか。○田口委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

。○田口委員長 その他でも何かございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって農政水○田口委員長

産部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。
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午後４時２分休憩

午後４時５分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

まず、採決についてでありますが、申し合わ

せにより 委員会審査の最終日に行うことになっ、

ておりますので、あす24日に採決を行うことと

し、再開時刻を１時半としたいと思いますが、

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○田口委員長

します。

その他、何かございませんか。

第七次農村振興長期計画、これに○中野委員

土地の有効利用を織り込むように修正、集落内

の土地の有効利用とか……。

暫時休憩いたします。○田口委員長

午後４時７分休憩

午後４時32分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

済みません。いろいろ意見が出たものですか

ら、ぜひ一緒に協議をさせていただきたく、再

度皆さんに来ていただきました。

と申しますのも、先ほど話をいたしました農

村振興長期計画の中で、農振地域の土地の有効

利用について意見が出ておりますので、この件

につきまして中野委員より御意見を出していた

だきたいと思います。

私は 農村集落どんどん人口も減っ○中野委員 、

ていく中で、これまでずっと議会等で、やっぱ

り土地の有効利用ということを質問してきまし

た。私が言っているのは、圃場整備したとか、

今後も農地として用を足すようなところを有効

利用しようとか、そういう話じゃない。いわゆ

る農振地域の中で今後農地として使われないよ

うな土地がいっぱいある そういうところをしっ。

かり見直さんことには、農村人口もふえんし、

住めんし、買えもせんという話を大分してきま

した。長期計画なんかも土地の有効利用とか大

きく入ったりするけれども、ここでそういう土

地の有効利用というのは一言も入っておらんと

いうのは、これまで議会本会議でしてきました

けど、何だったと。議会で「前向きで検討しま

す」とか言うとって、ただそこで答えればいい

のかというようなことで、私はこのままだった

ら採決否決と思っております。

農業振興地域制度につき○三好農村計画課長

ましては、御案内のことと思いますけれども、

国のほうで基本指針というのを昨年立てられま

した。それに基づいて県のほうでは整備計画の

基本方針というのを立てさせていただいており

ます。これに基づきまして、今度は市町村のほ

うで具体的な整備計画については立てられてい

きます。委員がおっしゃるように、例えば、農

、振の中でも集団的なまとまった農地でないとか

土地改良等々の施設整備がされていない土地に

ついては、今後市町村が立てられます、これは

基本的には５年ごとに全体見直しをすることに

なっているので、そういった中で、農振地域内

での全体的な方針の中で整理をされていくので

はないかと思っております。委員がおっしゃる

ように、そういう土地については市町村で立て

られる整備計画の中で今後検討されて、守るべ

き農地、あるいは除外するところについてはそ

ういう考え方のもとでやっていかれるのではな

いかと思っております。

農振地域は市町村の責任で守られ○中野委員

るべきじゃないですかと、他人ごとじゃないで

すか、県は。最終的にはそういうのは県の同意
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とか上がってくるんでしょう。今だって、農振

地域の見直しは県がして、法律が変わって国に

は協議とかそんな話じゃなかったですか。だか

ら、そういう姿勢を私は聞いておるわけで、ど

うするのと、農地として使われんようなのを農

地として縛っとって、農家の人は売りも買いも

できんで困っておるわけよ。そんな他人事

で……。今までてげそこ辺はやってきた。写真

まで持ってきたりして。

県のほうも農業振興地域○三好農村計画課長

整備の基本方針を出しているわけでございます

ので、それに基づいて市町村のほうにも農振地

域の中での土地利用については検討していただ

きたいと思いますし、それにつきましては県の

ほうで計画の同意等もやっておりますので、当

然責任の中で取り組んでいくということでござ

います。

、○中野委員 11ページの農村地域の活性化とか

農村集落についてはこの中でどういうふうに書

いてあるんですか。どんどん人口が減っていっ

て、耕作放棄地がその中にふえたりとかね。

計画の中での農地につい○郡司農政企画課長

てのかかわり合いは、本冊のほうを見ていただ

くとありがたいと思いますが……。

見るのはいいんだけど、そういう○中野委員

文言を書いているわけ。

一応確認をしていただく○郡司農政企画課長

とありがたいと思うんですが、まず、79ページ

です。ここが「儲かる農業」の中の農地という

ところになります。もちろん農業をする上で土

地は基盤でございますので、担い手の農地集積

、 、の加速化であるとか 農地をフル活用していく

円滑な継承に向けた情報システム、遊休農地の

解消と発生防止というふうなことをここに書い

ておるところであります。どちらかというと生

産をしっかりやっていく上での条件整備という

のはこのページに書いてあることになります。

それから119ページに中山間地域の活性化とい

うふうなことがありまして、その中で、展開す

る施策の３番目、委員御指摘のような定住化の

ための生活環境基盤・生産基盤の整備というこ

とについてうたっております。耕作放棄地の問

題とか地理的条件に応じた生産基盤の整備につ

いて、中山間地活性化の中で、定住化というの

は非常に大事であるという委員の御指摘はその

とおりだと思うんですけれども、こんな形で書

いております。またその一つ上に、地域を支え

る担い手の育成及び確保の中で、都市との交流

による集落活性化の促進、こんなことも書かせ

ていただいているところです。

もう一つ、125ページになりますけれども、こ

こでは、農地に関して言えば、農地の利用調整

の支援という形で、農業委員会とか農業開発公

社の役割について書いていますが、ここでも、

さまざまな法律ございますけれども、しっかり

連携をして、優良農地はしっかり使っていくと

いうことでしょうけれども、調整をしていくよ

うな考え方については書いておるということで

すけれども。

、 。○中野委員 私は 今の言い方で余計腹が立つ

全然私の言っておることはわかっとらん。こん

なことを言っているわけじゃないよ。平準化し

なさいとか、農地をまた有効利用して農地とし

て使いなさいということは言っていない。農地

として使えんような土地をどげするかという話

を言っておるわけで、全然意味が違う。今言っ

ているのはこじつけ。

私は、本当に真剣に議論してきたけど、農政

の課長さんたちは、農地のことになると何が何

でも農地は農地として守ろうという、そんな気



- 107 -

がしてならない。地域の農家の実態を踏まえて

少しは考えんと。何ぶ立派な計画をつくったっ

て、今どんどん人口は減って過疎化になるばっ

かり、農業集落は。この計画を見る限りは、こ

れからは企業とか法人化していくだろうけれど

も、さっき言ったように、４～５反つくってい

る人はどんどんやめていくだけで、農家集落な

んか消えてしまうよ。

119ページの理解の仕方というの○坂口委員

は、定住化のための環境基盤整備の再生利用、

ここらは両方を含めた適地、どちらに適するか

ということで、そこらを含んでいるんじゃない

んですか。有効に活用していこう。そしてもと

もとこれは生活環境基盤、生活基盤を整えてい

こうということだから、生産に適さない、ある

いは快適な集落環境を整備していくために、む

しろマイナス要因になるような農地については

転用もやぶさかではありませんよ、そういうこ

とにつながっていくんじゃないですか。そして

大きい縛りの中でハードルが高ければ、５年後

にそれを見直せますよということ、そういう理

解のような気がするんですけど、生活環境とう

たっているタイトルの中での有効活用だから。

この耕作放棄地というのは、今、○中野委員

うち辺でも、農業振興地域のど真ん中に生まれ

てくるわけです。それをまた、農地は農地とし

。て再生利用しましょうという話じゃないのかな

農地としてそこを耕作し続けられ○坂口委員

ればいいけど、耕作放棄地になったら、そこが

害虫なり何なりですね。だから、そういう理解

で、これは定住化のために生活環境をしっかり

整えていこうということだから、ここの理解が

それでないかなというのが一つあるんです。

。この中で去年の委員の人はおられんとですか

報告書の中の17ページに、県議会に報告して了

解とっているんです。そこらの経過がどうなの

か。

そういうふうにずっと来ているけ○中野委員

、 、ど 年度がかわって新しい議員になった場合は

何も言えんで、きょうの委員会、はい、ごもっ

ともですという話になる……。

暫時休憩します。○田口委員長

午後４時44分休憩

午後４時54分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

少し我々のほうも協議を○岡村農政水産部長

させていただいてよろしいでしょうか。

はい。○田口委員長

では、休憩します。

午後４時54分休憩

午後５時４分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

お時間いただきまして、○岡村農政水産部長

ありがとうございました。

先ほどの中野委員の御指摘を十分踏まえまし

て内部で協議させていただきました。それで、

私どもとしては、先ほどの119ページに 「定住、

化のための生活環境基盤・生産基盤の整備」と

いうのを上げさせていただいているんですけれ

ども、その趣旨を踏まえて、集落内の農振地域

の取り扱いにつきましても、委員から御指摘の

ありました個別の状況等を十分勘案して、集落

の活性化につながるよう市町村とも連携して柔

軟に対応してまいりたいということで、今後や

らせていただきたいと考えております。

一般の人がそこを見て部長の言い○中野委員

方がわかりますか。わかればいいですよ。

定住化のための生活環境○岡村農政水産部長
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の整備ということがまず大前段でございますの

で、私どもとしてはいろんな場面ではそういう

ことでは、御趣旨については説明していきたい

と思っています。

暫時休憩いたします。○田口委員長

午後５時７分休憩

午後５時７分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

以上で終了いたします。

執行部の皆さん、ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午後５時７分休憩

午後５時19分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

あしたの件ですが、１時半に採決を行うこと

にいたしたいと思いますので、よろしいでしょ

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、そのように決定いたしま○田口委員長

した。

そのほかに何かございませんか。

それでは、以上をもちまして本日の委員会を

終わります。

午後５時19分散会
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平成23年６月24日（金曜日）

午後１時28分再開

出席委員（８人）

委 員 長 田 口 雄 二

副 委 員 長 二 見 康 之

委 員 福 田 作 弥

委 員 坂 口 博 美

委 員 中 野  明

委 員 押 川 修一郎

委 員 新 見 昌 安

委 員 岩 下 斌 彦

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 阿 萬 慎 治

総務課主任主事 押 川 康 成

委員会を再開いたします。○田口委員長

まず、議案の採決を行います。

議案の採決につきましては、議案ごとがよろ

しいですか、一括がよろしいですか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決いたし○田口委員長

ます。

議案第１号、第３号、第15号、第18号、第19

号及び報告第１号について、原案のとおり可決

または承認することに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○田口委員長 御異議なしと認めます よって

議案第１号、第３号、第15号、第18号、第19号

及び報告第１号については、原案のとおり可決

または承認すべきものと決定いたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「環境対策及び農林水産業振興対策に関する

調査」につきましては、引き続き、閉会中の継

続審査といたしたいと思いますが、御異議あり

ませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、この旨○田口委員長

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目として特に御要望等はあり

ませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時30分休憩

午後１時38分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

それでは、委員長報告につきましては、ただ

いまの御意見等を参考にしながら、正副委員長

。に御一任いただくことで御異議ございませんか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○田口委員長

す。

暫時休憩いたします。

午後１時38分休憩

午後１時47分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

７月20日の閉会中の委員会につきましては、

休憩中の協議のとおりの内容で委員会を開催す

ることに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○田口委員長

す。
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次に、県外調査についてであります。

県外調査につきましては、10月12日から14日

にかけて、休憩中の協議の内容のとおり実施す

ることにいたします。詳細については正副委員

長に御一任をいただくことで御異議ありません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○田口委員長

します。

なお、具体的な行程等につきましては、後日

御連絡いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。

そのほかで何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、以上で委員○田口委員長

会を終了いたします。

午後１時48分閉会
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